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第1章 調査概要 

1-1 調査団派遣の背景 

ブルンジ国（以下、「ブ」国）では、2009 年に和平プロセスが完了するまで続いた 10 年以上もの

内戦の間、首都であるブジュンブラには戦禍を逃れた国内避難民が大量に流入し人口が爆発的に増加

した。また、近年では、年 3～5％といわれる経済成長を背景にした労働人口の急激な流入により、

都市圏はブジュンブラ市（人口推定：80 万人）の近郊へと拡大傾向にあり、現在 15 万人が住んでい

ると推定されている近郊部（Musaga、Kanyosha、Buterere、Kinama、Kamenge、Gihosha の 6 地区）

への社会サービスの提供は喫緊の課題となっている。しかし、市内の社会インフラの多くは内戦によ

って被害を受け、給水施設についても多くの施設が破壊された上、資金不足により維持管理上必要な

施設の更新等が行われていない。 

その結果、内戦前の 1993 年には 70％程度と推定されたブジュンブラ市の給水率は、近郊も含める

と 24％程度にまで落ち込んでいると推定されている。ブジュンブラ市の上水道は河川、湖沼、湧水

等計 5 つの水源から成り立っており、およそ 66,000m
3
/日の供給量となる。主に隣接するタンガニー

カ湖を水源とする浄水場で処理した浄水（59,500m
3
/日）を給水しているものの、現状上述の人口増

に生産が追い付いていない。また、給水サービスが行われていたとしても大部分の送配水管や配水池

等が故障したままの状態となっており、断水や水圧低下が頻繁に発生している等、十分な量の給水サ

ービスを提供できておらず、直接、河川や湖沼、浅井戸等からの取水に頼る住民も多い。近郊部の 6

地区においては給水事情が特に劣悪であり、急激な人口増加により、需要に対し給水サービスが追い

つかない状態にある。 

こうした問題に対応するために、世界銀行はアフリカ開発銀行と連携してブジュンブラ市近郊 6

地区の給水人口を二倍にすることを目標に、2009 年にフィージビリティ調査（F/S）を実施し、浄水

場の生産能力拡張、送配水網の拡張及び 6 地区における給水網整備を行う計画の策定を支援した。こ

の計画では、浄水場の拡張及び首都圏北部・東部の Kinama、Kamenge、Buterere 地区への送配水及び

給水は世銀が、また南部の Kanyosha、Gihosha 地区への送配水及び給水はアフリカ開発銀行がそれぞ

れ行うこととしている。世界銀行の担当部分については、すでに 2009 年に着工し、2013 年に完成予

定であり、併せて、 給水給電公社（REGIDESO）の能力強化に係る支援も行っている。一方のアフ

リカ開発銀行担当部分については、Gihosha 地区にて給水設備建設を実行中であり、Kanyosha 地区が

後回しにされている状況である。そこで、「ブ」国政府は我が国政府に対し、上述 F/S を基に、Kanyosha

地区における給水網の拡張に向けて、ポンプ場（2 ヶ所）、配水池（2 池：5000m
3 及び 1500m

3）、送

水管（11km）、配水管（計 25km）等の建設等から成る無償資金協力プロジェクトの要請があった。 

1-2 調査目的 

本準備調査（その 1）は上記要請に対し、現地調査及び先方政府との協議を通じて、要請背景・内

容・位置付けを確認し、我が国の無償資金協力としての実施の妥当性を判断する。また、概略設計の

ための調査（準備調査（その 2））を実施する際の制約要因や留意点を整理する。 
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1-3 調査団の構成 

No. 氏  名 担  当 所  属 

1 大村 良樹 総括 JICA 国際協力専門員 

2 佐藤 伸幸 給水計画/設計 ㈱建設技研インターナショナル 

3 中之薗 賢治 給水運営維持管理 横浜ウォーター株式会社 

4 土井 弘行 環境社会配慮 株式会社生活工房 do 

5 渡邉 利一 調査企画 JICA 地球環境部水資源第 2 課 

6 森田 俊之 通訳（日本語－フランス語） 財団法人日本国際協力センター 

 

1-4 調査日程 

調査日程表を表 1-1 に示す。 
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1-5 主要面談者 

主要な面談者は下記のとおりである。尚、詳細な面談者リストは添付資料 2 に示す。 

エネルギー鉱山省（MEN: Ministère de l'Energie et des Mines） 

Mr. Hon. Côme MANIRAKIZA 大臣 

Ms. Justine NISUBIRE 次官 

Mr. Tite NIYONZIMA 給水・基礎衛生インフラ総局長 

 

給水給電公社（REGIDESO: Régie de Production et de Distribution d'eau et d'électrcité） 

Dr. Ir. Pascal NDAYISHIMIYE 総裁 

Mr. Login MUYUKU 総務財務部長 

Mr. Montfor NDAGIJIAMANA 営業部長 

Mr. Léonidas SINDAYIGAYA 水道部長 

 

水・環境・国土整備・都市計画省（MEEATU: Ministère de l' Eau, de l' Environnement, de l' Amenagement 

Du Territoire et de l' Urbanisme） 

Mr. Ndorimana EMMANUEL 水・衛生総局長 

Mr. Desire NAHOKAMYE 都市計画局長 

 

ブジュンブラ市 

Ms. Candide KAZATSA コミュニケーション担当顧問 

 

KANYOSHA 郡（Commune） 

Mr. ABHAHAM AOUDOU BAMPOYE 行政事務官 

 

世界銀行 

Mr. Rénovat NIMPAYE 水 ・ 電気 施設 整備 プロ ジ ェク ト （ PMIEE: Projet 

Multisectoriel d'Infrastructure Eau et Electricité）コーディネ

ーター 

 

アフリカ開発銀行 

Ir. Dominique NYANDWI 農村部給水施設改修拡張計画（PREIHMR: Projet de 

Réhabilitation et d'Extension des Infrastructures Hydrualiques 

en Milieu Rural）コーディネーター 

 

GIZ 

Dr. Nicola MARTIN 水部門プログラム 総合的水資源管理戦略計画コンポー

ネント責任者 
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1-6 調査結果概要 

1-6-1 概要結果 

（1） 浄水供給能力と水需要 

REGIDESO のブジュンブラ市における浄水能力は、世銀プロジェクト実施前で 111,500m
3
/日で

あった。同プロジェクト実施後（2013 年 6 月予定）には、浄水能力は、湖浄水場に新たに 2 池の

緩速ろ過池を設置することから、144,500m
3
/日に増加する。世銀は、ブジュンブラ市配水管網改

修拡張調査改訂調査（ETUDE DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DU RESEAU D’EAU 

POTABLE DE LA VILLE DE BUJUMBURA）（以下、世銀 M/P）を実施し 2020 年の送水量を、107,079 

m
3
/日としているが、2013 年にはこれを超える供給量が確保される見込みである。 

（2） 給水施設 

世銀プロジェクトおよび AfDB プロジェクトによって、ブジュンブラ市の配水池容量は

13,800m
3 から 22,500m

3 にまで大きく増加することになる。また、前述のとおり、ポンプ場や緩速

ろ過池を新設することから浄水能力を向上させ、ブジュンブラ市北部および中央部の送水システ

ムが改善される。また、Gihosha Commune（以下、郡）や Kinama 郡などブジュンブラ市北部の配

水管、公共水栓などの整備も実施した。一方、Kanyosha 郡を含む南部への給水事情は、劣悪な状

況と言える。南部へ送水するポンプが昨年より故障していることから、配水池 R10 への送水が行

われていない状況であった。この送水管とは別に、ブジュンブラ市南部へは口径 80mm の管路が

Musaga 郡から Kanyosha 郡を通る主要道路に埋設されている。そのため、Musaga 郡では、主要道

路に埋設された口径 80mm の管路から供給される公共水栓の水を使用している状況であった。こ

の上水管の最南端と位置づけられる Kanyosha 郡の南端にある公共水栓では、距離が長いこと、口

径が小さいことから、末端での給水圧が非常に小さい。水汲みに来ていた住民によると、水タン

クを満タンにするまでに時間がかかりすぎ、多くの人が水汲み場で待つことになっていると言っ

ていた。本プロジェクトが実施されると、世銀や AfDB プロジェクトの恩恵を受けなかった住民

が、安全で安心して飲める水へのアクセス状況が大きく改善されることになると考えられる。 

（3） 実施体制および実施能力 

ブジュンブラ市の水道事業は、エネルギー・鉱山省に所属し水道事業と電気供給事業を行う

REGIDESO（給水・給電公社）によって運営されている。職員数は 1,280 名で水道部は 222 名が

所属している。REGIDESO の経営収支は、2012 年実績で 79 億 FBU の純益であった。水道部事業

関連の収入は、2010 年と 2012 年を比較すると 2.3 倍以上の 150 億 FBU、また、水道部の独自事

業予算は、2010 年と 2012 年を比較すると 2.2 倍以上の 28 億 FBU であった。このように水道分野

の収入が増加し、それと同等に事業を実施し水道施設整備を行っていることがわかる。これら独

自予算で実施する事業は、これまで多くの実績を積んだ日常業務的な内容である。しかし、今後

は無収水削減対策が必要となる。この分野における実施能力は十分ではなく、無償資金協力のソ

フトコンポーネントや技術協力プロジェクトなどによる支援の検討が必要である。 

（4） 世銀、AfDB 

前述のとおり、世銀および AfDB はブジュンブラ市北部の水道整備事業を実施している。両プ

ロジェクトの主な整備内容は下記のとおりである。 
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● 取水ポンプ場 

ポンプの新設（1 機）、ポンプの交換（2 機）、電気盤等の制御盤一式の更新 

 

● 浄水場 

緩速ろ過池（2 池）、配水池（1 箇所）およびポンプ場の新設 

 

● 北部 

配水池（2 箇所）、ポンプ場（1 箇所）、配水管 66km および公共水栓（81 箇所）の新設 

 

工事の開始は、世銀プロジェクトは 2010 年 3 月から、AfDB プロジェクトは、2009 年 6 月から

であった。両プロジェクトともに 2013 年 6 月中には終了する予定である。本件で新設する浄水場

内のポンプ場は、現在、世銀プロジェクト事務所が設置されている。また、本件も世銀プロジェ

クトによって導入される SCADA システムに対応させる必要がある。そのため、本件が開始され

る前には世銀プロジェクトが終了していることが前提となる。 

（5） ORIO 

ORIO はオランダ国外務省が管理する団体であり、紛争後の復興支援などを行っている。2013

年 6 月末よりブジュンブラ市南部における上水道整備事業の詳細設計調査を実施する予定となっ

ている。プロジェクトでは、45,000m
3
/日の浄水を供給するための取水口、導水管、浄水場、ポン

プ場、送水管、配水池、配水管を新設するものである。具体的な施設の建設予定地や計画諸元は、

これから決定される。ORIO プロジェクトのスケジュールは、第 1 期が詳細設計調査（1 年間）、

第 2 期が工事（2 年間）である。第 3 期では、REGIDESO が運転・維持管理を実施し、定期的ま

たは必要に応じて ORIO が REGIDESO に対して運転・維持管理のトレーニング（24 年間）を実

施するものである。「ブ」国オランダ大使館員によると ORIO プロジェクトでは、水道管の整備よ

りは浄水場の建設により優先度を高くしていると言う。本件では、Kanyosha 郡において、送配水

管の新設、配水池の新設などが主な事業である。そのため、お互いが情報を共有することで、事

業の重複を避けることが可能となり、ブルンジ市内の水道整備が実現できるものであると ORIO

側は考えている。ORIO プロジェクトの動向に留意する必要がある。 

（6） 環境面 

本件は、住民の安全な水へのアクセスを容易にし、住民の利便性を高めることを目的としてお

り、基本的には実施による環境社会配慮に関する負の影響は生じないものと考えられる。「ブ」国

の環境法では給水プロジェクトは環境影響評価を必要とするカテゴリーA とされている。但し、

JICA 環境社会配慮ガイドラインに従うと、カテゴリーB で扱うものである。 

1-6-2 現地調査（踏査）結果 

（1） 取水口 

ブジュンブラ市の水道水源の 90％以上は、タンガニーカ湖に面したポンプ場（SP1）から、湖

浄水場に導水されている。ポンプ場はこれまで 5 基設置されていたが、世銀プロジェクトにより、

故障していた 2 機を入替え、また、水需要の増加から１機を新たに加えた。また、制御盤も改修

していた。 
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（2） 湖浄水場 

湖浄水場では、これまで、106,000 m
3
/日の浄水能力であったが、世銀プロジェクトにより緩速

ろ過池を新たに 2 池増設した。現地踏査時に、ろ過砂の掻き取り作業を実施していた。それぞれ

の役割が分担され、一生懸命に作業をしていた。また、世銀プロジェクトでは、湖浄水場内に新

たに配水池（2,000m
3）、ポンプ場、管理棟を建設していた。2013 年 6 月中の完了を目指して工事

を行っていた。管理棟には、SCADA システムを設置しているところであった。本プロジェクト

で新設するポンプ場は、現場事務所が現在設置されているため、本件概略設計が開始される前ま

でに現場事務所を撤去してもらう必要がある。 

（3） 送水管ルート 

本件で設置するポンプ場から Kanyosha 郡の配水池まで送水管が設置される。送水管のルートは、

JICA 無償資金協力「ブジュンブラ市内交通網整備計画」で建設された道路から、「ブ」国南部へ

の主要道路に沿ったものである。工事を実施する際、「ブ」国南部への主要道路で Kanyosha 川を

横断するエリアは比較的、車や人が多く、安全対策への配慮が必要である。また、Kanyosha 川、

Kizingwe 川を横断する際の水管橋建設においても、工事ヤードや両岸からの管路の取出し位置な

どにも十分な配慮が必要である。 

（4） 配水池 

要請書では、配水池は 2 箇所に設置される。低地に設置される 5,000m
3 の配水池は、主要道路

から東側に入ったところである。新たに宅地開発されるエリアであるが、現在土地所有者の一族

内の内紛により係争中であることから、更地のままである。5,000m
3 の配水池の予定地は、Kizingwe

川に近いところである。この Kizingwe 川は護岸されていないため、雨天時の河岸侵食が著しい。

目測で 15～20m 程度の絶壁になっており、その直ぐ脇に配水池を建設することは避けるべきであ

る。また、1,500m
3 の配水池へは、車道が整備されていないため、途中の学校から徒歩で行った。

作業用道路の確保、子供達が興味を持って工事現場に入らないような配慮、こうした安全対策が

重要である。 

（5） Kanyosha 郡の公共水栓 

Kanyosha 郡に設置されているいくつかの公共水栓を視察した。Kanyosha 郡には、25 箇所の公

共水栓が設置されているが、故障が多く 14 箇所しか稼動していない。1 箇所当たり 1,093 人が使

用していると試算される。そのため、水汲みのために多くの人が待っていた。また、片道１時間

以上も歩いて水汲みに来る少女もいた。このような状況を早期に解決する必要がある。 

1-7 団長所感 

（1） 給水能力 

世銀プロジェクトによってブジュンブラ市の給水量は増加することが明らかになった。ただし、

工事は竣工したわけではなく、契約延長の結果、本年 6 月が工期になっているだけのことである。

仮に本邦無償案件が実施された場合、建設される施設は送配水施設が中心になり、世銀による増

強を行った施設から浄水を受けることになる。少なくともその通水時期までには世銀プロジェク

トは竣工し、REGIDESO に引き渡しされていることであろう。次回の事前調査においては、さら

に詳細な将来需要を予測し、浄水処理能力の余裕を確認したい。なお、後述するオランダの協力



 

1-9 

には浄水場建設が含まれているので、無償資金協力によって完成する施設が長期間にわたり合理

的な運転が可能となるよう、配慮したい。 

（2） 工事監理コンサルタントと工事業者の能力 

世銀のサイトでも AfDB プロジェクトのサイトでも、中国の工事業者が受注している。現場を

見る限り、工事業者の能力は高くなく、工事遅れの一因ではないかと想像された。たとえば、管

継手部のボルト閉め忘れや、不十分なナット締めがあちこちで見られたり、ポンプ設置を行って

いる中国人スタッフはヘルメットを着用せず、足元はサンダル履きであった。他の中国人スタッ

フは麦わら帽子で作業していたり、仮設の階段が鉄パイプを組み合わせただけで、足を乗せる踏

み板もないなど、安全管理や効率化の意識に乏しい。 

納入された管材を見ると、異形管（曲管やフランジを付けた短管など）の胴体部分とフランジ

を溶接したのではないかと思える管がいくつもあった。本来は鋳物として胴部分とフランジは一

体成型しなければならないものである。ダクタイル管内面のモルタルにも破損と補修箇所が見ら

れ、製造だけではなく、輸送にも問題があったと推測される。 

このような資材や工事の出来上がりを許容しているコンサルタントの能力にも疑問符が付く。

本無償案件が実施されれば、コンサルタントおよび工事業者として本邦法人が従事することにな

る。REGIDESO 職員はコンサルタントと共同で工事監理にあたることで、案件管理や現場の監理

手法を学ぶことができよう。また、地元工事業者が本邦業者の下請けに入ることで、技術や案件

管理を習得でき、ブルンジのインフラ整備における技術の向上に期待したい。 

（3） オランダとの区分 

市南部において、ORIO プロジェクトと呼称される案件をオランダ政府は考慮中とのことであ

る。残念ながら詳細は把握できていないが、対象区域が重複する可能性がある。しかしながら、

当方は送配水施設に主眼を置き、オランダ側は浄水場と付随する管路を対象とする。主要なコン

ポーネントが異なるため、情報交換を密にすることで、重複を避け、補完的な案件とすることが

十分可能であろう。本年 2 月に事前の交渉があり、6 月から調査が始まる予定である。コンサル

タント団員には引き続きオランダ側に詳細を確認するが、事務所からも情報提供を求めていくこ

とをお願いしたい。 

（4） プロジェクト対象区域 

REGIDESO の考える計画給水区域には、新規開発中の住宅地区が含まれている。現在は全くの

更地であって、若干の道路が未舗装のまま存在している程度である。このような計画区域を本案

件の対象とすることは難しい。一方、計画給水区域の中で、IDP キャンプとされていた区域は狭

い道路で区切られた中に小さな家屋や商店がぎっしりと詰まっており、人口密度が高く、各戸給

水もほとんどなく、住民は少ない共同水栓に依存している。したがって明らかに水需要は大きく、

緊急性も高いと考えられる。次回の準備調査の中で、水需要（多くは共同水栓を利用すると思わ

れる）の把握と将来需要の推計に努め、無償案件にふさわしい規模と給水区域を定めることとす

る。なお、給水区域に関しては REGIDESO と意見を異にすることが想像されるが、無償案件の目

的を理解せしめ、合理的な一致点を見出したい。 
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第2章 要請の背景と問題分析 

2-1 要請の経緯・背景 

「ブ」国では、2009 年に和平プロセスが完了するまで続いた 10 年以上もの内戦の間、首都である

ブジュンブラには戦禍を逃れた国内避難民が大量に流入し人口が爆発的に増加した。また、近年では、

年 3～5％といわれる経済成長を背景にした労働人口の急激な流入により、都市圏はブジュンブラ市

（人口推定：56 万人）の近郊へと拡大傾向にあり、31 万人（2012 年）が住んでいると推定されてい

る近郊部の 6 つの Commune（以下、郡）（Musaga、Kanyosha、Buterere、Kinama、Kamenge、Gihosha）

への社会サービスの提供は喫緊の課題となっている。しかし、市内の社会インフラの多くは内戦によ

って被害を受け、給水施設についても多くの施設が破壊された上、資金不足により維持管理上必要な

施設の更新等が行われていない。 

それでも、ブジュンブラ市の給水率は、内戦前の 1993 年には 70％程度（推定値）から、2012 年に

は、87%程度にまで向上している。ブジュンブラ市の上水道は河川、湖沼、湧水等計 5 つの水源から

成り立っており、およそ 111,500m
3
/日の供給量となる。隣接するタンガニーカ湖を水源とする浄水場

（浄水能力 106,000m
3
/日）が主な供給施設である。しかしながら、近年の人口増加や、給水サービス

が行われていたとしても、ポンプの故障や、配水池や送配水管からの漏水等により、断水や水圧低下

が頻繁に発生している等、十分な量の給水サービスを提供できておらず、直接、河川や湖沼等からの

取水に頼る住民も多い。ブジュンブラ市内における給水事情は、近郊部の 6 郡において、特に劣悪で

あり、急激な人口増加により、需要に対し給水サービスが追いつかない状態にある。 

こうした問題に対応するために、世銀はアフリカ開発銀行と連携してブジュンブラ市近郊 6 郡の給

水人口を二倍にすることを目標に、2009 年に F/S を実施し、浄水場の浄水能力拡張、送排水網の拡

張及び 6 郡における給水網整備を行う計画の策定を支援した。この計画では、浄水場の拡張及び首都

圏北部・東部の Kinama、Kamenge、Buterere 三郡への送配水及び給水は世銀が、また南部の Kanyosha、

Gihosha 郡への送配水及び給水はアフリカ開発銀行がそれぞれ行うこととしていた。世銀の担当部分

については、すでに 2009 年に着工し、2013 年 6 月に完成予定であり、併せて、REGIDESO（給水給

電公社）の能力強化に係る支援も行っている。一方のアフリカ開発銀行担当部分については、Gihosha

郡での給水設備建設は実行中である。しかし、Kanyosha 郡における給水整備は実施されず、AfDB 以

外のドナーによる支援を「ブ」国政府は期待することとなった。そこで、「ブ」国政府は我が国政府

に対し、上述 F/S を基に、Kanyosha 郡における給水網の拡張に向けて、ポンプ場（2 ヶ所）、配水池

（2 池：5,000m
3 及び 1,500m

3）、送水管（11km）、配水管（25km）等の建設等から成る無償資金協力

プロジェクトを要請した。 

2-2 関連する政策および国家計画 

「ブ」国第二期貧困削減戦略ペーパーにおいては、「公共サービスへのアクセスの改善と社会連帯

の強化」が重点課題の一つに位置づけられている。水因性疾病の予防の観点から、安全な水の供給は

同課題の柱の一つとされ、「ブ」国政府は、持続的なサービス提供の実現を図るとしている。また、

同様に「ブ」国水政策 2009 （National Water Policy 2009）においても、同様に安全な水供給を重要課

題として位置づけ、破損箇所の改修、供給エリアの拡大を図るものとしている。 
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2-3 ブジュンブラ市内の給水事情と問題分析 

2-3-1 給水・衛生状況 

ブジュンブラ市は表 2-1に示すように 13郡から成り、2010年から 2012年の間の人口増加率は 3.1%

である。人口が多くかつ人口増加率が高い郡のうち、世銀および AfDB の支援を受けていない南部の

Kanyosha 郡が今回の要請対象地区である。Kanyosha 郡は市内で最大の人口を持ち、人口増加率も最

高水準である。また、本プロジェクトによって埋設される送水管から分水される Musaga 郡も、本プ

ロジェクトによって便益を受ける地区である。 

表 2-1 ブジュンブラ市の人口及び人口密度 

郡 

(Commune) 

面積 

(km2) 

人口 増加率 人口密度(人/km2) 

2010 年 2011 年 2012 年 

2010 年

から

2012 年

の平均 

2010 年 2011 年 2012 年 

Buterere 27.29  30,804 32,098 33,446 4.2 1,129 1,176 1,225 

Buyenzi 1.40  50,247 51,755 53,307 3.0 35,843 36,918 38,026 

Bwiza 1.39  38,849 39,626 40,418 2.0 27,926 28,484 29,054 

Cibitoke 2.52  54,947 57,089 59,316 3.9 21,844 22,696 23,581 

Gihosha  9.94  42,891 44,692 46,569 4.2 4,314 4,495 4,684 

Kamenge 2.75  51,380 52,048 52,725 1.3 18,679 18,921 19,167 

Kanyosha  21.71  64,257 66,955 69,768 4.2 2,960 3,085 3,214 

Kinama  16.76  54,045 56,315 58,680 4.2 3,225 3,360 3,501 

Kinindo  6.15  23,800 24,800 25,841 4.2 3,873 4,036 4,205 

Musaga  8.53  45,502 46,412 47,340 2.0 5,332 5,439 5,548 

Ngagara  8.68  32,705 33,981 35,306 3.9 3,768 3,915 4,068 

Nyakabiga 1.34  21,557 21,902 22,252 1.6 16,053 16,310 16,571 

Rohero  12.36  17,029 16,808 16,590 -1.3 1,377 1,359 1,342 

                 

合計 120.82  528,013 544,480 561,558 3.1 146,324 150,196 154,187 

出典：GIZ 資料に加筆 

 

次に、戸別接続と公共水栓別の給水人口を表 2-2、表 2-3 に示す。戸別接続が優勢な郡と、公共水

栓による給水が優勢な郡があることがわかる。Kanyosha 郡は、2012 年で戸別接続が 46%、公共水栓

によるものが 22%であり、給水率は合わせて 68%である（表 2-4 参照）。また、Musaga 郡は、2012

年で戸別接続が 60%、公共水栓によるものが 6%であり、給水率は合わせて 66%と Kanyosh 郡より給

水整備が遅れている状況である。 
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表 2-2 ブジュンブラ市における戸別接続による給水人口 

郡 

(Commune) 

戸別接続人口 戸別接続率(%) 

2010 年 2011 年 2012 年 2010 年 2011 年 2012 年 

Buterere 4,467 5,290 6,550 15 16 20 

Buyenzi 23,911 24,522 25,035 48 47 47 

Bwiza 34,991 36,079 37,189 90 91 92 

Cibitoke 35,511 38,193 41,880 65 67 71 

Gihosha  26,601 28,595 30,475 62 64 65 

Kamenge 25,925 36,673 45,817 50 70 87 

Kanyosha  25,674 29,077 32,373 40 43 46 

Kinama  13,429 19,578 27,007 25 35 46 

Kinindo  22,864 24,712 25,841 96 100 100 

Musaga  24,164 26,018 28,616 53 56 60 

Ngagara  30,362 31,755 33,695 93 93 95 

Nyakabiga 20,937 21,736 22,252 97 99 100 

Rohero  17,029 16,808 16,590 100 100 100 

              

合計 305,865 339,035 373,321 58 62 66 

出典：GIZ 

表 2-3 ブジュンブラ市における公共水栓使用人口 

郡 

(Commune) 

公共水栓使用人口 公共水栓使用率(%) 

2010 年 2011 年 2012 年 2010 年 2011 年 2012 年 

Buterere 12,043 12,259 26,896 39 38 80 

Buyenzi 10,800 13,500 13,500 21 26 25 

Bwiza 2,700 1,800 1,800 7 5 4 

Cibitoke 18,000 15,300 15,300 33 27 26 

Gihosha  14,400 3,600 3,600 34 8 8 

Kamenge 19,800 15,375 6,907 39 30 13 

Kanyosha  17,100 15,300 15,300 27 23 22 

Kinama  27,900 25,200 31,673 52 45 54 

Kinindo  119 11 0 0 0 0 

Musaga  9,000 2,700 2,700 20 6 6 

Ngagara  0 0 0 0 0 0 

Nyakabiga 620 96 0 3 0 0 

Rohero  0 0 0 0 0 0 

              

合計 132,481 105,141 117,676 25 19 21 

出典：GIZ 
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表 2-4 ブジュンブラ市における水道普及率 

郡 

(Commune) 

給水人口 水道普及率 

2010 年 2011 年 2012 年 2010 年 2011 年 2012 年 

Buterere 16,510 17,548 33,446 54 55 100 

Buyenzi 34,711 38,022 38,535 69 73 72 

Bwiza 37,691 37,879 38,989 97 96 96 

Cibitoke 53,511 53,493 57,180 97 94 96 

Gihosha  41,001 32,195 34,075 96 72 73 

Kamenge 45,725 52,048 52,725 89 100 100 

Kanyosha  42,774 44,377 47,673 67 66 68 

Kinama  41,329 44,778 58,680 76 80 100 

Kinindo  22,983 24,723 25,841 97 100 100 

Musaga  33,164 28,718 31,316 73 62 66 

Ngagara  30,362 31,755 33,695 93 93 95 

Nyakabiga 21,557 21,832 22,252 100 100 100 

Rohero  17,029 16,808 16,590 100 100 100 

              

合計 438,346 444,176 490,996 83 82 87 

出典：GIZ 

 

ブジュンブラ市には KfW の支援により、下水処理場（処理能力 60,000m
3
/日）が建設され、1992

年より運転されている。処理プロセスは、大きな用地を必要とするものの、非常に低コストで運転で

きる安定化池法である。このプロセスは、連続した 3 つの池（嫌気性池、通性池、熟成池）に汚水を

流下させ処理する、非常に簡易的なものである。嫌気性池の主な働きは、有機物の除去である。通性

池では、藻類の増殖を促進させる。藻類は熟成池でさらに増殖し、病原性菌や栄養塩を除去する。藻

類の増殖が活発であるということは光合成も活発になり、熟成池内の pH や DO が高くなる傾向を示

す。しかしながら、ブジュンブラ市中心部のわずかな地区のみが公共下水道へ接続されている状況で、

流入量が設計流入量を大きく下回っている。そのため、実際の負荷量が設計負荷量より少ないために、

最初に流入する嫌気性池において既に、藻類が発生している状況が見られる。つまり、嫌気性池にお

いて、既に通性池や熟成池での生物反応が発生しているものと考えられ、処理水は比較的良好な水質

であると推察できる。公共下水道に接続されていない多くの地域では、排泄物は septic tank などのオ

ンサイト処理によって処理されている。一般の家庭排水は、septic tank にて処理されるものもあるが、

雨水排水路や河川への直接放流も少なくないとされている。また、北部の Carama 郡では、地下水位

が GL-1m 程度と高いことから、ピットや埋設タンクが水没してしまうため、オンサイト処理が機能

せず、衛生面において深刻な状況を引き起こしている。 

調査期間中、ブジュンブラ市北部の Cibitoke 郡でコレラが発生し、保健省の報告では 4 月 16 日時

点で、罹患者が 40 名、死亡者が 1 名であった。WHO や UNICEF によると 5 歳以下の子供の死因の

84%が水道や衛生面の問題による感染症によるものと報告している。従って、給水施設や衛生施設整

備は喫緊の課題として位置づけられるものである。 
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2-3-2 給水施設の現状 

（1） ブジュンブラ市の給水 

図 2-1 にブジュンブラ市の取水源、配水池、ポンプ場、主な送水管網を示す。同図では、世銀

や AfDB プロジェクトによって整備済みまたは整備中の施設を“建設中・建設予定”として表示

した。本件対象の施設、湖浄水場のポンプ場、Kanyosha 郡までの送水管および配水池が 2 箇所、

また、配水池 R Ka Bas に設置されるポンプ場も“建設中・建設予定”として表示した。 

取水源は、湖、河川、湧水で、これらを表 2-5 にまとめた。ブジュンブラ市の 90％以上の水道

原水がタンガニーカ湖から取水されていることがわかる。また、表 2-6 に 1997 年から 2007 年ま

での各種水源からの水供給量を示す。11 年間で送水量が 37%増加していることがわかる。 
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図 2-1 ブジュンブラ市給水施設 
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表 2-5 ブジュンブラ市の取水源 

取水地 水源 送水先 水利権 
最大供給量 

(m3/日) 

平均取水量 (2012 年) 

水量 (m3/日) % 

タンガニーカ湖 湖水 湖浄水場 REGIDESO 
106,000 

(139,000)* 
73,915 91.5 

Ntahangwa 河川 Ntahangwa 浄水場 REGIDESO 3,000 2,896 3.5 

Buhonga 湧水 配水池 R9 REGIDESO 

2,500 

883 1.0 

Misumba 湧水 配水池 R4 REGIDESO 1,354 1.6 

Gatunguru 湧水 
北部（Kamenge, 

Kinama, Cibitoke） 
REGIDESO 1,982 2.3 

  合計  
111,500 

(144,500)* 
81,029 100 

出典：REGIDESO 

注) *世銀プロジェクト完工後 

 

表 2-6 ブジュンブラ市における日平均給水量 

年 
湖浄水場 Ntahangwa 浄水場 湧水 計 

(m³/日) [%] (m³/日) [%] (m³/日) [%] (m³/日) [%] 

1997 57,654 92 3,020 5 1,790 3 62,464 100 

1998 59,322 90 2,995 5 3,541 5 65,858 100 

1999 57,279 89 3,814 6 3,482 5 64,575 100 

2000 61,996 91 2,982 4 3,192 5 68,171 100 

2001 65,536 95 755 1 2,925 4 69,216 100 

2002 62,947 92 3,135 5 2,433 4 68,515 100 

2003 66,752 96 738 1 1,866 3 69,356 100 

2004 71,833 95 2,996 4 1,159 2 75,988 100 

2005 73,047 95 3,038 4 1,082 1 77,167 100 

2006 71,053 94 2,959 4 1,436 2 75,448 100 

2007 79,426 93 3,707 4 2,502 3 85,635 100 

2008 75,690 93 2,691 3 3,280 4 81,662 100 

2009 78,584 93 2,506 3 3,559 4 84,648 100 

2010 78,406 91 3,371 4 3,973 5 85,750 100 

2011 78,650 91 3,330 4 4,076 5 86,055 100 

2012 73,915 91 2,896 4 4,219 5 81,029 100 

出典：REGIDESO、世銀 M/P 

 

Kanyosha 郡の上水道整備は、2008 年に世銀の支援によって実施されたブジュンブラ市の水道施

設整備に関するマスタープラン調査（Mission d'Actualisation de l'Etude de Rehabilitation et 

d'Extension du Reseau d'Eau Potable de la Ville de Bujumbura、以下、世銀 M/P）に基づいて計画され

ている。この調査では、市全体の水需要量と給水量を図 2-2 のように計画している。この調査で

は 2012 年の約 61 万人から毎年約 3.3%の増加率と仮定し、2020 年には、約 79 万人に達すると試

算している（表 2-7 参照）。計画給水量は 2012 年の 96,607m
3
/日から 2020 年の 99,282m

3
/日とあま

り増加していないが、これは現在の無収水率 41％が 26％へと改善されることを前提としている。

しかしながら、表 2-1 に示された GIZ の 2013 年の人口推計値は、世銀 M/P の値を下回っている。

そのため、水需要を想定する際に、将来人口を再度検討する必要がある。また、2009 年には水供

給量が 3 万 m
3 以上増加することが計画されていた。しかし、この計画は遅れており、現在実施中

の世銀プロジェクトが終了する 2013 年 7 月以降に達成する見込みである。ただ、現実的に十分に

供給できる水量は確保されていることがわかる。 
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出典：世銀 M/P 

図 2-2 給水量と需要量 

 

湖浄水場からの送水量を 2012 年、2013 年の実績と世銀 M/P において推定した送水量を表 2-7

に示す。湖浄水場からは、北部（配水池 R2）、中央部（配水池 R1）、南部（配水池 R10）へ送水

されている。南部方面への主な送水先は、配水池 R10 であるが、Kanyosha 郡のタンガニーカ湖沿

い主要道路に埋設された配水管（管径 80mm）も含まれる。送水量の実績データ（表 2-8 参照）

と、世銀 M/P での推計値と比較すると、かなりの乖離がある。この理由は、表 2-1 に示すとおり

人口増加率が小さかったこと、また、送水ポンプの故障などで十分に送水できなかったことが挙

げられる。 

表 2-7 世銀マスタープラン 

 2012 年 2020 年 

人口 611,504 792,240 

水需要 

戸別接続（m3/日） 32,068 43,420 

公共水栓（m3/日） 2,524 3,541 

その他（m3/日） 22,406 26,507 

消費量（m3/日） 56,998 73,468 

漏水量（m3/日） 39,609* 25,813** 

計（m3/日） 96,607 99,282 

日最大給水量 106,267 109,210 

水供給能力 

世銀プロジェクト実施前 111,500 

世銀プロジェクト実施後 144,500 

注) *：41%、**: 26%と仮定 出典：世銀 M/P 
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表 2-8 湖浄水場からの送水量（2012 年 3 月および 2013 年 3 月）および世銀 M/P での想定値 

SP2 からの送水先 
送水量（m3/日） 

日最大送水量（m3/日） 

（世銀 M/P) 

2012 年 3 月 2013 年 3 月 2012 年* 2020 年** 

北部(R2)へ 36,516 36,445 50,897 48,258 

中央部(R1)へ 24,609 17,722 45,641 38,236 

南部(R10)へ 15,207 17,281 18,453 20,585 

計 76,331 71,449 114,991 107,079 

出典：REGIDESO、世銀 M/P 

注) *：漏水率 41%と仮定、**: 漏水率 26%と仮定 

 

配水池は、全部で 11 箇所あり（図 2-1、表 2-9 参照）、全体で 13,800m
3 で給水量に比べてかな

り不足した状態である。また、世銀や AfDB のプロジェクトが完工する 2013 年 6 月末には、全体

の配水池容量が 22,500m
3 にまで増加することになる。 

表 2-9 配水池 

配水池名 

容量 (m3) 

世銀、AfDB 

プロジェクト

実施前 

世銀 

プロジェクト 

AfDB 

プロジェクト 
本プロジェクト 計 

R1 3,100    3,100 

R2 3,700* 4,000 700**  7,700 

R3 1,400    1,400 

R4 700    700 

R5 200    200 

R6 100    100 

R8 800  3,000  3,800 

R9 700    700 

R10 1,600    1,600 

R Mutanga 800    800 

R ecosat   2,400  2,400 

R Ka Bas    5,000 5,000 

R Ka Haut    1,500 1,500 

計 13,100 4,000 5,400 6,500 29,000 

注) *: 機能していない 700m3 の配水池を除く、 **: 既存施設の改修 

 

送配水管の延長は、表 2-10 に示すとおりである。ブルンジ市全体で 671 km の上水管が埋設さ

れている。 

表 2-10 管路の延長 

（単位:m） 

材質 
管径 

<25mm 30-300mm >350mm 不明 総計 

鋼管  3,925   3925 

アスベスト管 365 174,939 6,524  181,828 

鋳鉄管 CIP  19,492   19,492 

ダクタイル管 DIP  24,251 19,862  44,113 

ポリエチレン管 52  229  281 

PVC  410,262   410,262 

不明    11,580 11,580 

総計 417 632,869 26,614 11,580 671,481 

出典：REGIDESO 
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（2） Kanyosha 郡の給水 

本プロジェクトの対象地域は、ブジュンブラ市南部の Kanyosha 郡である。北側には、Kinindo

郡と Musaga 郡が位置し、南側の境界には、Mugere 川が流下している地域である（巻頭図参照）。

現況の人口は約 70,000 人である。郡内は、7 つの Quartier（以下、地区）に分かれている（図 2-3

参照）。本郡の北部に位置する Musama 地区は、1993 年から 2005 年にかけて発生した内乱によっ

て地方からの国内避難民の居住地として指定され、郡全体の 3 割弱の人々が居住している。また、

家々が狭い空間に立ち並び、非常に人口密度が高い状態で生活している。Kanyosha 郡全体の人口

増加は、近年ではブジュンブラ市の中でも最も多くなっている。 

この Kanyosha 郡の給水は、タンガニーカ湖を水源とする浄水場からポンプ送水された配水池

R10 から自然流下によって郡北部が給水されている。郡南部は上述の浄水場からタンガニーカ湖

と並行する主要道路沿いに布設された送・配水管から給水されている。しかし、この地域に埋設

された管の管径が 80mm しかなく、十分な給水量が確保されていない状況である。現状としては、

戸別給水、共同水栓ともに週当たり 2～3 日、1 日当たり数時間の時間制限給水となっている。ま

た、地区内で最寄りに共同水栓も確保されない場合は、近場の湧水（雨期）やタンガニーカ湖の

水を汲んで飲料水としている。乾期になり、湧水が枯れる場合は時間をかけて公共水栓から水汲

みを行わねばならない状況である。小さな女の子へ質問した際、片道 1 時間もかけて共同水栓ま

で水汲みに来ていると回答しており、給水事情の改善は喫緊の課題である。 
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図 2-3 Kanyosha 郡の地区（Quartier）別の人口及び世帯数（2008 年） 

 

Kanyosha 郡の人口（2008 年）及び公共水栓の数を表 2-11 に示す。この時点では稼働率は平均

して 56%と低く、公共水栓の維持管理および活用の現況について、更に調査が必要と考えられる。 
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表 2-11 Kanyosha 郡の人口（2008 年）及び公共水栓 

地区名（Quartier） 配水区 人口 世帯数 
公共水栓 

総数 稼働中 稼働率（%) 

Gisyo Kanyosha 5,413 1,270 3 3 100 

Kajiji Kanyosha 8,972 1,983 4 4 100 

Kizingwe-Bihara Ruziba 4,448 920 2 1 50 

Musama Kanyosha 19,559 3,627 6 3 50 

Busoro-Nkenga Kanyosha 7,205 1,453 2 0 0 

Nyabugete Ruziba 4,179 840 5 1 20 

Ruziba Ruziba 7,227 1,491 3 2 67  

       

 合計 57,003 11,584 25 14 56 

出典：Kanyosha 郡役場 

 

公共水栓に関して、REGIDESO では、郊外の主要道路では、500m に 1 箇所、また、それ以外

のところでは、700～800 人程度に 1 つ設置することとしている。但し、厳密にこのルールが守ら

れているわけではない。Kanyosha 郡では、25 箇所に公共水栓が設置されている。表 2-3 より、

2012 年度における公共水栓利用者は、15,300 人である。そのため、612 人に 1 箇所の割合となっ

ている。但し、稼動している公共水栓は 14 箇所であるため、実質 1,093 人に 1 箇所の公共水栓で

ある。計画より多くの人が 1 箇所の公共水栓を利用していることから、公共水栓の前で多くの人

が順番待ちをしている状況が見られた。 

Kanyosha 郡の上水道整備は、世銀 M/P に基づいて計画されている。この調査では、計画年次を

2020 年に設定し、Kanyosha 郡の配水池や配水管を図 2-4 に示すような計画を提案している。計

画された配水池の容量は、R Ka-B が 2,500m
3、R Ka-H が 500m

3 であった。また、管路の延長は表 

2-12 に示すとおりで、全体で管路延長 31 km の整備が提案された。この調査では、水使用量を戸

別接続では 80 L/人/日、公共水栓では 15 L/人/日を用いた。 
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出典：ブジュンブラ市給水網改修拡張調査（2008 年） 

図 2-4 Kanyosha 郡水道拡張計画（2008 年） 

 

表 2-12 配水管延長 

口径(mm) 延長(m) 

150 15,444 

200 5,099 

250 4,883 

300 3,277 

400 1,569 

500 1,160 

計 31,433 

出典：ブジュンブラ市給水網改修拡張調査（2008 年） 

 

このマスタープラン調査をもとに、AfDB は Kanyosha 郡の水道整備に関する詳細予備設計調査

（Projet de Réhabilitation et d'Extension des Infrastrucrures Hydrauliques en Milieu Rural, Travaux pour 

l’alimentation en eau potable dans les quartiers périphériques de Bujumbura – Lot Kanyosha）を実施した。

この調査では、水需要量を表 2-13 のとおり算出した。計画年次は 2030 年に設定され、配水池の

容量は、R Ka-B が 5,000m
3、R Ka-H が 1,500m

3 に拡張された。また、管路に関しては、世銀のマ

スタープランとほぼ同様のルートで計画され、１次配水管の延長は、約 8km（表 2-14 参照）と
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提案された。水使用量は、戸別接続では 120 L/人/日、公共水栓では 10 L/人/日が用いられている。

原単位が世銀 M/P に比べ戸別接続で増加し、公共水栓で減少した計画であった。 

表 2-13 Kanyosha 郡水道整備の水需要（AfDB 調査より） 

項目 単位

郡

配水区 Kanyosha高区 Ruziba高区 Kanyosha低区 Ruziba低区

カテゴリー III III III III

使用量(戸別接続) L/人/日 120 120 120 120

使用量(公共水栓) L/人/日 10 10 10 10

対象面積 ha 170 302 510 1,209

目標年度: 2008

人口 人 6,246 3,179 18,739 12,715

家庭接続消費量 m
3
/日 233 0 700 0

共同水栓消費量 m
3
/日 47 0 141 0

その他の消費量 m
3
/日 13 0 39 0

293 0 880 0

目標年度: 2020

人口 人 12,555 11,469 37,666 45,874

家庭接続消費量 m
3
/日 970 619 2,911 2,477

共同水栓消費量 m
3
/日 69 34 208 138

その他の消費量 m
3
/日 26 0 79 0

1,066 654 3,197 2,615

漏水等技術的損失 %

目標年度: 2030

人口 人 15,305 16,177 45,915 64,710

家庭接続消費量 m
3
/日 1,431 1,238 4,292 4,950

共同水栓消費量 m
3
/日 79 69 236 275

その他の消費量 m
3
/日 32 0 96 0

1,541 1,306 4,624 5,225

漏水等技術的損失 %

人口、水量等

Kanyosha

合計消費量 m
3
/日 293 880

1,173

合計消費量 m
3
/日 1,720 5,812

7,532

26

水需要 m
3
/日

2,324 7,854

10,178

合計消費量 m
3
/日 2,847 9,849

12,696

25

水需要 m
3
/日

3,796 13,132

16,928  
出典：農村地帯における水利基盤施設の改修・拡張プロジェクト（2009 年） 

 

以上の計画で、問題となるのは以下の 2 点であり、概略設計調査の中で、検討される必要があ

る。 

1)  世銀プロジェクトでは 2020 年までを水需要と供給で合わせて検討し、既存浄水場の拡張を行

っている。一方、AfDB の計画では需要に関して、2030 年を計画年としているが、浄水能力

の増大に関する計画はしていない。 

原単位として AfDB の公共水栓は 10 L/人/日が用いられている。一般的な村落給水の原単位
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に比べても小さく、現実的な値を検討する必要がある。 

2)  要請書の中では Ruziba 地区への配水管が入っていない。 

配水池 R Ka Haut から Busoro-Nikenga や Kajiji への配水が含まれている。その場合、Kazingwe

川を横断することになる。Kazingwe 川は、河岸侵食が著しく、河岸は絶壁のような状況であ

る。ただ、上流では、流量が少なくなることから、侵食は小さくなる。しかし、どの場所ま

で行けば、横断しやすいかまでは確認することはできなかった。Busoro-Nikenga や Kajiji へ

の配水には十分に留意する必要がある。 

 

表 2-14 一次配水管の延長 

管径(mm) 材質 長さ（m） 

350 ダクタイル鋳鉄 50 

250 PVC 1,704 

200 PVC 528 

160 PVC 2,286 

140 PVC 1,241 

125 PVC 1,073 

110 PVC 612 

90 PVC 620 

計 8,114 

 

我が国に要請された主要施設は上記 AfDB の詳細予備設計調査に基づいたものであり、表 2-15

のとおりである。 

表 2-15 要請された主な施設 

 目標年次 仕様 

ポンプ場（於：浄水場） 2020 年 Q=288 L/s、H=121.2 m 

ポンプ場（於：Kanyosha） 2020 年 Q=29.6 L/s、H=99.2 m 

配水池 2030 年 5,000 m3 

配水池 2030 年 1,500 m3 

送水管 2030 年 φ600、L=4.89 km 

送水管 2030 年 φ450、L=4.21 km 

送水管 2030 年 φ250、L=1.9 km 

配水管 2030 年 φ90-250、L=9.0 km 

給水管（水道メーター付） 2030 年 φ90 以下、L=16 km 

 

ただし、ここで要請されている送水ポンプには、現在、配水池 R10 へ送水されている流量も含

まれている。現在、配水池 R10 への送水用に使用されているポンプは湖浄水場の SP2c に設置さ

れているが、老朽化により使用が困難な状況である。REGIDESO では南部方面への送水を一元化

するため、本プロジェクトでこの送水ポンプも含めることとしている。この場合、プロジェクト

の対象地区としては Kanyusya 郡に加えて、Musaga 郡も含まれる事となる。 

2008 年に実施した世銀 M/P では、2020 年の Kanyosha 郡の計画給水量を表 2-16 のとおり推計

した。 
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表 2-16 2020 年における Kanyosha 郡の計画給水量 

 単位 水量 

郡  Kanyosha 

配水区  Kanyosha Ruziba 

カテゴリー  II II 

消費量カテゴリー（戸別接続） L/人/日 80 80 

消費量カテゴリー（公共水栓） L/人/日 15 15 

対象面積 ha 680 1,291 

水消費量 m3/日 3,046 2,426 

漏水等技術損失 % 26 

計画給水量 m3/日 
3,838 3,057 

6,895 

出典： 世銀 M/P 

 

REGIDESO の計画基準に基づき、2008 年に実施された世銀のマスタープランでは、都市部の戸

別給水を生活水準別にカテゴリー（4 段階：Ⅰ～Ⅳ）で分け、原単位を 60～180 L/人/日としてい

る。本対象地区にはカテゴリーII の 80 L/人/日を用いている。共同水栓は 15 L/人/日である。 

他方、2009 年に実施された AfDB の詳細予備調査では、本対象地区には、カテゴリーIII として

戸別接続の世帯の水消費量を 120 L/人/日としている。また、共同水栓は、10 L/人/日である。世

銀プロジェクトでパイロット地区を選定し漏水調査を実施した。当初 45%だった漏水率は、2012

年には 36%まで削減されたと報告されている。これはブジュンブラ市北部の一部エリアを対象と

した調査であった。市内全域がほぼ同じ状況であると仮定すると、現在のブジュンブラ市の漏水

率は、36～45%の間であると仮定される。この条件で表 2-2 と表 2-3 で示されている戸別接続人

口および共同水栓人口を用い、さらに共同水栓での水使用量を 10 L/人/日と仮定すると、戸別接

続での水使用量は、116～136 L/人/日と試算される。仮に、共同水栓での水使用量を 15 L/人/日で

試算しても 1～2 L/人/日程度しか変わらない。つまり、Kanyosha 郡の AfDB の調査で仮定した 120 

L/人/日は適切な数値と考える。 

尚、REGIDESO の漏水への取り組みは、発生主義的に対応しており、日常業務での予防的な漏

水削減活動は実施されていない。 

（3） 給水地区と配水池 

現在、Kanyosha 地区の給水対象には宅地造成地区が含まれている。これらの宅地造成地は北部

及び中部の過密状態を緩和するために国によって計画・実施されたものである。 

5,000m
3 の配水池はこのうちの Kizingwe 土地開発地区に建設予定であり（図 2-5 参照）、土地所

有者は民間人である。現在、605 区画が売り出され、既にその内の 20%相当の 120 区画が売却済

みである。しかしながら、土地所有者一族の内紛により、現在係争中である。裁判所は、この一

族の内紛が解決するまで家屋の建設を禁止している。政府としても土地所有者の内紛の解決に対

して力を入れており、2013 年 7 月までに解決することとしている。REGIDESO は区画整備区域の

北西部の 2 区画を購入し、配水池（容量 5,000m
3）の予定地としている。内紛が収まり次第、

REGIDESO は土地代を支払い、配水池の建設を開始することを計画している。係争中ではあるが、

各区画への給水管は既に埋設済みである。送配水管の埋設は、REGIDESO 側で実施することで既

に調整済みである。但し、REGIDESO が購入を予定している場所はすぐ脇に Kizingwe 川が流れ
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ている。護岸がされていないことから、雨天時には流量が増加し、河岸侵食が著しい。目測で高

さ 15～20m 程度の絶壁の状態であり、その直ぐ脇に配水池を建設することは、避けるべきと考え

られる。REGIDESO 側もこの状況を理解し、配水池の場所をできるだけ河川から離すことを検討

することになった。 

 

図 2-5 Kizingwe 地区土地開発 

2-3-3 実施体制 

（1） 組織・予算 

エネルギー・鉱山省 

「ブ」国の水道事業は、エネルギー・鉱山省が管轄している。ブジュンブラ市や比較的大きな

20 の地方都市は REGIDESO、それ以外の地域は給水・基礎衛生インフラ総局と村落給水庁が担当

する。給水・基礎衛生インフラ総局はドナーの窓口となり、プロジェクト全般の管理を担当する。

一方、村落給水庁は、技術的な業務に従事する。図 2-6 にエネルギー・鉱山省の組織図を示す。 
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REGIDESO 

REGIDESO は都市部の水道事業と電力供給事業を行う独立採算の公社で、1962 年に設立された。

組織図を図 2-7 に示す。図 2-7 に示された数字は職員の数であるが、それ以外に PMIEE プロジ

ェクトへの出向職員 15 名、総裁事務職員 7 名、その他職員 2 名がおり、全職員数は、1280 名で

ある。 

ブジュンブラ市の水道事業は REGIDESO によって運営されており、新興開拓地、周辺地、地下

水を使用している一部民間企業を除く全市のユーザーに水を供給している。また、ブジュンブラ

市の他に表 2-17 に示す 20 の地方都市における水道事業も REGIDESO が担当する。 

ブジュンブラ市の水道事業は REGIDESO の中で水道部が担当している。水道部は施設課、浄水

課、運営課、保守課によって構成されている。施設課は、主に新規工事の実施・監督業務を担当

する。業務内容は、水道管工事、ポンプ場建設設置、配水池建設、浄水場建設である。工事は、

民間企業によって実施される。浄水課は、主に湧水を含めた取水源の管理、浄水場及びポンプ場

の運転管理、水質検査などを担当する。運営課は、主に顧客対応、給水管設置、小規模水道施設

拡張整備、漏水修理を担当する。保守課は、主に湧水源の整備、ポンプ場における電機・機械設

備を含めた保守、水道管の保守を担当する。 

表 2-17 REGIDESO 管轄の地方都市リスト 

Region North Region East Region South Region West 

Bgori  Gitega Makamba Cibitoke 

Kayanza Rutawa Nyanza-Loi Nwaro 

Muyinga Ruyigi Buwai Jenda 

Kirundo Cankun Rumonge Bubanza 

Karus  Mabanda Muramuya 

   Muzinda/Gatunba 
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予算 

表 2-18 に示す通り、予測経営収支は、5,214.6 百万 FBU の純益が見込まれている。但し、2012

年度の実績に比べ、2013 年度予測は、2,716.9 百万 FBU の大幅減となっている。この主な理由は、

独立系発電業者の、10MW 火力発電所から電力を購入することが見積もられているためである。 

表 2-18 経営収支： 2012 年実績および 2013 年予測（FBU） 

勘定 No 項目 2012 年予測 2012 年実績 率（%） 2013 予測 

70 商品販売      

60 販売ストック経費      

 粗マージン      

71 販売生産高 38,652,150,858 43,239,200,289 111.9% 45,401,160,304 

72 ストック生産高       

73 自社実施工事 2,935,968,876 2,689,663,371 91.7% 2,824,146,539 

61 消費済み機材・備品 -18,223,190,078 -18,651,965,608 102.4% -23,521,752,724 

62 消費済み輸送 -80,000,000 -63,484,376 79.4% -120,000,000 

63 その他消費済みサービス -1,928,821,416 -1,530,511,074 79.4% -2,171,936,000  

 付加価値 21,356,108,240 25,682,902,602 120.3% 22,411,618,119 

74 その他の収益・利潤 3,466,611,524 4,332,140,190 125% 5,241,889,630 

 設備助成金上の割合        

76 運営助成金        

77 財務収益 

          

292,577,712 314,203,632 107.4% 420,000,000 

78 償却・引当金上の割合       

64 その他の経費・損失 -684,400,000 -366,387,409 53.6% -901,900,000 

65 人件費 -9,356,157,876 -8,494,893,954 90.8% -9,649,183,792 

66 租税・諸税 -2,500,000,000 -2,265,595,751 90.7% -2,500,000,000 

67 財務経費                                          

68 償却・引当金への充当 -7,000,000,000 -7,000,000,008 100% -7 000 000 000 

 経営収支 5,574,739,600 12,202,369,302 218.9% 8,022,423,957 

 経営外収支       

 税引き前純収支 5,574,739,600 12,202,369,302 218.9% 8,022,423,957 

 収支に対する租税 -1,951,158,860 -4,270,829,256 218.9% -2,807,848,385 

 純差引 3,623,580,740 

    

7,931,540,046 218.9% 

    

5,214,575,572 

 

表 2-18 は電気・水道を合わせた経営収支である。REGIDESO 提供の資料を基に、2010 年～2012

年の収入内訳を示すと表 2-19 の通りである。この収入内訳は各年の 9 月また 10 月末に推定した

数値である。REGIDESO の主な収入源は、電気及び水道料金または、電気および水道に関わる工

事による収入である。 



 

2-22 

表 2-19 REGIDESO における収入：2010-2012 年 

(単位：FBU) 

 2010 年 2011 年 2012 年 

販売生産高・自社実施工事(電気)(予測値) 20,514,460,467 21,864,762,512 30,883,272,952 

販売生産高・自社実施工事(水道)(予測値) 6,299,776,947 7,100,061,093 15,045,590,708 

小計(予測値)*(a) 26,814,237,414 28,964,823,605 45,928,863,660 

その他の収益・利潤 4,458,266,940 5,176,027,006 4,332,140,190 

財務収益 279,153,531 246,258,000 314,203,632 

小計(b) 4,737,420,471 5,422,285,006 4,646,343,822 

合計(a)+(b) 31,551,657,885 34,387,108,611 50,575,207,482 

*年末までの実績を推定した月日 2010 年 9 月 30 日 2011 年 9 月 30 日 2012 年 10 月 31 日 

出典: REGIDESO 

 

事業予算に関して、REGIDESO の事業予算全体を電気・水道を分離して把握することはできな

かった。しかし、以下の項目についての実態を把握することができた。 

表 2-20 ドナー実施事業予算と REGIDESO の負担金 

(単位：FBU) 

 2010 年 2011 年 2012 年 

ドナー実施事業予算 27,698,500,000 28,406,302,753 10,908,135,772 

ドナー実施事業 REGIDESO 負担金(c) 540,203,800 62,000,000 237,640,407 

合計 28,238,703,800 28,468,302,753 11,145,776,179 

出典: REGIDESO 

表 2-21 REGIDESO 水道部の独自事業予算 

(単位：FBU) 

 2010 年 2011 年 2012 年 

施設課 1,071,780,989 2,778,921,810 1,992,766,354 

浄水課 52,000,000 106,000,000 170,000,000 

運営課 83,410,742 184,530,000 194,031,250 

保守課 47,000,000 238,018,930 469,254,271 

合計(d) 1,254,191,731 3,307,470,740 2,826,051,875 

出典: REGIDESO 

 

表 2-22 電気部・水道部共通の特別プロジェクト予算 

(単位：FBU) 

 2010 年 2011 年 2012 年 

特別プロジェクト(e) 1,064,000,000 1,710,000,000 2,051,770,981 

出典: REGIDESO 
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表 2-23 電気部・水道部戸別接続作業費予算 

(単位：FBU) 

 2010 年 2011 年 2012 年 

戸別接続作業費 (電気) N/D 1,738,540,828 3,459,540,000 

戸別接続作業費 (水道) N/D 1,523,575,842 2,458,000,000 

合計(f) N/D 3,262,116,670 5,917,540,000 
出典: REGIDESO 

＊N/D：No Data 

 

表 2-20～表 2-23 の(c)～（f)を合計すると、REGIDESO の事業予算の一部を把握することが可

能である。しかしながら、(c)については REGIDESO の負担金が独自事業予算と考えられる。そ

のため、独自事業予算の一部を把握しようとした場合、ドナー実施事業予算を除いたものを合計

することが、より実態に近いものとなる。これらをまとめると、表 2-24 のようになる。 

表 2-24 REGIDESO 独自予算の一部合計 

(単位：Fbu) 

 2010 年 2011 年 2012 年 

REGIDESO 独自予算の一部 ((c)～(f)の合計) 2,858,395,531 8,341,587,410 11,033,003,263 

出典: REGIDESO 

 

（2） 運営・維持管理 

上水道施設の運営・維持管理は、水道部の浄水課、運営課、保守課によって実施されており、

その担当は上述のとおりである。 

ブジュンブラ市給水量のほとんどはタンガニーカ湖から取水した原水を湖浄水場に設置されて

いる緩速ろ過池によってろ過処理され、塩素消毒されたものである。運転は浄水場運転管理室に

よって実施される。原水水質が良好なため、ろ過砂の掻き取りは 2～3 か月に 1 度となる。送水ポ

ンプ場は浄水場内にあり、同じ浄水場運転管理室によってブジュンブラ市の北部（配水池 R2）、

中央部（配水池 R1）、南部（配水池 R10）の配水池に送水されている。各地点からの送水量はも

ともと流量計が設置され、浄水場内にある管理棟でモニターが可能であった。しかし、流量計が

故障し、その更新が行われていないため、一部を流量測定結果、一部を推定で管理している状況

である。 

表 2-25 に、各ポンプ場の消費電力量を示す。浄水場内のポンプ設備（SP2）が主要な配水池に

送水していることから、最も多くの電力を消費していることがわかる。 

表 2-25 ポンプ場の消費電力量（2012 年） 

ポンプ場 消費電力量(kWh/年) 

SP1（取水ポンプ） 2,706,524 

SP2（浄水場送水ポンプ） 4,466,798 

SP3（R8 へ送水） 631,539 

SP4 （R3 へ送水） 1,663,931 

SP6 （R6 へ送水） 398,797 

GATUMBA（北部へ送水） 229,513 

計 10,097,102 

出典：REGIDESO 
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 1） 新規接続 

新規接続は、運営課の給水室で実施されている。REGIDESO による 2012 年の新規戸別接続は

表 2-26 に示すとおりであり、郡別では Kanyosha 郡の 289 戸が最大となっている。また、戸別接

続された全ての顧客にメーターが設置されている。毎年平均 4.51%で増加し、2012 年の設置数は

ブジュンブラ市で約 4 万件に達している（表 2-27 参照）。 

表 2-26 戸別接続の状況（2012 年） 

郡 新規戸別接続数 

Buterere 59 

Buyenzi 7 

Bwiza 4 

Cibitoke 96 

Gihosha  103 

Kamenge 197 

Kanyosha  289 

Kinama  273 

Kinindo  147 

Musaga  113 

Ngagara  59 

Nyakabiga 10 

Rohero  40 

合計 1,397 

 

表 2-27 メーター設置数 

年 メーター設置数 前年比増加率(%) 

2008 29,374 - 

2009 32,714 11 

2010 34,379 5 

2011 38,913 13 

2012 40,668 5 

年平均増加率* 4.5 

出典：REGIDESO 

注）2008 年から 2012 年まで増加量を 2008 年を基準とし算出 

 

 2） 送配水システム 

ブジュンブラ市の配水システムは基本的にタンガニーカ湖の水源地・浄水場から中標高地、高

標高地にある配水池に送水し、自然流下により配水するシステムである。ただし、配水のブロッ

ク化は行われていない。適正な配水管理と無収水対策を行う上でもブロック化は重要であり、世

銀の支援により４郡を District Metered Area（DMA）地区のパイロットプロジェクトとして選定し、

給水管理と無収水対策を行っている（2013 年 6 月終了予定）。今後、REGIDESO では、ブジュン

ブラ市を 33 個所の DMA にブロック化して給水を行う計画である。しかし、DMA の区割り、メ

ーター設置は行われていない状況である。 

 3） SCADA システム 

現在実施中の世銀プロジェクトでは、SP2 の浄水場に管理棟を建設し、取水・浄水処理・各配
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水池までのデータを新たに導入した SCADA システムによって管理する計画である。データは無

線で送信するシステムである。本件においても、SCADA システムによって管理されることにな

るため、設計時には新規導入される SCADA システムを十分に考慮する必要がある。 

 4） 送配水システムのデータ管理 

REGIDESO の送配水システムのデジタル化は準備中の段階であり、GIS 部門の職員は現在 2 名

で、世銀によって 1 週間の研修を受けた後、データ入力を実施している。現時点では 2000 年まで

のデータが入力され、引き続き入力作業を行っている状況であるが、職員数が限られており、ま

た、研修も短期間であったため実際に業務で利用できるまでは期間が必要である。 

 5） 無収水削減対策 

REGIDESO の無収水削減は、2011 年の世銀による支援で開始された。2011 年に漏水探査用の

機材が調達されるとともに、市内に 4 ブロックのパイロット地区を選定しキャパシティデベロプ

メントを兼ねた漏水調査が実施されている。その結果、全体で 331 か所の漏水が発見されたが、

REGIDESO による漏水修理班は 1 班しかなく、現在でも 50％しか修理されていない状況である。

パイロット地区での無収水率は、2010 年が 49％、2011 年が 39%、2013 年が 36%と報告されてい

る。 

世銀による研修は、機器の取扱方法や漏水調査方法について 1 週間実施された。現在の担当者

は、フランスの大学卒で NRW のマスターを取得しているが、人材育成計画、新規漏水調査機器

の扱い方、漏水調査計画、老朽管更新計画、GIS への反映、DMA の形成等への技術支援を日本政

府に期待している。このような支援を受けつつ、REGIDESO 自身も独自に漏水修理を行っている。

図 2-8 に示すとおり 2012 年には 1,709 箇所が修理された。但し、発生主義的維持管理を実施して

いることから、地上に漏水が確認された箇所の修復を行っているのみである。今後は、漏水調査

を実施し計画的に漏水削減対策を実施する必要がある。 

2012年における漏水修理箇所数
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出典：REGIDESO 

図 2-8 2012 年における漏水修理箇所数 

 

（3） 料金徴収 

 1） 水道料金 

水道料金は水道事業実施機関である REGIDESO には決定権がなく、閣議で承認される。表 2-28

に現在の水道料金を示す。2011 年 9 月から 2012 年 3 月にかけて大きく料金が上がった。特に一

般家庭において 2 ヶ月の間に 41 m
3 以上使用した場合の基本料金は約 2 倍に上がった。また、2
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ヶ月の使用量が 0～20m
3 の契約者に対しても 5 割の値上げであった。戸別接続料は、配水管との

距離によって異なり表 2-29 に示すとおりである。 

表 2-28 水道料金 

顧客 使用量 区分 単位 
2011 年 9 月 1 日 

料金改定以降 

2012 年 3 月 1 日 

料金改定以降 

2012 年 6 月 1 日 

料金改定以降 

一般家庭 

0～20 m3/ 

2 ヶ月 

基本料 FBU 0 0 0 

使用料 FBU/m3 201 315 315 

21～40 m3/ 

2 ヶ月 

基本料 FBU 0 0 0 

使用料 FBU/m3 398 613 613 

41 m3/2ヶ月

以上 

基本料 FBU 3,710 7,274 7,274 

使用料 FBU/m3 549 802 802 

商業・工業 - 
基本料 FBU 13,389 26,581 26,581 

使用料 FBU/m3 491 609 609 

公共水栓 - 
基本料 FBU 0 0 0 

使用料 FBU/m3 315 315 315 

行政 - 
基本料 FBU 0 0 0 

使用料 FBU/m3 511 613 613 

出典：REGIDESO 

表 2-29 接続料金 

配水管との距離 接続料 

6m 以下 202,108 FBU 

6m 以上 202,108 FBU + 4,000 FBU/m 

出典：REGIDESO 

 

 2） 料金徴収システム 

一般家庭の場合、水道部請求課が、2 ヶ月に 1 回検針を行い、水道料金請求書を作成・送付し

て水道料金の徴収を行っている。大口需要企業等は、毎月検針を行って、請求書を作成・送付し

ている。水道料金の支払いは、REGIDESO の支払い窓口または、銀行にて指定口座への振込みに

よって行われる。 

現在、一般家庭においての徴収率は 73％であるが、政府・市町村の機関はほぼ 0 である。

REGIDESO は水道料金の徴収率を向上させるための PR 活動や、メーター交換時にプリペイド方

式水道メーターの設置を検討している。尚、ブジュンブラ市の水道メーター設置数は前述した表 

2-27 を参照されたい。 

 3） 会計業務 

REGIDESO は水道と電気業務を行っており、会計も同一であり、それぞれの収支が不明瞭であ

る。本調査では水道部門単独の収支を入手することはできなかったため、準備調査の段階で収支

の現状を検討する必要がある。財務諸表は、前述した表 2-28 を参照されたい。 
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2-3-4 水源および自然条件 

（1） 自然条件 

ブジュンブラ市はアフリカでは二番目、世界で

は五番目に大きな湖であるタンガニーカ湖に面し

た都市である。「ブ」国は中央アフリカ高地に位置

し、平均高度は 1,700m であるが、ブシュンブラ市

の平均高度は 820m で、国内では低地にある。図

に「ブ」国付近の地形図を示す。アフリカではエ

チオピアを縦断する大地溝帯グレートリフトバレ

ーが有名であるが、ルワンダからブルンジを経て

タンガニーカ湖に至る地域は西リフトバレーと呼

ばれ、山脈に挟まれた凹地が線上に存在する特異

な地形を示している（図 2-9 参照）。「ブ」国では、

タンタルが世界生産量の 2%を占める以外は、特に

有望な鉱物資源はなく、商業量の原油及び天然ガ

スは発見されていない。 

気候は雨季と乾季を持つ熱帯性気候で、年間を

通じて日照に恵まれ、年間平均気温は 23℃、最も暑い時期の最高気温が 30℃前後である。 

図 2-10 に年間の気温、図 2-11 に降水量を示す。 
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ブジュンブラ市の降水量
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図 2-10 ブシュンブラ市の気温 図 2-11 ブシュンブラ市の降水量 

 

（2） 水源 

ブシュンブラ市における水道事業の原水の 90%以上は、タンガニーカ湖からの取水によるもの

で、あとは河川水と湧水による。取水源の位置および取水量は前述の図 2-1、表 2-5、表 2-6 を

参照されたい。 

ブシュンブラ市の水供給の最大の水源であるタンガニーカ湖の概要を表 2-30 に示す。タンガ

ニーカ湖は地溝帯湖で、アフリカではビクトリア湖に次ぐ大きさを持ち、最大水深は 1,470m と、

アフリカでは一番深く、世界では 2 番目に深い湖である。タンザニア、ザンビア、コンゴ民主共

 

図 2-9 ブルンジ国地形図 

ブルンジ 

ルワンダ 
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和国、ブルンジに囲まれ、この 4 か国が集水域でもある。流入量や流出量に比べ貯水量が大きい

ため、湖水の滞留時間は約 1000 年と非常に長い。タンガニーカ湖での取水口は沖合い 3.5km に位

置し、湖底から 50m 上がったところで取水している。通常、水面から取水口までの水深は 23～25m

程度である。過去 15 年間で最も水深が小さくなった年が、1999 年、2007 年、2009 年であり、水

面から取水口までの水深が 21m にまで下がった。しかし、水量、水質ともに全く問題なかった。 

プレートの動きでできた湖のため地震が多く、2005 年 12 月 5 日には M6.8 の地震が記録されて

いる。湖には、多様な生物が生息しているだけでなく、魚類の約 80%、貝類の約 90%が固有種で

あるといった特徴がある。これらの湖の魚は周辺地域住民の主要なタンパク源でもある。 

表 2-30 タンガニーカ湖の概要 

面積 
  32,900 km2 

周囲長 
  1,900 km 

最大水深 1,470 m 

平均水深 572 m 

貯水量 
  17,800 km3 

水面の標高 
  773 m 

成因 構造湖 

淡水・汽水 淡水 

透明度 5 - 19 m 

集水域 231,000 km2 

主要流入河川 ルジジ川、マラガラシ川、

カランボ川 

流出河川 ルクガ川 

 

図 2-12 にタンガニーカ湖の集水域を示す。もっとも大きな集水域はタンザニア国にある。沿

岸 4 か国は、2003 年に「タンガニーカ湖持続可能なマネジメント協定（Convention on Sustainable 

Management of Lake Tanganyika）」を締結し、Lake Tanganyika Authority（LTA）を設立した。LTA

はタンガニーカ湖の持続可能な開発と環境保全を目的とし、国連組織やドナーをパートナーとし

て活動を続けている。 
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出典：LTA ウエブサイト 

図 2-12 タンガニーカ湖集水域 

 

（3） 水質 

水質検査は、曜日ごとに立案された採水計画に従い、実施されている（表 2-31 参照）。採水箇

所は、取水源、浄水場、配水池、蛇口、公共水栓で、全ての主要な施設で実施されている。取水

源および浄水場では毎日、配水池では、週 1 回の頻度で検査されている。給水栓での検査は、各

地区の任意の給水栓を選定し実施されている。課題としては、試薬は全て輸入品であるため、必

要な時に必要なだけ入手することが困難である。そのため、試薬の在庫がなくなり、必要な検査

ができないといった状況が発生している。 

表 2-32 は、REGIDESO で入手した、水質記録簿である。項目として記載されている、水温、

pH、電気伝導度、濁度、残留塩素は、浄水場にて毎日測定する項目とのことであった。次に、ブ

ジュンブラ市での水質検査結果概要をまとめた結果を表 2-33 に示す。微生物検査と物理化学検

査のどちらもほぼ 100%の検体が水質基準を満足しているという結果である。 
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表 2-32 水質記録簿 

 
出典： REGIDESO 

 

表 2-33 2011 年ブジュンブラ市水質検査結果概要 

年 

微生物検査 物理化学検査 

サンプル数 基準を満た 
した割合 (%) 

サンプル数 基準を満た 
した割合 (%) 実績 計画 実績 計画 

2008 5,081 2832 99 5,081 2,832 100 

2010 5,329 2,832 97 5,329 2,832 100 

2011 3881 2448 99 5465 4200 99 

出典： REGIDESO 

2011 年と 2012 年における取水源の水質検査結果を表 2-34 に示す。表には各年の最小値、最大

値、平均値を示す。WHO のガイドラインは飲料水の水質を示すものであるが、原水としては非

常に良好な水質であることがわかる。 
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表 2-34 取水源（タンガニーカ湖 水深 25m）における水質検査結果 

分析項目
1 現地測定項目

1.1 水温 °c 25.10 26.80 25.95 24.20 27.00 25.60 －

1.2 pH 8.98 9.02 9.00 9.01 9.02 9.02 －

1.3 �溶存酸素, DO mg O2/l 6.50 6.80 6.65 6.50 6.80 6.65 －

1.4 濁度 NTU(TE/F) 0.40 1.40 0.90 0.30 1.80 1.05 －

1.5 電気伝導率 µS/cm 656.00 665.00 660.50 660.00 670.00 666.00 －

1.6 二酸化炭素 mg CO2/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

1.7  透明度 Clair Clair Clalr Clalr －

2 試験室測定項目 0.00

2.1 酸度 mg CaCO3/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.2 Pアルカリ度 mg CaCO3/l 30.00 35.00 32.50 30.00 35.00 32.50 －

2.3 総アルカリ度 mg CaCO3/l 310.00 315.00 312.50 310.00 320.00 315.00 －

2.4 総硬度 mg CaCO3/l 188.00 190.00 189.00 192.00 210.00 201.00 －

2.5 塩素イオン mg Cl
-
/l 25.00 28.00 26.50 25.00 28.00 28.50 －

2.6 総鉄 µg Fe
2/3+

/l 0.060 0.10 0.08 0.08 0.10 0.08 －

2.7 マンガン µg Mn
2+

/l 0.10 0.20 0.15 0.10 0.20 0.15 －

2.8 硫酸イオン mg SO4
2-

/l 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 －

2.9 硝酸イオン mg NO
-
3/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 50

2.10亜硝酸イオン mg NO2
-
/l 0.005 0.01 0.01 0.002 0.010 0.000 3

2.11アンモニア性窒素 mg N-NH
+

4/l 0.007 0.01 0.01 0.006 0.010 0.010 －

2.12総リン mg PO4
3-

/l 0.800 1.00 0.90 0.90 1.00 0.95 －

1.13オルトリン mg PO4
3-

/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.14浮遊物質　（SS) mg/l 0.20 0.30 0.25 0.10 0.24 0.17 －

2.15 BOD5 mg O2/l 0.00

2.16塩素 mg Cl2/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.17放射性物質 µSv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.18硫化水素 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.19ナトリウム mg/l 61.00 62.00 61.50 61.00 62.00 61.50 －

2.20カリウム mg/l 32.00 33.00 32.50 32.00 33.00 32.50 －

2.21カルシウム mg/l 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 －

2.22マグネシウム mg/l 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 －

2.23鉛 µg/l 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 10

2.24カドミウム µg/l 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 3

2.25亜鉛 µg/l 1.20 1.30 1.25 1.20 1.30 0.04 －

2.26アルミニウム µg/l 0.034 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 －

3 微生物

3.1 大腸菌群 Col./ 1 ml 1000 1500 1250 1010 1600 1305 －

3.2 糞便性大腸菌群 col./100ml 16 33 25 16 33 25 0

3.3 大腸菌 col./100ml 2 10 6 2 6 4 0

3.4 API ( identification)
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出典: REGIDESO 

 

表 2-35 に湖浄水場の原水、緩速ろ過後の水質、塩素処理後の水質を示す。緩速ろ過による働

きによって鉄やマンガン、大腸菌などが除去されていることがわかる。 
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表 2-35 湖浄水場における水質検査結果（2008 年 6 月 24 日） 

分析項目

1 現地測定項目

1.1 水温 °c 26.00 26.00 26.00 －

1.2 pH 9.00 9.00 9.00 －

1.3 �溶存酸素, DO mg O2/l 6 à 8 6 à 8 6.00 －

1.4 濁度 NTU(TE/F) 0,6 à 1 0.00 0.00 －

1.5 電気伝導率 µS/cm 640.00 639.00 639.00 －

1.6 二酸化炭素 mg CO2/l 0.00 0.00 0.00 －

1.7  透明度 clair －

2 試験室測定項目

2.1 酸度 mg CaCO3/l 0.00 0.00 0.00 －

2.2 Pアルカリ度 mg CaCO3/l 35.00 35.00 35.00 －

2.3 総アルカリ度 mg CaCO3/l 315.00 315.00 315.00 －

2.4 総硬度 mg CaCO3/l 190.00 189.00 189.00 －

2.5 塩素イオン mg Cl
-
/l 25.00 25.00 25.00 －

2.6 総鉄 µg Fe
2/3+

/l 11.000 0.001 0.001 －

2.7 マンガン µg Mn
2+

/l 1.02 0.00 0.00 －

2.8 硫酸イオン mg SO4
2-

/l 5.00 5.00 5.00 －

2.9 硝酸イオン mg NO
-
3/l 0.01 0.00 0.00 50

2.10亜硝酸イオン mg NO2
-
/l 0.007 0.00 0.00 3

2.11アンモニア性窒素 mg N-NH
+

4/l 0.007 0.00 0.00 －

2.12総リン mg PO4
3-

/l 1.000 1.00 1.00 －

1.13オルトリン mg PO4
3-

/l 0.00 0.00 0.00 －

2.14浮遊物質　（SS) mg/l －

2.15 BOD5 mg O2/l

2.16塩素 mg Cl2/l 0.00 0.00 0,2-0,7 －

2.17放射性物質 µSv 0.00 0.00 0.00 －

2.18硫化水素 mg/l 0.00 0.00 0.00 －

2.19ナトリウム mg/l 62.00 62.00 62.00 －

2.20カリウム mg/l 33.00 －

2.21カルシウム mg/l 12.00 －

2.22マグネシウム mg/l 39.00 －

2.23鉛 µg/l 0.50 10

2.24カドミウム µg/l 0.05 3

2.25亜鉛 µg/l 1.30 －

2.26アルミニウム µg/l 0.035 －

3 微生物

3.1 大腸菌群 Col./ 1 ml 1500.00 110 0 －

3.2 糞便性大腸菌群 col./100ml 33.00 0 0 0

3.3 大腸菌 col./100ml 10.00 0 0 0

3.4 API ( identification)

原
水

緩
速
ろ
過
後
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O
ガ
イ
ド
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塩
素
処
理
後

 
 

REGIDESO の水質ラボによると、タンガニーカ湖浄水場と Ntahangwa 浄水場への原水および浄

水の水質結果に大きな変動は、ほとんどなく、表 2-36 に示す数値を、一般的な数値として認識

している。 
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表 2-36 原水と処理水の水質 

項目 単位 
タンガニーカ湖浄水場 Ntahangwa 浄水場 

原水 浄水 原水 浄水 

水温 ℃ 26 27 22 23 

pH  9 9 7.6 7.6 

濁度 度 3.3 <0.1 130 <0.1 

色度（度） 度 － － － － 

鉄及びその化合物 mg/L <<0.01 <0.01 <<0.01 <0.01 

マンガン及びその化合物 mg/L <<0.01 <0.01 <<0.01 <0.01 

大腸菌 CFU/mL 5 0 36 0 

残留塩素 
mg/L 浄水 給水栓 浄水 給水栓 

 0.6 0.3 1.5 0.5 

出典：REGIDESO 

 

2-3-5 社会条件 

「ブ」国は一人当たり GDP は、1995 年から 2010 年の間に 164 US ドルから 242 US ドルまで増加

したものの、最貧国と位置づけられる（表 2-37 参照）。貧困ラインより下のレベルの国民は人口の

66.9%（2006 年）と言われている。2011 年の 0 歳時の平均余命は 50 歳で、低所得国の平均の 59 歳、

サブサハラに属する国の平均 55 歳に比べても低い水準である。乳幼児死亡率は 1,000 人当たり 86.3

人と改善されつつも依然高い水準にあり、栄養・衛生状況の改善が急務である。 

人口構成は典型的なピラミッド型で、年齢の中央値は 16.9 歳と大変若い。所得のセクター別割合

をみると、農業が 31.1%、工業が 21.3%、サービスが 31.1%の構成比となっている。 

表 2-37 ブルンジ国の人口と GDP 

 1995 2000 2005 2010 

人口 6,086,751 6,374,347 7,251,424 8,382,849 

GDP (百万 USD) 1,000 835 1,117 2,027 

一人当たり GDP (USD) 164 131 154 242 

出典： http://data.worldbank.org/country/burundi 

 

「ブ」国の貿易統計を表 2-28 に示す。主な輸出品目は、コーヒー、紅茶、砂糖、綿花、皮革等で、

2011 年の上位輸出先はドイツ 15.6%、中国 10.5%、スエーデン 9.5%、ベルギー 9%, である。主な

輸入品目は、資本財、石油製品、食料品で、2011 年の上位輸入元はサウジアラビア 17.1%、ベルギ

ー 8.3%、中国 7.6%、ウガンダ 7.5%となっている。貿易収支は慢性的に赤字である。 
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表 2-38 ブルンジ国貿易 

 
Exports 

（百万 USD） 

Imports 

（百万 USD） 

2003 3.73 158.98 

2004 9.03 145.4 

2005 7.58 188.9 

2006 15.59 244.6 

2007 10.59 235.5 

2008 10.85 359.9 

2009 18.35 419.19 

2010 101.23 508.83 

2011 115.93 699.85 

出典：EAC 

 

2-4 他ドナーの援助動向 

2-4-1 世界銀行 

世界銀行は、2009 年 10 月よりブジュンブラ市における水道整備工事（無償）を実施している。こ

の工事は、2008 年に承認された Multi-Sectoral Water and Electricity Infrastructure Project の中の

Component 2 の水道分野に含まれているものである。 

このプロジェクトで実施される施設整備は、下記のとおりである。図 2-13 がプロジェクト実施前、

図 2-14 がプロジェクト実施後を示す。尚、図 2-14 の赤字で示した施設が新設および更新されるも

のである。 

● 取水ポンプ場 

新規ポンプの設置（1 機）、ポンプの交換（2 機）、電気盤等の制御盤一式の更新 

 

● 浄水場 

緩速ろ過池（2 池）、配水池（1 箇所）、PS2d（ポンプ場） 

 

● 北部 

配水池（1 箇所）、配水管 58km（ダクタイル管 13 km、PVC 45 km）、公共水栓（58 箇所） 
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図 2-13 世界銀行プロジェクト実施前 

 

 

赤字：世銀プロジェクト対象施設 

図 2-14 世界銀行プロジェクト実施後（2013 年 7 月以降） 

 

世銀プロジェクトにおける水道整備事業は、5 つの小コンポーネントに細分され、工事及び施工管

理が実施されている。詳細を表 2-39 に示す。 
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表 2-39 世銀プロジェクトにおけるブジュンブラ市水道整備事業の契約コンポーネント 

当初 実績 契約時当初 実績

2(a) Reduction of non-

revenue water (NRW)

program

1.8 1.8 2009年10月12日～
2011年3月19日

2009年10月8日～
2013年3月31日

SGI (スイス), IPS, ITRON (フラン

ス), PRIMAYER (フランス), G2C

INFORMATIQUE ( フ ラ ン ス ),

BECOGEC (ブルンジ)

2(b) Expansion of water

treatment capacity

1.7 1.7 2010年3月24日～
2010年12月24日

2010年3月24日～
2011年4月12日

GETRA (ブルンジ)

2(c) The expansion of the

northern primary distribution

network

10.0 11.0 2011年6月12日～
2012年6月12日

2011年6月12日～
2013年6月30日

China New Era International

Engineering Corporation (中国)

2(d) Extension of secondary

distribution networks and

expansion of standpost

1.4 1.3 2011年3月15日～
2011年9月15日

2011年3月15日～
2012年10月23日

Multiform Co., Ltd. (ブルンジ)

2(e) Engineering services for

the detailed technical designs

and the supervision of works

0.7 0.7 2010年11月3日～
2012年7月3日

2010年11月3日～
2013年6月30日

IGIP (ドイツ)

責任者： Abdellaoui Hassan

契約額
（百万USドル）

契約期間
コンポーネント 契約者

 

 

工事を担当する小コンポーネントが 2(b)、2(c)、2(d)である。全て契約期間を延長している。その

大きな理由は、機材が予定通り入荷しなかったことである。 

世銀プロジェクトで最も大きな小コンポーネントは、2(c)であり、現在も工事を実施中である。2(c)

では、浄水場のポンプ場、北部の配水池、一次配水管など主要な施設を担当する。最も主要な施設を

建設する2(c)を中国のChina New Era International Engineering Corporation（CNME）社が担当している。

当初、2012 年 6 月に終了する予定であった。しかし、3 度の工期延長を行い、12 ヶ月の工期を 24 ヶ

月かけて完工する予定となっている。この主な理由は、多くの機材を中国の会社に発注したが、担当

者との連絡が必要な時に取れなかったこと、生産が遅れたこと、ダルエスサーラム港での通関に時間

を要したことなどである。 

コンサルタントは、工事の進捗率を 3 ヶ月ごとに世銀に報告している。過去 2 回の工事進捗率は表 

2-40 に示すとおりである。2012 年 11 月から 2013 年 1 月の間に、電気設備が設置された。しかし、

電気設備へ電気を供給するケーブルが 2013 年 4 月まで届かなかったため、電気設備の運転テストが

できなかった。このような状況では、工事業者は請求書を提出することができないため、支払額ベー

スの進捗率は変わらないままであった。また、2013 年 1 月から 2013 年 3 月の期間は、2013 年 4 月か

ら実施するための資機材の入荷を待っていただけの状態であり、工事進捗率は 0 であった。施主は、

施工業者に対して、残りの施工計画表を作成することを要求した。その施工計画表が表 2-41 に示す

ものである。この施工計画表は、2013 年 4 月 8 日に担当するコンサルタントによって承認され、世

銀の担当者も承認した。承認後、残りの工事が開始され、5 月第 1 週までは作成された施工計画表ど

おりに工事が進められた。工事に必要な全ての資機材が入荷済みであることから、施工管理を担当す

る IGIP 社の Project Manager である Hassan 氏や世銀プロジェクトのコーディネーターである Nimpaye

氏は、予定どおり 6 月中には全ての工事が終了するものと考えている。 



 

2-38 

表 2-40 世銀プロジェクト進捗率 

 2012 年 10 月 2013 年 1 月 

工事進捗率(支払額ベース) 78% 78% 

 

2(c)の契約金が契約時当初の金額より大きくなっている。その大きな理由は、仕様書が不明確なと

ころが多かったことから、新たな作業の追加やより高価な資機材を購入することになったためである。

具体的には、土質調査の追加、想定以上の管径の管路を選定することになったこと等が挙げられる。

また、コンクリートの厚みや、強度、ポンプなどの仕様の変更などもコスト増につながった。 

また、その反対に、2(d)の契約金額が若干減少している。その理由は、想定以上に前述の 2(c)の事

業費が大きくなることが判明したため、当初想定していた 2(d)の数量を少なくしたためである。 
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2-4-2 アフリカ開発銀行 

AfDB が 2007 年 2 月から地方の 4 県を対象として実施していた農村地帯における水利基盤施設の

改修・拡張プロジェクト（Projet de Réhabilitation et d'Extension des Infrastrucrures Hydrauliques en Milieu 

Rural）の残余金が発生した。その残余金を用いて、AfDB は Gihosha の水道整備事業（無償）を実施

した。このプロジェクトは Phase 1 と Phase 2 に分けられ、それぞれコンサルタントと工事業者に対

する 4 つの契約コンポーネントによって構成された（表 2-42 参照）。 

表 2-42 AfDB による Gihosha 上水道整備事業の概要 

契約当初 実績

1. Kanyosha地区FSおよび

Gihosha上水道整備Phase Iの
施工管理
(ETUDES &SURVEILLANCE

GIHOSHA ET Kanyosha)

0.8百万ユーロ 0.8百万ユーロ 2008年10月～

2010年6月

2008年10月～

2010年7月

SGI (Swiss)

責任者：C.Touilloux

& C. de Fays

2. Gishosha上水道整備 Phase I

(AEP GIHOSHA I)

4.1百万USドル 4.1百万USドル 2009年6月～

2010年5月

2009年6月～

2010年6月

China Geo-

Engineering Company

(CGC) (中国)

3. Gishosha上水道整備 Phase

II

(AEP GIHOSHA II)

3.7百万USドル 3.7百万USドル 2012年5月～

2012年12月

2012年5月～

2013年6月

China First Highway

Engineering Company

(CFHEC) (中国)

4. Gihosha上水道整備 Phase II

の施工管理
(CONTRÔLE

&SURVEILLANCE /TVX)

�

0.2百万ユーロ 0.3百万ユーロ 2012年5月～

2012年12月

2012年5月～

2013年6月

IGIP (ドイツ)-

HYGECEL (ブルン

ジ)

責任者: Abdellaoui

Hassan

契約会社
契約金

コンポーネント 計画 実績

 

 

主な整備内容は表 2-43 のとおりである。詳細を図 2-15 と図 2-16 に示す。 

表 2-43 Phase 1 と Phase 2 の施設整備の概要 

 Phase 1 Phase 2 

期間 2009 年 6 月～2010 年 12 月 2012 年 5 月～2013 年 6 月 

配水池 新設：1,500m2 x 2 池 

改修： 700m3 

新設：1,200m2 x 2 池 

ポンプ場 新設（建屋、機材）：1 箇所 

新設（建屋）：1 箇所 

新設（機材）：1 箇所 

送水管 配水池 R2 から配水池 R8 への送水管 配水池 R8 から配水池 Recosat への送水管 

配水管 - 7.6km 

公共水栓 - 23 箇所 

 

Phase 1 はほぼ工期どおり完工した。一方、Phase 2 は 8 ヶ月の工期が 6 ヶ月延長され、2013 年 6 月

末に完工する予定となっている。2013 年 4 月末時点での工事進捗率（支払いベース）は 70％であっ

た。配水池のコンクリートの打設がほぼ終了していること、必要な機材は全て現地に納品されている
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ことなどから、施工管理を担当する IGIP 社の Project Manager である Hassan 氏や AfDB プロジェクト

のコーディネーターである Nyandwi 氏は、予定どおり 2013 年 6 月末までには全ての工事が終了する

ものと考えている。AfDB のフィールドオフィスの上級運輸技師である Mr. Ndikumwami によると、

工期が延長された理由としてはブルンジ側が適切な能力のある人を配置せず、事務手続きの遅延によ

るものであると指摘した。また、受注した中国の CFHEC 社が北京の企業に発注した機材の納品が遅

れたことを挙げている。契約金額の変更は、4 Gishosha Phase II の施工管理が 0.1 百万ユーロ増額にな

ったことのみである。この理由は、施工管理の期間が延長されたことによる増額である。 

 

赤字：AfDB プロジェクト対象施設 

図 2-15 アフリカ開発銀行プロジェクト Phase I 

 

 

赤字：AfDB プロジェクト対象施設 

図 2-16 アフリカ開発銀行プロジェクト Phase II 
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2-4-3 その他 

（1） GIZ 

「ブ」国の水分野において、GIZ は、エネルギー・鉱山省内を主な C/P として 2007 年より活動

している。現在のプログラムは 2013 年 12 月で終了する。2020 年には、ブジュンブラ市の水需要

が供給量を上回るため、引き続き GIZ は、エネルギー・鉱山省を C/P として支援するだろうと、

面談した Nicola 氏は推察していた。GIZ の具体的な活動として、エネルギー・鉱山省や REGIDESO

に対して、経営、財務、人材開発などの能力強化が挙げられる。無収水に関しても能力強化を行

ったが、紙面上での管理方法などが中心であり、現場で機器を用いた指導は行っていない。施設

建設等のインフラ事業は実施していない。また、月一回開催される水分野における連絡会議の幹

事を務めている。会議の参加者は、世界銀行、AfDB、UNDP、UNICEF などの水分野で活動して

いる組織であり、関係機関との情報は定期的に共有されている。 

現在、REGIDESO の管理体制の改善戦略に関する調査を実施しており、2013 年 12 月に報告書

が作成される。その報告書をもとに、GIZ による今後の支援方針が検討されるものである。 

（2） ORIO 

ORIO はオランダ国外務省が管理する団体であり、紛争後の復興支援などを行っている。この

ORIO に対して、「ブ」国政府は、ブルンジ市南部における上水道整備事業に関する要請書を提出

し、2012 年 12 月に受理された。プロジェクトでは、45,000m
3
/日の浄水を供給するための取水口、

導水管、浄水場、ポンプ場、送水管、配水池、配水管を新設するものである。 

ORIO のプロジェクト名は Drinking Water Supply Bujumbura である。プロジェクトの概要は、第

1 期が詳細設計調査（1 年間）、第 2 期が工事（2 年間）である。第 3 期では、REGIDESO が運転・

維持管理を実施し、定期的または必要に応じて ORIO が REGIDESO に対して運転・維持管理のト

レーニング（24 年間）を実施するものである。表 2-44 が OIRO プロジェクトの概要である。 

表 2-44 ORIO プロジェクトの概要 

期 期間 内容 
事業費 

（ユーロ） 

負担額（ユーロ） 

（負担率） 

ORIO ブルンジ国側 

または他ドナー等 

第 1 期 12 ヶ月 D/D 571,000 
571,000 

(100%) 

0 

(0%) 

第 2 期 42 ヶ月 工事 45,863,000 
36,690,400 

(80%) 

9,172,600 

(20%) 

第 3 期 24 年 

運転・維

持管理

トレー

ニング 

1,076,000 
860,800 

(80%) 

215,200 

(20%) 

計 47,510,000 38,122,200 9,387,800 

 

2013 年 2 月に概略説明のため、ORIO 職員と第 1 期を担当する Witterveen Bos 社（オランダ）

が現地入りした。第 1 期は、2013 年 6 月末から開始することが予定されている。このプロジェク
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トに関する MOU や第 1 期の TOR を現在作成中である。第 1 期が開始される 2013 年 6 月には、

MOU や TOR が作成され、ORIO とブルンジ政府が MOU に署名する予定になっている。 

第 2 期以降は、第 1 期の調査結果をもとに実施の可否が決まるものである。実施のための大き

な障害と考えられることが、費用負担である。第 2 期および第 3 期の費用における 20%に相当す

る 9.4 百万ユーロを「ブ」国側または他ドナー等から調達する必要がある。 

ORIO プロジェクトでは、2020 年にはブルンジ市内の水需要が浄水量を超えることが想定され

ているため、水道管の整備よりは浄水場の建設により優先度を高くしている。本件では、Kanyosha

郡において、送配水管の新設、配水池の新設などが主な事業である。そのため、ORIO プロジェ

クトとは、お互いが情報を共有することで、事業の重複を避けることが可能となり、ブルンジ市

内の水道整備が実現できるものであると ORIO 側は考えている。尚、ORIO プロジェクトでの浄

水場の場所、送配水管の設置などはこれから決めていくものである。 

（3） KfW 

水分野における KfW の主な活動は、地方都市を対象としたものである。現在、6 都市（Rumonge、

Bubanza、Cankuzo、Rutana,、Ruyigi、Nyanza-Lac）の給水案件のコンサル選定（PQ）を実施して

いる。2013 年 9 月より 6 ヶ月間の調査が開始され、工事が 3 年間にわたり実施される予定となっ

ている。同案件は、同時に衛生施設の整備も行うものである。これらを合わせた事業費は 19 百万

ユーロであり、無償資金協力で実施される。REGIDESO 側の負担としては、プロジェクト事務所

に出向される REGIDESO 職員の給料 40 万ユーロ相当を負担することである。 

2-5 調達・施工事情 

「ブ」国で使用されている建設材料および水道施設の資機材の調達事情に関して、表 2-45 に示す。 

表 2-45 建設材料および水道施設資機材の調達事情 

 ブルンジ国内

で調達 

アジアや欧州

より輸入 

セメント ○ ○ 

粗骨材 ○  

砂 ○  

仮設用簡易土留壁  ○ 

ダクタイル管  ○ 

PVC 管 管径≦150mm ○ 

ポンプ  ○ 

流量計  ○ 
 

資機材を輸入する場合、通常、タンザニア国ダルエスサーラム港から陸路で運搬され、本件に必要

な建設資機材は、調達可能である。 

また、各ドナーの支援によるインフラ整備が実施され、多くの業務実績を有している会社がある。

但し、ボルトの閉め忘れなどが確認され、建設現場で従事する労働者の取組みや現場管理が十分でな

いと思われる。また、ヘルメットや靴などの安全管理に関しての認識も乏しい。JICA 無償資金協力

「ブジュンブラ市内交通網整備計画」では、地元建設会社が本邦建設会社の下請けになり、多くの工
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事管理に関する技術を習得した。本プロジェクトも無償資金協力による支援が想定されていることか

ら、地元建設会社に対する技術向上への貢献が期待される。 

また、現地での建設機器や資機材に限りがある。測量やボーリング機器なども同様で、保有台数が

極めて少ない。そのため、案件が重なったり、機器が故障した際には、想定以上の時間がかかること

となる。その場合は、隣国からの調達も検討することが望まれる。 
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第3章 環境社会配慮調査 

3-1 環境社会配慮調査の必要性の有無 

3-1-1 環境社会配慮関連制度の概要 

（1） ブルンジ国の環境法の概要 

「ブ」国では、2000 年 6 月 30 日に環境法（LOI Ｎ°DU 30/06/2000 PORTANT CODE DE L' 

ENVIRONNEMENT DE LA, REPUBLIQUE DU BURUNDI, CABINET DU PRESIDENT, 30/06/2000）

が大統領官房から発布され、同日から効力を持つことになった。 

環境法は 7 章から成り、その構成は下記のとおりである。（詳細は収集資料参照）。 

第 1 章 総則 

     １ 基本原則と適用範囲 

     ２ 基本方針と語句の定義 

第 2 章 環境の行政組織 

     １ 環境政策の実施 

     ２ 環境保護及び環境管理の活動調整 

     ３ 環境影響評価の過程 

第 3 章 天然資源の保護と利用 

     １ 地形・地質 

     ２ 水 

     ３ 大気 

     ４ 森林 

     ５ 自然保護区域と生物多様性 

第 4 章 人間（社会）環境の保護と利用 

     １ 文化遺産の保護 

     ２ 国土整備と再定住 

第 5 章 環境汚染防止対策 

     １ 環境保全に係る特定施設 

     ２ 廃棄物 

     ３ 化学、有害、危険物質 

     ４ 騒音、振動、光害、臭気 

第 6 章 罰則規定 

     １ 権限と手続き 

     ２ 罰金、罰則 

第 7 章 最終規定 
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（2） タンガニーカ湖持続的管理協定の概要（THE CONVENTION ON THE SUSTAINABLE 

MANAGEMENT OF LAKE TANGANYIKA） 

タンガニーカ湖に面するブルンジ、コンゴ民主共和国、タンザニア、ザンビアによって構成さ

れている。1995～2000 年に UNDP、GEF（Global Environmental Facility：地球環境ファシリティー）

の資金で湖の環境調査が行われ、この結果を受けて 2003 年に 4 カ国間でタンガニーカ湖持続的管

理協定の署名に至っている。2009 年の 1 月にはブルンジに事務局がおかれ、2009 年 8 月にコンゴ

民において第 1 回目の会議が開催されている。 

同協定は Article 1 から Article 44 から成っている。この中で Article 6 には国境を越えた環境へ

の負の影響の防止と最小化、Article 7 には漁業管理、Article 8 には環境汚染の抑制と防止、Article 

9 には堆砂の防止、Article 10 には生物多様性の保全、Article 13 には戦略的行動プログラム、Article 

15 には環境影響評価（EIA）について記されている。EIA については付属資料（Annex 1 の Part A）

に EIA の対象事業が記され、付属資料（Annex 1 の Part B）に EIA 報告書に記載すべき内容が記

されている。（詳細は収集資参照）。 

3-1-2 環境社会配慮調査の必要性の有無 

（1） 制度上求められる環境影響評価（EIA）の概要 

「ブ」国環境法の第２章には EIA の記載がある。EIA の対象事業は、道路、ダム、港湾、橋梁、

空港建設事業等である。EIA は事業計画を実施に移す前に事業者の責任で行うことになっている。 

EIA 報告書はフランス語で記し、事業者は報告書を水・環境・国土整備・都市計画省の環境総

局に 3 部提出する。環境総局は EIA 報告書受領後に審査を行い、通常１～２か月後に許可

（Certificate）が出されるとのことである。 

なお、EIA の実施に係る「ブ」国独自のガイドラインは無く、ドナーが支援する事業について

は、各ドナーのガイドラインに沿って行われるとのことである。 

表 3-1 ブルンジ国の環境影響評価に係る重要事項の概要 

Article Article の記載内容の概要 

21. 影響の回避・軽減について。入札図書に EIA の実施を入れる。 

22. 事業者は事業の実施によって環境に影響が及ぼすことが想定される場合は、事業計画

（規模、内容等）を環境総局へ提出する必要がある。 

23. EIA に記載する項目は、 

(1) 事業計画地の立地環境、 

(2) 自然環境、地域社会に及ぼす影響の予測・評価、 

(3) 事業者が行う影響回避、軽減、代償対策、保全対策、それらの経費、 

(4) 代替案の検討と環境保全の観点からの理由。 

24. Article34, 36, 52, 111, 124 に細目があるため参照する必要がある旨の記載。 

維持、管理のための事業には EIA は必要ない。 

25. EIA は事業者または事業者が委託した業者（コンサルタント等）によって実施する。 

26. 環境総局は、関係省庁との連携により EIA 評価書の作成過程及び審査過程を十分に監
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督する。 

34. EIA の対象事業は、道路、ダム、港湾、橋梁、空港建設事業等。また、政令に基づく工

業施設等を整備するものも含まれる。 

36. 事業区域の影響評価とともに、工事に砕石等が必要な場合、採石場に及ぼす影響評価も

行う必要がある。その場合の重要事項は、採取場所に悪影響を及ぼさないようにするこ

と、土壌浸食を悪化させないようにすること、採取後は原状復帰すること、安全な採取

計画とすること、等である。 

52. 次に示す事業の場合も EIA が必要であり、環境総局からの許可（Certificate）が必要で

ある。河川の流れを変える、水系を変える、河岸を改変する、湖沼のバランスを変える

可能性がある事業。水生生物の生育・生息環境に悪影響を及ぼす可能性のある事業。 

71. 森林伐採は禁止。植林を行う場合は森林法に従う必要があり、監督省庁の許可が得られ

ないと行うことはできない。 

124. 廃棄物処理施設は監督省庁の許可なく整備できない。施設の種類は Article107, 109 に例

示されている。 

159. EIA が必要とされる事業にもかかわらず、実施しなかった場合は 10 万～100 万フラン

の罰金、又は 2 カ月～5 年の収監。EIA 評価書に不正やデータの捏造が認められた場合

は罰則対象となる。 

出典：「LOI Ｎ°DU 30/06/2000 PORTANT CODE DE L' ENVIRONNEMENT DE LA, REPUBLIQUE DU BURUNDI, 

CABINET DU PRESIDENT, 30/06/2000、環境法」 

 

（2） 環境社会配慮調査の必要性 

水・環境・国土整備・都市計画省の環境総局において、給水プロジェクト（ポンプ場、配水池、

送配水管網の建設）の場合、「ブ」国の環境影響評価制度に基づくと、どのようなカテゴリーにな

るか確認した。その結果、「ブ」国の環境法では、カテゴリーA（環境影響評価を必要とする事業）

とカテゴリーB（環境影響評価を必要としない事業）を定め、給水プロジェクトの場合は、環境

影響評価を必要とするカテゴリーA に相当するとのことである。但し、JICA 環境社会配慮ガイド

ラインに従うと、カテゴリーB で扱うものである。 

（3） 関係機関の概要 

 1） REGIDESO の環境社会配慮実施体制 

REGIDESO において、用地取得、環境影響評価の実施、ミーティングの開催に関する業務は、

どの部署が担当しているか質問したところ、自然環境の保全や地域社会への配慮に特化した部署

は無いとの回答を得た。 

当方から JICA 環境社会配慮ガイドラインを手交し、事業実施の場合、REGIDESO 側が行う自

然環境や地域社会に対する配慮の重要性を説明したところ、用地取得、ミーティングの開催に関

する業務は、Equipment Water Service（水道部施設課）と Logistical Service（総務財務部）がこれ

らの業務を担うとの回答を得た。また、環境影響評価に関する調査は地元コンサルタントに委託

するとのことである。 

 2） EIA の審査機関 

事業者側が作成する EIA レポートを審査する機関は、水・環境・国土整備・都市計画省の環境
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総局の中にある。 

環境総局は、環境総局長の下、環境局と森林局の２つの局が置かれている。大卒レベルの職員

数は環境局が 10 人、森林局が 30 人程度（森林局職員は全国に配置されている数を合計したもの）

である。環境局は局長の下、EIA・関連手続担当、環境情報担当、環境啓発・環境教育担当の３

つの課が置かれている。EIA の審査を行い、事業認可を行う EIA・関連手続担当課の職員数は 3

名である。 

3-2 環境社会配慮調査のスコーピングと IEE 結果 

3-2-1 対象地域の概要 

既存資料、REGIDESO や水・環境・国土整備・都市計画省の関係部局からの聞き取り、並びにブ

ジュンブラ市を通じて紹介された Kanyosha Commune（以下、郡）における現地踏査に基づき、本プ

ロジェクトの裨益対象地区となる Kanyosha 郡の立地環境を整理した。 

（1） 社会環境 

 1） 人口と世帯数 

ブジュンブラ市は、13 の郡によって形成されている。水、環境、国土整備・都市計画省の都市

計画局によれば、本プロジェクト裨益対象である Kanyosha 郡は、2005 年の紛争終了後に、ブジ

ュンブラ市北部の Buterere 及び、Cibitoke 郡とともに、国内避難民が住むための場に割り当てら

れた地域であるとのことである。この際、政府側によって土地が分配されると共に、住居建設に

係る費用が支援されたとのことである。 

郡の長は、Administrator と呼ばれ、選挙によって選ばれる。また、郡は更に最小の行政単位で

ある Quarter（以下、地区）に分かれている。Kanyosha 郡から得られた回答によれば、Kanyosha

郡は７つの地区に分かれている。 

表 3-2 に示すとおり、2008 年の Kanyosha 郡の人口は 57,003 人、世帯数は 11,584 世帯である。

この中で、人口、世帯数とも、最も多い地区は Kinindo 郡と隣接する Musama である。一方、最

も少ない地区は南側の Buruni 県と隣接する Nyabugete となっている。 

表 3-2 Kanyosha 郡の区毎の人口と世帯数 

地区名 人口（人） 世帯数（世帯） 一世帯当りの人数（人） 

Gisyo 5,413 1,270 4.3 

Kajiji 8,972 1,983 4.5 

Kizingwe-Bihara 4,448 920 4.8 

Musama 19,559 3,627 5.4 

Busoro-Nkenga 7,205 1,453 5.0 

Nyabugete 4,179 840 5.0 

Ruziba 7,227 1,491 4.8 

合計 57,003 11,584 - 
出典：Kanyosha 郡向け質問票に対する回答。人口と世帯数は 2008 年に行われた人口センサスの結果である。 

 

 2） 民族構成 

既存資料によれば、「ブ」国の人口構成割合はフツ民族（Hutu）84％、ツチ民族（Tutsi）15％、
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Batwa 民族 1％となっている。 

REGIDESO からの聞き取り及び Kanyosha 郡からの回答によれば、Kanyosha 郡では、それぞれ

の民族同士が固まって住むのではなく、民族同士が混在し、民族間の差別や争いはみられずに平

和に暮らしているとの情報が得られた。 

また、Kanyosha 郡からの回答によれば、少数民族である Batwa 民族は、Gisyo、Busoro-Nkenga 及

び Ruziba 地区に住んでいるとのことである。 

 3） 土地利用の概況 

現地踏査及び図面の判読等に基づき、地区毎に土地利用の概況を整理した。 

表 3-3 地区毎にみた土地利用の概況 

地区名 土地利用の概況 

Gisyo 国道３号線の西側に位置し、Kanyosha 川と Kizingwe 川に挟まれて

いる。Kanyosha 郡の事務所がある。道路沿いには、教会、学校、市

場、商店、バイク修理店、墓地等がみられ、それらの後ろとタンガ

ニーカ湖畔の間に、畑作地が点在している。なお、タンガニーカ湖

岸線から 50 メートルの湖岸域は、湖の環境保全のため公共施設の建

設を除いて開発が規制されている。 

 

Kajiji 国道３号線の東側に位置する。Kanyosha 郡の中でも住宅が密集し

ている地区である。水・環境・国土整備・都市計画省の都市計画課

長によれば、Kanyosha 郡の Kajiji 地区は、1993 年に始まった紛争が

2005 年に終了後に国内避難民の定住地として、ブジュンブラ市北側

の Buterere 郡の Kiange 及び Cibitoke 郡と共に政府によって用意され

た場所であるとのことである。 

 

Kizingwe-Bihara 国道３号線の東側に位置し、要請書で配水池２池が計画されてい

る地区である。REGIDESO 向け質問に対する回答では、配水池の建

設に必要な用地は既に取得済みであり、その事実を示す書類を提出

するとのことであった。しかしながら、その後行った現地踏査の際

に、土地の所有者に偶然話を聞くことができた。それによれば、こ

の土地はベルギーの統治以前から、SEBATUTSI ファミリーの土地で

あり、所有者の死去に伴い、現在は息子である Mr. FRANCIS 

NGARUKO が土地の管理者となっているとのことである。この土地

は、宅地用として区画整備が進み、販売される予定であるが、ファ

ミリー内の事情により現在保留になっている。土地利用は畑作地（キ

ャッサバ、トウモロコシ栽培）や家畜の放牧が主体である。 

なお、SEBATUTSI ファミリーの土地は、宅地用として区画整備が

進み、販売される予定であるが、この区画は、Kizingwe-Bihara 地区
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から分かれ、別の地区名になるとのことである。 

 

Musama 国道３号線の東側に位置し、Kanyosha 郡の中で最も住宅が密集し、

人口も最も多いゾーンである。 

 

Busoro-Nkenga Kajiji 地区と Musama 地区の後背地に位置する。山麓にまで住宅地

が広がっている。 

 

Nyabugete 国道３号線の西側に位置し、Kizingwe 川と Mugere 川に挟まれてい

る。この地区では宅地の区画整備が進められている。3 号線沿道の道

路看板には、「水・環境・国土整備・都市計画省の都市計画住宅局の

予算で 3 号線と住宅地を結ぶ道路建設（フェーズⅠ、Ⅱ、Ⅳ）実施

中」及び「Credit Bank of Bujumbura の区画購入希望者に対する情報

提供」等が記されていた。なお、宅地区画内には、将来のオリンピ

ック開催に向けた競技場（地元住民の説明）があった。なお、タン

ガニーカ湖岸線から 50 メートルの湖岸域は、湖の環境保全のため公

共施設の建設を除いて開発が規制されている。 

 

Ruziba 国道３号線の東側に位置する。住宅は道路沿道を中心に分布し、

山麓にも散在している。土地利用は畑作地（キャッサバ、トウモロ

コシ、サトウキビ栽培）や家畜の放牧が主体である。 

 

出典：Kanyosha 郡における現地踏査による。宅地開発事業等は、道路脇に設置されている看板表示（原文は

仏語）を直接観察したものから判断した。 

 

 4） 教育施設 

Kanyosha 郡内には、公立、私立を合わせて 30 の学校がある。ゾーン別にみた学校の数は表 3-4

のとおりである。 

表 3-4 地区別にみた学校の数 

地区名 学校名（公立、私立） 

Gisyo 1. Primary School of Kanyosha II（公立） 

2. Primary School of Kanyosha III（公立） 

3. Municipal College of Kanyosha（公立） 

4. Friendliness school（私立） 

5. Primary and Secondary Victory School（私立） 

6. Horizon School（私立） 

7. EPOKA Secondary school（私立） 

8. Secondary School stars of Greats lakes（私立） 

9. Rumuri Secondary school（私立） 

10. Nursery School et Primary School（私立） 
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11. Secondary School of ISTACO（私立） 

Kajiji 1. Primary and secondary School good Shepherd（回答に記載なし） 

2. Secondary Technical School of CFPP（回答に記載なし） 

3. CSKA School（回答に記載なし） 

Kizingwe-Bihara 1. Primary school of Bihara（公立） 

 ※配水池候補地の下方に位置する。 

2. SACAB（私立） 

3. Mukungugu College（公立） 

Musama 1. Primary School of Kanyosha II（公立） 

2. Primary Future School（私立） 

3. Primary School  of small rock（私立） 

4. Primary and Secondary school C.S.K（私立） 

5. Primary and Secondary school ERNIDE（私立） 

6. Millennium Secondary Technical Scholl（私立） 

7. Secondary school of CEFRA（私立） 

8. Primary and Secondary School EFRASAP（私立） 

Busoro-Nkenga 1. Primary School of Busoro（回答に記載なし） 

2. Secondary School of CSKA（回答に記載なし） 

3. Nursery and primary school of Angel（回答に記載なし） 

Nyabugete 1.Minicipal Lycee of Ruziba I（公立） 

2.Primary School of Ruziba I（公立） 

3.ITS –  Secondary Technical School（私立） 

Ruziba 1.Primary School of Ruziba II（公立） 

2.Primary School of Gitaramuka（回答に記載なし） 

合計 30 校 

出典：Kanyosha 郡向け質問票に対する回答 

 

 5） 診療施設及び水因性疾病の発生状況 

Kanyosha 郡内には、公立、民間の診療施設がある。しかしながら、水栓が設置されていない診

療施設や、電気がない診療施設があることがわかった。 

表 3-5 地区別にみた診療施設の数 

地区名 診療所名 水栓の有無 電気の有無 

Gisyo RUKUNDO（民間） 有 有 

Kajiji NYAGIHUGU（民間） 

ADRA Health Center-International NGO

（民間） 

有 

有 

有 

有 

Kizingwe-Bihara 回答に記載なし。   

Musama UMUVYEYI HORIZON PANABLES 

BETHEL GOD GIFT（民間） 

有 有 

Busoro-Nkenga NKORERINEZA（民間） 無 無 
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Nyabugete Public Health Medical Center（公立） 

BETHESIDA TUYISABE（民間） 

有※ 

有 

有 

有 

Ruziba THANKS GOD Hope（民間） 

Public Health Center（公立、機能してい

ない） 

無 

無 

無 

無 

出典：Kanyosha 郡向け質問票に対する回答 

注：※聞き取りによれば、１日当りの給水時間は１時間とのこと。 

 

また、水因性疾病の発生状況について、Nyabugete にある公立診療施設を訪問して尋ねたとこ

ろ、5 月 6 日現在、Kizingwe-Bihara と Busoro-Nkenga において、コレラの患者数が増加している

とのことであった。その理由として、看護士は安全な飲料水が足りないことを挙げていた。 

表 3-6 水因性疾病の発生状況 

地区名 水因性疾病の発生状況 

Gisyo 特に報告はあがっていない。 

Kajiji 特に報告はあがっていない。 

Kizingwe-Bihara 5 月 6 日現在でコレラの患者数は増加している。 

Musama コレラの発生は報告されているが、患者数は多くはない。 

Busoro-Nkenga 5 月 6 日現在でコレラの患者数は増加している。 

Nyabugete 特に報告はあがっていない。 

Ruziba 5 月 6 日現在でコレラの患者数は減少している。 

出典：2013 年 5 月 6 日、Public Health Medical Center における聞き取り結果。 

 

 6） 給水の現状 

①共同水栓設置数と稼働状況 

Kanyosha 郡から得られた回答によれば、郡全体で 25 箇所に共同水栓が設置されている。その

中で、現在稼働している共同水栓は 14 箇所、稼働していない共同水栓は 11 箇所である。 

地区毎にみると、Busoro-Nkenga は、現在稼働している共同水栓が無く、Kizingwe-Bihara と

Nyabugete は、それぞれ１箇所のみが稼働している状況にある。 

表 3-7 地区毎の共同水栓設置数と稼働状況 

地区名 共同水栓設置箇所数 稼働している箇所数 稼働していない箇所数 

Gisyo 3 3 0 

Kajiji 4 4 0 

Kizingwe-Bihara 2 1 1 

Musama 6 3 3 

Busoro-Nkenga 2 0 2 

Nyabugete 5 1 4 

Ruziba 3 2 1 

合計 25 14 11 

出典：Kanyosha 郡向け質問票に対する回答 

 

②稼働している共同水栓１箇所当りの人数 

Busoro-Nkenga は、２箇所ある共同水栓が稼働していないため、他の水栓に行かざるを得ない
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状況にある。 

各地区では、水道の戸別接続もあるが、今回の調査では、ゾーン毎の戸別接続数のデータが入

手できなかった。そこで、仮に全員が共同水栓を利用した場合、共同水栓１箇所当りどの位の人

数になるか計算した。その結果、Musama では、共同水栓１箇所当り 6,520 人が利用し、最も少な

い Gisyo でも 1,804 人が利用する計算結果となった。 

表 3-8 地区毎にみた稼働している共同水栓１箇所当りの人数 

地区名 人口 稼働している共同

水栓箇所数 

共同水栓１箇所当りの人数 

Gisyo 5,413 3 1,804 

Kajiji 8,972 4 2,243 

Kizingwe-Bihara 4,448 1 4,448 

Musama 19,559 3 6,520 

Busoro-Nkenga 7,205 0 ２箇所の共同水栓は稼働し

ていないため、他の水栓に行

かざるを得ない。 

Nyabugete 4,179 1 4,179 

Ruziba 7,227 2 3,614 

合計 57,003 14 - 

出典：Kanyosha 郡向け質問票に対する回答に基づき計算 

 

③地域住民（水購入者側）の声 

上記①②において、Kanyosha 郡内における給水の現状を垣間見ることができた。そこで、実際

に、利用者である地域住民はどのように考えているのかを把握するため。共同水栓３箇所におい

て聞き取りを行った。（表 3-9～表 3-11）。 

表 3-9  Kanyosha 郡内にある共同水栓における聞き取り結果 

日時 2013 年 5 月 2 日（木）午後 

設置場所地区名 Ruziba     

水販売者側から得られた情報 

稼働時間帯 4 時から 18 時まで 

１日当りの販売量 20 リットル入り函 500 個程度＝10,000 リットル 

20 リットル当たり販売価格 10FBU 

水購入者側から得られた情報 
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・水を買いに来ても、水が全く出ない日がある。このような日は、①空の函をかついで家

に戻る、②Mugere 川の水を飲む、③遠くにある他の公共水栓に行く。この３つの選択肢

しかないとのこと。 

・1 週間に 2 回程度、水が全く出ない日がある。 

・家から共同水栓までの所要時間が長いこと、安全な飲み水が得られない時は病気が発生

することが問題点。家の近くに公共水栓の設置を要望しているとのこと。 

・郡事務所に公共水栓の設置をお願いしているが今のところ回答は無いとのこと。 

・ある女性は 7 人家族で、１日に 20 リットル入り函を 5～10 本程度使うとのこと（100 リ

ットル～200 リットル）。 

・20 リットル当たり販売価格は 10FBU であるが、実際には 20FBU を支払っているとのこ

と。 

・共同水栓に水が無い時は、個人宅水栓に行かざるを得ない。個人宅水栓で購入する際は

20 リットル当たり 100FBU を支払わざるを得ないとのこと。 

・10 名に家から共同水栓までの所要時間（片道）を質問した結果は下表のとおり。 

家から共同水栓までの所要時間 人数 特記事項 

3 分 1 人  

5 分 1 人  

10 分 2 人  

12 分 1 人  

25 分 1 人  

30 分 2 人  

1 時間 1 人 住居は山にあるとのこと。 

2 時間 1 人 住居は山にあるとのこと。 

   
 

 

表 3-10  Kanyosha 郡内にある共同水栓における聞き取り結果 

日時 2013 年 5 月 2 日（木）午後 

設置場所地区名 Ruziba     

水販売者側から得られた情報 

稼働時間帯 10 時から 16 時まで 

１日当りの販売量 回答は得られなかった 

20 リットル当たり販売価格 20FBU 

水購入者側から得られた情報 
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・16 時以降は水が出ないため困る。 

・水が出ない時は川の水を飲まざるを得ず、コレラになる時がある。 

・Ruziba では、安全な水が得られない問題点がある。公立の診療施設の中には電気はもち

ろんのこと、水栓も無い施設がある。そのため、ここでお産する場合は水を家から持参

する必要があるとのこと。 

・ある女性からは、安全な飲料水を得るために次の提案があった。Kanyosha 郡の中心部で

は、水利用者グループ（通訳は Association for Water Users と通訳）が組織化されていると

聞いたことがあり、ここでも同様のグループを作るべき。その理由として、グループが

組織されれば、①グループ員同士が助けあうことができる、②グループとして国際機関

や NGO 等に交渉ができるようになることを挙げていた。また、Ruziba が抱える問題点と

して、安全な水が得られないことの他に、若者が働く場所がないことを挙げていた。 

・ある女性からは、Ruziba には診療施設として民間のものがあるが診療代が高価であるた

め、安価な公立の診療施設が欲しいとの要望があった。 

・その他の情報として、Ruziba では地元の FVS Orphan という NGO が HIV で親を亡くした

孤児を支援する活動を行っているとの情報が得られた。 

・10 名に家から共同水栓までの所要時間（片道）を質問した結果は下表のとおり。 

家から共同水栓までの所要時間 人数 特記事項 

1 分 1 人  

2 分 2 人  

3 分 1 人  

4 分 2 人  

5 分 3 人  

1 時間 1 人 住居は山にあるとのこと。 

 

 

 

表 3-11  Kanyosha 郡内にある共同水栓における聞き取り結果 

日時 2013 年 5 月 2 日（木）午後 

設置場所地区名 Kizingwe-Bihara  

水販売者側から得られた情報 

稼働時間帯 回答は得られなかった 

１日当りの販売量 20 リットル入り函 2,000 個程度 

20 リットル当たり販売価格 20FBU 

水購入者側から得られた情報 
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・共同水栓の水圧が低いため、また、蛇口が一つしかないため、水を得るまでの待ち時間

が非常に長いとのこと。 

・公共水栓の支払価格は 20 リットル当たり 10FBU であるが、実際には 20FBU を支払って

いるとのこと。 

・プライベートが保有する水栓は、20 リットル当たり 100FBU と高価であるが、蛇口の数

が多いため、水を得るまでの待ち時間が短いという利点があるとのこと。 

・10 名に家から共同水栓までの所要時間（片道）を質問した結果は下表のとおり。 

家から共同水栓までの所要時間 人数 特記事項 

1 分 2 人  

3 分 1 人  

5 分 2 人  

6 分 1 人  

10 分 2 人  

20 分 1 人  

1 時間 1 人 住居は山にあるとのこと。 

 

 

 

④Kanyosha 郡内にある個人宅水栓の状況 

上記③では共同水栓から水を購入している地域住民の声を整理した。比較のため個人宅水栓に

おける状況も把握した。その結果は、表 3-12 のとおり。 

表 3-12  Kanyosha 郡内にある個人宅水栓における聞き取り結果 

日時 2013 年 5 月 2 日（木）午前 

場所地区名 Kajiji  

水販売者側から得られた情報 

・個人宅の水栓で水を販売しているとのこと。 

・この周辺には公共水栓が無いため、1 日当り 20 人程度が水を買いに来るとのこと。 

・20 リットル当たり販売価格は、70FBU。 

・5 人家族の場合、20 リットル入り函を 10 函程度（200 リットル相当）購入していく。 

・貧しい家庭は、安価な公共水栓で水を得られない場合は、川の水を飲まざるを得ない状

況にある。 

水購入者側から得られた情報 

・家からここの個人宅水栓までの所要時間を尋ねたところ、最も長い人は 1 時間 20 分であ

った。住居は山にあるとのことであった。 

 

 

⑤公共施設からの得られた情報 

公共施設から得られた情報は、表 3-13 のとおり。 
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表 3-13 公共施設から得られた情報 

公共施設名 調査方法 得られた情報 

Kanyosha 郡事務所 質問書による ・Kanyosha 郡内には 25 の共同水栓があるが、全てが

機能しているわけではなく、人口約57,000人のUrban 

Commune としては、安全な水が不足していることが

大きな問題であるとの回答。 

・水不足により、住民は依然として河川や湖の水を飲

まざるを得ず、住民の健康への影響を懸念している

との回答。 

・地域住民との会合では、十分な数の公共水栓の設置

等が要望されている。 

私立の学校 

Kizingwe-Bihara 

地区内にある 

聞き取り ・生徒数 200 人の私立中学校。宗教を問わず貧しい子

供たちを受け入れているとのこと。 

・学校に水道は無く、民間の水栓から水を購入してい

る。水の価格は 1 年前には 20 リットル当り 50FBU

であったが、現在は 70FBU である。 

・Kanyosha 郡の学校には水栓が設置されているところ

もあるが、稼働していない水栓が多いのが現状。水

栓が稼働していないのは、維持管理の予算が不足し

ているため。また、有力者からの要望によって

REGIDESO が公共水栓を止める場合もあるとのこと

（例えば、公共水栓は多くの人が集まるため、井戸

端会議のようになってしまい、隣接する住居の住民

はうるさいとの苦情を申し出る場合もあるとのこ

と）。 

・水栓の設置は公立学校を優先しているため、本校の

ように貧しい子供たちを受け入れている私立学校は

水栓の設置は後回しになるとのこと。 

・この地域の問題点は安全な飲料水が不足しているこ

と、共同水栓の数が少ないこと。そのため、雨水、

タンガニーカ湖の湖水、Mugere 川の水を、飲料水、

洗濯用水、食器洗い用水等に利用せざるを得ず、コ

レラに罹患することもあるとのこと。 

・その他の汚染として、タンガニーカ湖の汚染が挙げ

られる。例えば、地元住民は牛等の家畜や犬が死ん

だ場合は、湖に流している。 

民間の診療施設 

Nyabugete 

地区内にある 

聞き取り ・施設内には水栓がある。 
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公立の診療施設 

Nyabugete 

地区内にある 

聞き取り ・ここの施設では医師１名、看護士２名が勤務してい

る。 

・患者数は日に 50～60 人。公立のため、診療代は 5 歳

以下の子供と妊婦に限り無料。 

・施設内に水栓がある。ただし、１日の給水時間は１

時間のみである。そのため、30 リットルの水が入る

容器に水を貯めておく。 

・診療施設に十分に安全な水が供給されないと困る。 

・Ruziba にある民間の診療施設には水栓が無いとのこ

と、 

 

（2） 自然環境 

 1） 地形 

プロジェクトサイトである Kanyosha 郡は、東側の山地からタンガニーカ湖に流れ込む、

Kanyosha 川、Kizingwe 川、Mugere 川の流域に広がり、山地から湖への緩やかな傾斜面に立地し

ている。 

既存資料によれば、2005 年の「ブ」国の森林面積割合は約 5％であると報告されており、Kanyosha

郡の山麓側を目視確認しても、家屋が点在し、その周りは畑作地に開墾されていることが見受け

られる。 

 2） 土壌浸食 

前述したように、湖に流入する河川流域の森林面積割合が低く土壌浸食が進んでいる。そのた

め、雨期はブジュンブラ市内他で冠水被害が出るようである。現地踏査の結果、前述の Kanyosha

川、Kizingwe 川、Mugere 川では、大雨で河岸が浸食された跡地も見受けられた。 

土壌浸食を防止するため、「ブ」国は植林にも力を入れている。現地踏査の際には、

Kizingwe-Bihara の国道 3 号線沿道に、Kizingwe-Bihara 地区の山側に位置する GISOVU 地域の山

地において、農業生産と植林活動を両立させるためのプロジェクトが実施されている旨記された

看板が見受けられた（ DEVELOPPEMENT WORK OF AGRO-FORESTY ）。 

 3） 気象 

統計資料によれば、2006 年の年平均気温は 24.9℃。最高気温は 35.5℃。最低気温は 14.4℃であ

る。1994～2000 年の年平均気温の平均は 23.9℃であるのに対し、2001～2006 年の年平均気温の平

均は 24.7℃と近年は気温が上昇傾向にある。 

2006 年の年降水量は 1,041mm。降水のパターンは 10 月から 5 月までが雨が多く、4 月から 7

月は少ない。 

 4） 国立公園、保護区の設定状況 

プロジェクトサイトの中には、国立公園や保護区は設定されていない。 
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 5） 動植物の種数及び生息生育状況 

既存資料によれば、タンガニーカ湖には 2,000 種以上の動植物が生息、生育していると報告さ

れ、その中の 600 種以上は固有種である。 

動植物の生息生育状況についてみると、タンガニーカ湖の湖岸域の浅場にはカバが生息、流入

する河川の中にはワニが生息している場所があるとのことである。今回の現地踏査中には、湖岸

においてカバが目視確認された。 

既存資料によれば、タンガニーカ湖に流入する栄養分の増加によって、湖の富栄養化が進行し

つつあるようである。しかしながら、今回の現地踏査中において、湖岸に接近できた範囲をみる

限りでは、富栄養化の指標となるホテイアオイ類は観察されなかった。 

 6） タンガニーカ湖の水位 

既存資料によれば、タンガニーカ湖の水位変動値は季節間で約 1.5m とされている。また、湖の

水位は 1960 年代に比較して約 2ｍ低下し、その原因として、①気候変動による降水量の減少、②

地殻変動により湖の面積が広がっていることが挙げられている。 

（3） 環境汚染 

 1） タンガニーカ湖の環境問題 

既存資料によれば、タンガニーカ湖が抱える 3 つの問題は、①水質汚染（Pollution）、②河川か

ら流出する砂泥の堆積（Sedimentation）、③漁獲過剰または不適切な漁具による漁獲（Over-fishing 

or fishing with destructive gears）であるとされている。 

水質の現況について、水・環境・国土整備・都市計画省の水局長によれば、湖岸域の数地点で

は大腸菌が検出されており水浴には適していない地点もあるが、湖岸から 1.5Km 離れた地点では

良好な水質を示し、REGIDESO の取水口がある水域は特に問題はないとのことであった。（提供

いただいた水質モニタリングデータは収集資料参照）。 

 2） Kanyosha 郡の環境問題 

REGIDESO からの聞き取りによれば、Kanyosha 郡の環境問題は、生活排水等が無処理のため水

質汚染が進んでいること、また、廃棄物（ゴミ）をいかに適切に処理するかが課題であるとのこ

とであった。 

また、SETEMU（ブジュンブラ市技術サービス）からの聞き取りによれば、同組織はブジュン

ブラ市域の下水処理と廃棄物処理を担当する組織であるとのことである。ブジュンブラ市の下水

処理池は空港近くの Buterere 郡にあるが、Kanyosha 郡間の下水管の接続はなされていないとのこ

とである。Kanyosha 郡の家屋では septic tank（腐敗層）が使用され、定期的にバキュームカーで

汲み取り、Buterere 郡にある下水処理池へ搬入するようである。また、一般廃棄物については、

民間業者が収集し Buterere 郡内に廃棄しているが、2013 年から 10 年に渡るオランダ政府支援の

プロジェクトにおいて、医療廃棄物の適正処理も視野に入れた管理型埋め立て処分場を Bubanza

県のモジンダに計画しているとのことである。 

なお、SETEMU の部長によれば、給水施設の拡張計画は Kanyosha 郡に対する給水量の増加を

意味し、このことは、生活雑排水を含む下水の増加にもつながることから、REGIDESO 側が
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SETEMU 側に相応の料金を負担することを期待しているとのことであった。 

3-2-2 プロジェクト実施による環境・社会面への影響（スコーピング） 

（1） 要請内容 

本要請内容において、上位目標は「ブジュンブラ市近郊における給水サービスへのアクセス、

質と信頼性が向上する」、プロジェクト目標は「Kanyosha 郡にて、十分かつ安全な飲料水が住民

に供給される」、成果は「対象地区にて必要な給水施設が建設される」とされており、これらを達

成するための要請内容は、下表のとおりである。 

表 3-14 要請内容 

名称 ブジュンブラ市内給水施設拡充計画準備調査（その１） 

プロジェクトサイト プジュンブラ市 

Kanyosha 郡 

活動内容 ・ポンプ場（2 箇所） 

・配水池（2 池） 

・送水管（11km） 

・配水管（計 25km） 

投入計画 ・施設建設、土木工事、ソフトコンポーネント、等。 

裨益人口 ブジュンブラ市 Kanyosha 郡の 63,000 人（2012 年見込み） 

 

（2） 想定されるマイナス面の影響項目 

ブジュンブラ市内給水施設拡充計画が実施される場合のマイナス面の環境・社会影響について、

下表 3-15 に整理した。 

施設建設工事中は、重大ではないものの、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、廃棄物、騒音の発

生や、交通事故のリスクの増加、交通渋滞の発生の増加等といったマイナス面の影響が想定され

るが、対策の実施によって影響を緩和することが可能であると考えられる。同様に、施設の供用

後も対策の実施によって影響を緩和することが可能であると考えられる。 

下表における影響の程度は、A ： 重大な影響が想定されるため慎重な配慮が必要。 B ： A

に比較して影響は小さいことが想定されるものの配慮が必要。C： 影響の程度は現時点では不明、

空欄：現時点ではマイナス面の影響は想定されない、ことを意味している。 



 

3-17 

表 3-15 要請されている活動の実施により想定されるマイナス面の影響一覧表 

環境項目 着眼点 想定されるマイナス面の影響 

影響

の程

度※ 

環境汚染    

1.大気汚染 ・ 施設の建設中の工事車

両稼動による大気汚染

物質の排出 

・ ポンプ場、配水池の施設建設中、送水管、

配水管の埋設工事中は、工事用重機・車

両の稼動に伴い、大気汚染物質の増加が

考えられる。 

B 

2.水質汚染 ・ 施設の建設中の生コン

クリートからの排水 

・ 給水量増加に伴う生活

雑排水の増加による河

川の水質汚濁 

・ 施設建設中は、適切な排水処理がなされ

ない場合、生コンクリート等からの排水

が河川に流入することが考えられる。 

・ 供用段階では、給水量増加に伴う生活雑

排水の増加による河川の水質汚濁が考え

られる。 

B 

3.土壌汚染 ・ 土壌汚染の可能性の有

無 

 

・ 施設建設中は、整備不良の工事用重機・

車両を使用した場合、オイル漏れによる

土壌の汚染が考えられる。 

B 

4.廃棄物 ・ 施設の建設にともなう

建設廃材の発生 

・ 施設供用後の汚泥の発

生 

・ 施設建設中は、適切な廃棄物管理がなさ

れない場合、建設廃材や作業員の排出ゴ

ミが散乱することが考えられる。 

・ 供用段階では、浄水過程で発生する汚泥

の発生量が増加する可能性もある。 

B 

5.騒音・振動 ・ 工事用重機・車両稼動

による騒音・振動の発

生 

・ 施設建設中は、工事用重機・車両の稼動

にともなう騒音・振動の発生が考えられ

る。 

B 

6.地盤沈下 ・ 施設の立地にともなう

地盤沈下 

・ 想定される給水施設拡充計画は、タンガ

ニーカ湖の水を利用するもので、地下水

の汲み上げは想定していない。したがっ

て、地盤沈下は生じないと考えられる。 

 

7.悪臭 ・ 工事用重機・車両から

の排ガスの発生 

・ 施設建設中は、工事用重機・車両からの

排ガスによる悪臭の発生が考えられる。 
B 

8.底質 ・ 濁水の流出による河川

底質への影響 

・ 供用段階では、給水量増加に伴う生活雑

排水の増加による河川の水質汚濁が考え

られる。それにともない、河川底質へ影

響を及ぼすことが考えられる。 

B 

社会環境    
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環境項目 着眼点 想定されるマイナス面の影響 

影響

の程

度※ 

9.非自発的住民

移転 

・ 施設建設（ポンプ場、

配水池）及び送水管、

配水管の埋設工事によ

る非自発的住民移転の

有無 

・ 提案されている施設建設候補地におい

て、非自発的住民移転はない。また、送

水管、配水管は道路の下の埋設を想定し

ているため、非自発的住民移転はない。 

 

10.雇用や生計

手段等の地域

経済 

・ 既存の経済活動、生計

手段への影響 

・ 送水管、配水管は道路の下の埋設を想定

している。想定されている複数の埋設ル

ート候補を現地踏査した結果、移転が必

要となる家屋、商店、公共施設等は無い

と考えられる。 

・ 埋設ルートのひとつである国道 3 号線沿

線は、人口密集地であり市場、商店、野

菜や果実を販売する露天が多い場所があ

る。そのため、送水管、配水管の埋設工

事中は、露天で野菜や果実を販売する小

売業の人たちは一時的に販売場所を移動

する必要があることも考えられる。従っ

て、REGIDESO 側は工事前に地元に対し

て十分に説明を行い、小売業従事者の生

計にマイナス面の影響を及ぼさないよう

に配慮する必要がある。 

B 

11.土地利用や

地域資源利用 

・ 施設建設による土地利

用の変化 

・ ポンプ場は既存の REGIDESO の敷地内に

建設される。 

・ 配水池建設候補地は、1 箇所が畑地、1 箇

所が民間の造成地であるが、現時点では

REGIDESO 側が用地を取得した書類は無

い。そのため、概略設計調査開始時には

再度確認する必要がある。 

C 

12.社会インフ

ラや地域の意

思決定機関等

の社会組織 

・ 施設建設によるコミュ

ニティ間の交通分断 

・ 送水管、配水管布設工事中は一時的に住

民の移動が不便になることも考えられる

が、工事後はコミュニティ間の交通手段

の分断は生じない。 

B 
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環境項目 着眼点 想定されるマイナス面の影響 

影響

の程

度※ 

13.既存の社会

インフラや社

会サービス 

・ 学校、病院、宗教施設

等の有無 

・ 送水管、配水管布設を国道 3 号線にした

場合、沿道には学校、診療施設、宗教施

設等がある場所もあるため、このような

場所では工事中の移動が不便にならない

ように仮設の渡し板を設置するなどの配

慮が必要である。 

B 

14.貧困層・先住

民族・少数民族 

・ 施設建設による貧困層

や先住民族への影響の

有無 

・ 聞き取りによれば、Kanyosha 郡において

は、各民族が混在し平和に暮らしている。

従って、施設建設による貧困層や少数民

族に対するマイナス面の影響は考えにく

い。 

・ 給水施設拡充計画は、給水量の不足状態

におかれている Kanyosha 郡の人たちの暮

らしを改善するものである。また、共同

水栓の拡充を図ることによって、貧困層

や少数民族の人たちの暮らしの改善につ

ながると考えられる。 

 

15.便益と被害

の偏在 

・ 施設建設による不均衡

発生の可能性 

・ 想定される給水施設拡充計画の実施によ

り、Kanyosha 郡の住民のみならず、ブジ

ュンブラ市民は便益を受けられることに

なる。従って、施設建設による不均衡発

生の可能性は無い。 

 

16.地域内の利

害の対立 

・ 施設建設に伴う利害の

対立の可能性の有無 

・ 今回の調査期間内では、給水施設の拡充

を望む声が強く、計画に反対する声や、

地域内の利害対立の可能性に関する情報

は得られなかった。 

・ 一方、配水池建設候補地の一つは民間の

造成地であるが、現時点では REGIDESO

側が想定する区画は、造成事業を行う家

族内の対立のため、REGIDESO 側が用地

を取得できた旨の書類は無い。そのため、

概略設計調査開始時には再度確認する必

要がある。 

C 

17.文化的遺産

等 

・ プロジェクトサイト候

補地における遺跡・文

化財の有無 

・ プロジェクトサイトには遺跡・文化財は

無い。  
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環境項目 着眼点 想定されるマイナス面の影響 

影響

の程

度※ 

18.水利用、水利

権・入会権等 

・ 湖からの原水取水に伴

う水利用の競合 

・ 現時点ではマイナス面の影響は想定され

ないが、タンガニーカ湖には関係 4 か国

間でタンガニーカ湖持続的管理協定が結

ばれているため、REGIDESO 側は計画段

階においてタンガニーカ湖持続的管理委

員会の事務局（ブジュンブラ市にある）

を訪問し、情報を共有する必要があると

考えられる。 

C 

19.公衆衛生 ・ 施設建設中の作業員の

増加にともなう、衛生

環境悪化の可能性の有

無 

・ 施設建設中、建設現場に仮設トイレの設

置や適正に廃棄物（ゴミ）処理がなされ

ない場合、周辺の衛生環境が悪化するこ

とが考えられる。 

B 

20.災害ﾘｽｸ、感

染症等 

・ 施設建設中による災害

リスク等の増加の有無 

・ 施設建設中は、工事にともなう労働災害

のリスクが増加する可能性がある。また、

建設工事作業員の増加に伴い、感染症の

リスクが増加する可能性もある。従って、

REGIDESO 側はこれらのリスクを回避す

るための方策を工事実施業者と共に検討

する必要があると考えられる。 

B 

21.ジェンダー ・ ジェンダー格差の発生

の可能性の有無 

・ 給水施設拡充計画は女性の水運搬の軽減

に資するものであり、現段階ではマイナ

ス面の影響は想定されない。 

 

22.子どもの権

利 

・ 子どもにとって不利益

な事案の発生の有無 

・ 現時点では不明であるが、送水管、配水

管布設工事中は、穴掘り等の土工作業が

増えることが想定されるため、

REGIDESO 側は子どもが労働力として作

業に関わらないように監視する必要があ

る。 

C 

自然環境    

23.地形・地質 ・ 地形・地質に及ぼす影

響 

・ 大規模な地形の改変はないため、マイナ

ス面の影響は想定されない。 
 

24.土壌浸食 ・ 施設建設中の土壌流出

の可能性の有無 

・ 配水池の立地環境は傾斜地であること、

工事にともなう掘削が想定されるため、

降雨時は土壌流出の可能性がある。従っ

て、掘削面の保護と、周辺の土壌浸食防

止策を検討する必要がある。 

B 
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環境項目 着眼点 想定されるマイナス面の影響 

影響

の程

度※ 

25.地下水 ・ 地下水の利用の有無 ・ 浄水場の原水はタンガニーカ湖からの取

水であり地下水は利用しないため、影響

はない。 

 

26.湖沼環境 ・ 取水にともなう湖沼環

境へ及ぼす影響の有無 

・ 現時点ではマイナス面の影響は想定され

ないが、タンガニーカ湖には関係 4 か国

間でタンガニーカ湖持続的管理協定が結

ばれているため、REGIDESO 側は計画段

階においてタンガニーカ湖持続的管理委

員会の事務局（ブジュンブラ市にある）

を訪問し、情報を共有する必要があると

考えられる。 

C 

27.保護区 ・ 国立公園、自然環境保

護区の有無 

・ 国立公園、自然環境保護区は無い。 

 

28.動植物・生物

の多様性・生態

系 

・ 動植物の生息生育環境

に及ぼす影響の有無 

・ 現地踏査の結果、プロジェクトサイト候

補地（ポンプ場、配水池）は、既存の

REGIDESO の施設、及び畑地・造成地で

あり動植物の生息生育環境として重要な

場ではないと判断される。 

 

29.景観 ・ 施設の立地に伴う景観

の変化 

・ 配水池の建設は、畑地環境が人工物に代

わることを意味する。従って、土壌浸食

防止策及び周辺環境との一体感を図るた

めに、施設周囲の緑化を検討する。 

B 

その他    

30.交通事故等 ・ 工事車両稼動による交

通事故の発生 

・ 工事に伴う渋滞の発生 

・ ポンプ場、配水池の施設建設中、送水管、

配水管の埋設工事中は、工事用重機・車

両の稼動に伴い、交通事故発生のリスク

が増加する。特に、送水管、配水管の埋

設工事が国道 3 号線で行われる場合は、

人口密集地であることから、地元住民、

学校等への事前の工事計画説明、警察と

の協議、適切な作業計画の立案、工事中

の交通誘導員の配置による交通事故の防

止及び渋滞の緩和を図る必要がある。 

B 
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環境項目 着眼点 想定されるマイナス面の影響 

影響

の程

度※ 

31.地球温暖化 ・ 施設の供用に伴う CO2

排出 

・ ポンプ場の供用により電力使用量は増加

するため CO2 排出量は増加することにな

るが、ポンプ場は大規模なものではない

ため重大な影響は想定されない。 

 

※ 現段階で想定されるマイナス面の影響の程度 

   A:重大な影響が想定されるため慎重な配慮が必要。 

 B:上記 A に比較して影響は小さいことが想定されるものの配慮が必要。 

    C:影響の程度は現時点では不明。 

空欄：現時点ではマイナス面の影響は想定されない。 

 

3-3 環境社会配慮事項 

3-3-1 環境認可の前提条件について 

（1） REGIDESO 側は水・環境・国土整備・都市計画省の環境総局に環境影響評価レポートを提出し、

許可を得る。 

水・環境・国土整備・都市計画省の環境総局において、給水プロジェクト（ポンプ場、配水池、

送配水管網の建設）の場合、「ブ」国の環境影響評価制度に基づくと、どのようなカテゴリーにな

るか確認した。 

その結果、「ブ」国の環境法では、カテゴリーＡ（環境影響評価を必要とする事業）とカテゴリ

ーB（環境影響評価を必要としない事業）の２つにカテゴリーが分類されているが、給水プロジ

ェクトの場合は、環境影響評価を必要とするカテゴリーＡに相当するとのことである。EIA 報告

書はフランス語で記し、REGIDESO 側は 3 部提出することになる。その後、環境総局は審査を行

い、通常１～２か月後に許可が出されるとのことである。 

（2） 配水池施設の建設用地の取得状況を確認する 

REGIDESO に対する質問票の回答では、配水池の建設に必要な用地は既に取得済みであり、そ

の事実を示す書類を提出するとのことであった。 

しかしながら、その後行った現地踏査の際に、土地の所有者に偶然話を聞くことができた。そ

れによれば、この土地はベルギーの統治以前から、SEBATUTSI ファミリーの土地であり、所有者

の死去に伴い、現在は息子である Mr. FRANCIS NGARUKO が土地の管理者となっているとのこ

とである。この土地は、宅地用として区画整備が進み、販売される予定であるが、ファミリー内

の事情により現在保留になっている。 

現時点では REGIDESO 側が用地を取得した旨の書類は無いため、概略設計調査開始時には再度

確認する必要がある。 
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3-3-2 準備調査（概略設計調査）への提言 

（1） 対象地域の自然環境・社会環境に関する基礎情報の整理・分析 

準備調査（その１）では、対象地域の自然環境・社会環境の概要を可能な限り整理すること及

び最終裨益者である地元住民（水利用者）の生の声を可能な限り把握することを念頭におき調査

を行った。 

そこで、概略設計調査では、地元の情報に精通するコンサルタントに再委託し、より詳細な情

報を収集・整理する必要がある。収集した情報に基づくレポートは英文で作成してもらうことと

し、これら作業の管理及びレポートのチェックのため環境社会配慮団員の参画が必要となる。 

（2） 関係者との意見交換会の継続開催の支援 

REGIDESO からの回答によれば、REGIDESO 側は、Kanyosha 郡を対象とした給水プロジェク

トについて、ステークホルダーミーティングや地域住民を対象としたコンサルテーションミーテ

ィングを開催しており、今後も継続して実施するとのことである。 

そこで、概略設計調査では、ステークホルダーミーティング、コンサルテーションミーティン

グ等の意見交換会の開催を側面から支援する必要がある。 

また、SETEMU の部長によれば、給水施設の拡張計画は Kanyosha 郡に対する給水量の増加を

意味し、このことは、生活雑排水を含む下水の増加にもつながることから、REGIDESO 側が

SETEMU 側に相応の料金を負担することを期待しているとのことであった。従って、REGIDESO

側に SETEMU 等の関係機関との意見交換会の開催を提案する必要がある。 

（3） 貧困層に配慮した共同水栓利用計画の検討 

REGIDESO からの聞き取りによれば、裨益対象である Kanyosha 郡に暮らす住民の生活レベル

は、Middle Standard クラスと Low Standard クラスに分けられるとのことである。前者の Middle 

Standard クラスは給水拡充計画が実現した場合、水道への個別接続を行うことが想定される。一

方で、後者の Low Standard クラスは、直ぐには個別接続を行える状況にあるとは考えにくく、当

面は共同水栓に頼らざるを得ないことが考えられる。 

そこで、本要請計画が無償資金協力である以上、概略設計調査では、貧困層の暮らしの向上に

つながる共同水栓の効果的な利用計画（設置場所、維持管理方法、水利用者組合の設置による運

営方法の紹介）を検討することも必要であると考えられる。 
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第4章 無償資金協力にかかる要請内容の妥当性 

4-1 協力内容スクリーニングの結果 

4-1-1 プロジェクトの目的 

Kanyosha 郡にて、必要な給水施設が建設されることにより、十分かつ安全な飲料水が住民に提供

されることである。 

4-1-2 プロジェクトの必要性、妥当性及び緊急性 

（1） プロジェクトの妥当性 

 1） 当該国における水セクターの開発実績（現状）と課題 

「ブ」国は首都ブジュンブラにおける投資を原動力に、近年 3-5%と順調な経済成長を達成して

いるが、これにより首都への労働人口の流入が急激に進んでいる。首都ブジュンブラの給水は

REGIDESO によって実施されており、給水率は 87％あるが、「ブ」国の主要な都市部の給水率は

83％（2009 年）であった。特に首都圏南部では上水道が未整備であり、コレラ等水に起因する疾

病の発生も見られることから、給水施設の改善が喫緊の課題となっている。一方、地方村落では

都市部に比べ水道整備は遅れている。2009 年の給水率は 55％であった。世銀、AfDB、GIZ（KfW）

などのドナーだけでなく、REGIDESO の独自予算を用いて、上水道整備を行っている。2011～2015

年のドナーにより支援額（確定、交渉中）は、65.6 百万 US ドル、また、「ブ」国による投資額は、

11 百万 US ドル/年に達するという状況である。 

 2） 当該国における水セクターの開発政策と本事業の位置づけ及び必要性 

「ブ」国第二期貧困削減戦略ペーパーにおいては、「公共サービスへのアクセス改善と社会連帯

の強化」が重点課題の一つに位置付けられている。水に起因する疾病予防の観点から、安全な水

の供給は同課題の柱の一つとされ、「ブ」国政府は、貧困層を巻き込みつつ、持続的なサービス提

供の実現を図るとしている。 

 3） 水セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国は対「ブ」国援助重点分野「基礎生活環境の改善」の下、基礎インフラ整備を通じた社

会経済活動の活性化を目的として「経済基盤整備プログラム」を実施している。これまで水セク

ターへの支援実績は無いものの、都市部における給水施設整備が経済活性化につながるという観

点から、本案件を同プログラムに位置付けている。なお本事業は TICAD IV において取り組みが

表明された｢水関連インフラ｣、｢水と衛生｣に貢献するものである。 

 4） Kanyosha 郡に関して 

Kanyosha 郡は、1993 年から 2005 年にかけて発生した民族紛争・内戦によって地方から避難し

てきた住民が居住している。ブジュンブラ市内において貧困層が多く居住する地域でもある。民

族紛争・内戦によって発生した国内避難民への支援また、貧困削減への支援を実施することは、

非常に重要であると位置づけられる。また、Kanyosha 郡は、ブジュンブラ市の郡の中で最も人口

が多いが、水道普及率は 68%で市内全域の 87％と比べると小さく水道整備が遅れている地域であ
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る。 

（2） 給水施設の建設・改修の妥当性 

本プロジェクトの対象とする Kanyosha 郡では、北部、南部に比べて劣悪な給水状況にあり、各

戸接続を受けている場合でも週 2－3 日程度の制限給水となっている。配水されない地域では、タ

ンガニーカ湖や湧水、浅井戸の水を飲用としており、衛生上の問題を抱える。また、近場に水が

ない場合は既存の共同水栓まで水汲みが必要であり、給水状況の改善が望まれていた。本プロジ

ェクトでは新たに配水池を新設するとともに既存浄水場から送水する事となっており、これによ

り安全な水を安定的に給水することが可能となるため、妥当であると判断される。 

4-1-3 プロジェクトの実施体制 

先方政府の実施体制は以下のとおりである。 

管轄官庁：エネルギー・鉱山省 

実施機関：REGIDESO 

 

エネルギー・鉱山省や REGIDESO は、世界銀行、アフリカ開発銀行などの水道分野におけるイン

フラ整備や能力強化に関する支援を受けるなど、多くの実績を有する。 

また、エネルギー・鉱山省や REGIDESO は、共に GIZ の支援を受けて水政策に関する方針を策定

している。このような経験を有しているエネルギー・鉱山省および REGIDESO は、十分な実施能力

を兼ね備えていると判断できる。 

4-1-4 プロジェクトに期待される成果 

Kanyosha 郡にて、必要な給水施設が建設される。 

4-2 協力内容スコーピングの結果 

4-2-1 適切な協力内容、規模及び範囲の検討 

（1） 計画対象地域 

首都ブジュンブラ市の中で給水の遅れた南部 Kanosha 郡を対象地域とすることは妥当と判断さ

れる。 

（2） 計画目標年次 

要請書では AfDB の F/S に基づき 2030 年を計画年としていた。無償資金協力事業では一般的に

建設終了後 3 年を目途に評価が行われ、計画年としている。緊急性を考慮すると 2020 年が妥当と

考えられる。よって、本プロジェクトでは 2020 年を計画年とし、日本側の協力を以下とする。但

し、将来的な拡張に多額の費用が必要な施設である送配水管に関しては、2030 年を計画年とする。 

（3） 計画給水区人口 

2020 年： 107,564 人 

2030 年： 142,107 人 

 



 

4-3 

（4） 給水原単位 

REGIDESO の計画基準に基づき、2008 年に実施された世銀 M/P では、戸別接続は 80 L/人/日、

共同水栓は 15 L/人/日としている。一方、AfDB の F/S では 120 L/人/日、共同水栓は 10 L/人/日と

している。現況から、戸別接続は 120 L/人/日、共同水栓は 15 L/人/日が適切ではないかと想定す

る。概略設計調査で詳細な水使用量を調査し、その妥当性を検証する必要がある。 

（5） 協力の範囲 

主要な施設の概要を表 4-1 に示す。 

表 4-1 主要施設の概要 

 目標年次 仕様 

送水ポンプ場（於：浄水場 SP2） 2020 年 Q=288 m3/s、H=1,21.2 m 

送水ポンプ場（於：Kanyosha 低部配水池） 2020 年 Q=29.6 m3/s、H=99.2 m 

Kanyosya 低部配水池 2020 年 5,000 m3 

Kanyosya 高部配水池 2020 年 1,500 m3 

送水管（SP2-Kanyosha 低部配水池） 2030 年 φ600、L=9.1 km 

送水管（Kanyosya 低部配水池～Kanyosya 高部配水池） 2030 年 φ250、L=1.9 km 

配水管（世銀計画に基づく） 2030 年 φ150-500、L=31.5 km 

 

（6） 相手側政府負担 

・ 給水管の布設、水道メーターの設置と接続 

・ 共同水栓の設置、水道メーターの設置、管理組合の発足支援 

 

接続に関する工事を全て「ブ」国側にすると、仮に予算執行が遅れた場合、プロジェクト終了

時から便益が発生するまでにある程度の期間を要することとなる。そのため、一部は日本側で実

施することも検討することが必要である。例えば、給水管及びメーターなどを日本側の調達とす

ると「ODA を活用した中小企業等の海外展開支援」の一助にもなる。 

4-2-2 技術支援計画の検討 

REGIDESO の施設の運転・維持管理は水道部で実施している。特に本プロジェクトで建設する送

水ポンプ場及び送配水管の運転・維持管理は施工業者による初期運転指導に加えてソフトコンポーネ

ントの導入が必要であろう。 

4-2-3 技術協力プロジェクトとの連携 

漏水削減 

REGIDESO は、2008 年に 46%だった漏水率を 2020 年には 26%まで削減することを目標としてい

る。この数値を用いて、水の需給バランスの検討を実施している。世銀プロジェクトでは、4 地域の

パイロット地区を DMA 地区として給水を行っている。この地区では、漏水調査、水道メーター更新、

夜間最少流量調査等を行い、手法について技術移転を行ってきた。その結果、パイロットエリアでは、

46%から 39%まで漏水率が小さくなったと報告されている。しかし、世銀による技術支援の期間が短

く、また、十分な内容ではないことが、使用した漏水探査機器と職員へのインタビューから推察され
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る。 

REGIDESO に供与された漏水調査機器は、スイスの漏水調査機器（MIKRON）3 機であり、金属管

に適した漏水調査機器である。現在、1 台使用不可の状態であり、2 台で漏水調査を実施している。

市内に埋設されている配水管の多くは、PVC 管が使用されている。経験のない職員にとって、金属

管用漏水探知器を使用して PVC 管の漏水個所を発見することは非常に難しい。金属管用漏水探知器

を用いて金属管の漏水調査を実施しても、漏水音を耳で聞き分けるためには、長年の経験と調査技術

手法が必要なものである。世銀の研修を受講した技能職 6 名は、経験が浅いこともあり漏水調査にお

いても漏水音とその他の音を聞き分け出来ない状況である。 

漏水調査は、漏水量を削減していくために継続して実施する必要がある。そのための漏水調査計画

書を作成して効率の良い漏水調査を実施する必要がある。また、配水管種に合った漏水調査機器を使

用することが必要である。REGIDESO の漏水調査組織は、2012 年 9 月 25 日に設立されたばかりであ

り、同年 11 月より漏水調査が開始された。このような背景のもと、本件で建設される施設が効率的

に機能するためには、漏水率の削減は必須であることから、漏水削減に寄与する技術協力プロジェク

トは必要である。 

GIS データ管理 

GIS 部門の職員は現在 2 名で、WB によって 1 週間の研修を受けた後、データ入力を実施している。

現時点では 2000 年までのデータが入力され、引き続き入力作業を行っている。但し、地形図と入力

した管路位置にずれが生じており修正が必要である。また、各管路の属性データについては未入力で、

今後行う予定としている。その後、適切に入力したかどうかの検証を行い最終化する予定である。し

かしながら、1 週間程度の研修のため、高度に GIS を活用する上で必ずしも十分とは言えない。その

ため、効率的に入力する方法や解析手法を把握しておらず、試行錯誤しながら作業を進めている状況

である。水道事業を運営する中で、GIS 情報は重要である。管路情報、属性情報、顧客情報等を入力

することにより業務効率を向上させることが可能で、また市民への PR 活動にも活用できる。無収水

率を削減する上で重要となる。 

徴収率向上 

徴収率の向上は、水道事業者としての経営状況を安定させるためには、非常に重要である。現在、

一般家庭における徴収率は 73％である。政府機関、市町村の機関はほぼ 0 である。徴収率を改善す

るため、メーター交換時にプリペイド方式水道メーターの設置が検討されている。プリペイド方式水

道メーターを導入するまでにしばらく時間を要することが想定されている。そのため、まずは、水道

料金の徴収率を向上させるための PR 活動が必要であると考えられる。さらに効率的に情報管理し徴

収率を向上させるためには、職員の人材育成研修、遠隔操作検針の導入、情報システム改善、請求書

発行のソフトの更新、移動手段の検討などが考えられる。 

人材育成 

5 年ごとに定年の 60 歳に達する REGIDESO の職員数は表 4-2 の通りである。2020 年までに現在の

職員の 2 割の職員が定年を迎える。しかし、技術の継承を目的とした研修は、計画されていない。研

修は常に他国のドナーによって実施されていた。そのため、REGIDESO 自身が研修を実施できるよ

うな体制作り、また、研修を実施するためのノウハウを保有する必要がある。職員自体の技術的ノウ
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ハウの向上と教える側としてのノウハウを支援することが必要である。 

表 4-2 60 歳に達する REGIDESO 職員数 

年 職員数 

2015 年まで 77 人 

2016-2020 年 181 人 

2021-2025 年 231 人 

2026-2030 年 217 人 

2031-2035 年 190 人 

2036-2040 年 200 人 

2041-2045 年 137 人 

2046-2050 年 25 人 

2051-2055 年 7 人 

 

浄水場運営 

REGIDESO の多くの職員は、ブジュンブラ市の浄水能力を世銀プロジェクト実施前は 66,000m
3
/日、

プロジェクト実施後は 96,000m
3
/日と認識していた。ところが、世銀 M/P から、浄水能力は実施前に

は 111,500m
3
/日、実施後には 144,500m

3
/日であることがわかった。REGIDESO 側は、これまでの認識

を誤りと認めている。同時に実際に最大浄水能力を把握したいという要望があった。ろ過速度に関す

る認識もあいまいである。問題が発生した場合の対応等も考えると、浄水場の運営における能力向上

は必要である。 

4-3 協力準備調査（概略設計）に際し留意すべき事項等 

4-3-1 協力準備調査（概略設計）の進め方 

・ 国内準備作業において、既存入手資料の精査を行い、施設設計の問題点を整理する。 

・ エネルギー・鉱山省、REGIDESO は日本の無償資金協力援助には不慣れなため、協議の中で丁寧

に全体の流れを説明する。 

・ 要請内容を確認するとともに、計画年次等諸元の合意を得る。 

・ 多くの資器材が輸入品となるため、第 3 国調達先についての情報を把握しておく。 

・ REGIDESO 側から、各種諸元の決め方、設計の進め方等を職員と一緒に実施し、職員の育成に寄

与して欲しい旨、要望されている。どのような取組みができるかと協議する。 

4-3-2 協力準備調査（概略設計）に際し留意すべき事項等 

（1） 上水道計画 

・ ブジュンブラ市への世銀等支援による将来計画をレビューし、南部ゾーンへの送水可能量を

確認する。 

・ オランダ ORIO による浄水場建設プロジェクトの協力内容を把握し、協調したプロジェクト

内容とする。 
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（2） 施設計画・設計 

・ 現在予定されている配水池の位置は渓谷に近いため、位置を再検討する。 

・ ブジュンブラ市では、電線や電話線は道路下に埋設している場合が多い。送配水管の設計に

あたっては、できるだけ情報を収集し、適切な配置を検討する。 

・ 上記の ORIO が建設する浄水場建設時に本プロジェクトの送水管と接続できるよう設計を

配慮する。 

・ 水道管は、Kanyosha 川、Kizingwe 川を横断する必要がある。設計時には、REGIDESO が容

易に保守できるよう配慮する。 

 

（3） 運営・維持管理 

・ 世銀プロジェクトでは SCADA システムを導入し、流量調整や配水池の水量管理を行うこと

としている。データは、無線で送信される計画となっている。本プロジェクトの施設も

SCADA システムで管理されることになる。そのため、SCADA システムへのデータ送信を

考慮した施設計画とする。 

 

（4） 社会条件調査 

・ 配水管を新設し、REGIDESO が各戸接続や公共水栓による水道サービスを提供する。住民

調査によって、世帯収入および 1 世帯あたりの人数を確認し、支払い意思額や想定される水

使用量を確認する。 

・ 支払い意思額によって、各戸接続または公共水栓を中心としたサービスと居住区の区分を検

討する。 

・ 受益対象住民や施設近隣住民に対して社会・経済調査を行い、本プロジェクト実施上の社

会経済上の問題点と必要な配慮事項を明らかにする。 

・ 経済状況および支払い意思額調査によって、各戸接続または公共水栓を中心としたサービ

スと居住区の区分を検討する。 

 

（5） 環境社会配慮 

準備調査（概略設計調査）に向けた環境社会配慮団員の TOR（案）は下記のとおり。 

 1） 基本事項の認識（タンガニーカ湖が抱える環境問題の認識） 

タンガニーカ湖が抱える３つの問題は、①水質汚染（Pollution）、②河川から流出する砂泥の堆

積（Sedimentation）、③漁獲過剰または不適切な漁具による漁獲（Over-fishing or fishing with 

destructive gears）であるとされている。 

「ブ」国のブジュンブラは、タンガニーカ湖に面する国々の都市の中でみると、人口規模が最

も大きな都市である。また、ブルンジは隣国のコンゴ民に比較して湖岸域に多くの住民が住んで

いるため、「ブ」国の湖岸域はコンゴ国の湖岸域に比較して水質汚染が進んでいると言われている。 

従って、タンガニーカ湖に対する環境負荷を減少させるため、給水施設拡充計画策定にあたっ

ても、これらの基本事項を認識したうえで、湖の環境に配慮した給水施設拡充計画を提案する。 

 2） 環境法等の順守（ブルンジ国環境法、及びタンガニーカ湖持続的管理協定の順守） 

「ブ」国には環境法が定められ、事業実施段階には REGIDESO 側が環境影響評価を実施し、許
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可を得ることになっている。また、タンガニーカ湖には、タンガニーカ湖持続的管理協定が定め

られ、給水施設拡充計画策定にあたっても、湖の水質保全に配慮した計画づくりとすることが必

要である。 

従って、概略設計調査段階では、REGIDESO 側が行う環境影響評価時に必要となる詳細情報を

地元コンサルタントに委託することによって収集・整理・分析する。 

 3） 住民意見の吸い上げと計画への反映 

Kanyosha 郡からの回答によれば、裨益対象である Kanyosha 郡には、社会的弱者である少数民

族の Batwa 族（人口の約 1％と言われている）が Ruziba、Gisyo、Busoro-Nkenga の各地区で暮ら

しを営んでいるほか、HIV/AIDSによって親を亡くした子供たちを支援する団体が活動している。 

従って、これらの社会的弱者の声を聴き可能な限り計画に反映する。 

4-3-3 調査工程、要員構成 

（1） 調査工程 

本プロジェクトの概略設計調査の現地調査は、雨期が本格的に始まる前の 9 月～11 月には実施

されることが望ましい。 

一方、浄水場側送水ポンプ場の位置はほぼ確定しているものの、送水先の配水池 R Ka Bas（容

量 5,000m
3）の位置は調査段階での検討・協議により位置が変更されることが想定され、それに

伴い送配管ルートも要請内容に対して再検討が必要となる。結果として配水池・送配水に係る自

然条件調査に時間を要すると考えられるため、現地調査期間を約 3 か月として設定する。国内作

業には約 4 か月必要と考えられる。 

以上を考慮した工程計画を表 4-3 に示す。 

表 4-3 工程計画 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

国内作業

現地調査

国内作業

現地説明

最終報告書作成・提出

調査内容

2013年 2014年

 
 

（2） 要員構成 

概略設計に必要なコンサルタント団員の主たる担当分野、MM 及び業務概要は表 4-4 のように

考えられる。 
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表 4-4 担当分野と業務概要 

担当分野 
計画ＭＭ 

業務概要 
現地調査 国内作業 計 

1）業務主任/上水道計画 2.33 1.0 3.33 業務総括及び上水道計画 

2）水道施設計画・設計１ 2.33 1.0 3.33 
送配水システムの計画・設計、

配水池の設計、土質調査 

3）水道施設計画・設計２ 2.0 1.0 3.0 測量調査、送配水管の設計 

4) 水管橋設計 0.5 0.7 1.2 水管橋の設計 

5）機械設備 1.0 1.0 2.0 
送水ポンプ場（2 か所）の機械

設備設計 

6）電気設備 1.0 1.0 2.0 
送水ポンプ場（2 か所）の電気

設備、SCADA システムの設計 

7）公社運営維持管理 1.0 1.0 2.0 

公社水道分野の経営・運営維持

管理の分析、無収水対策等ソフ

トの計画 

8）社会条件調査/環境社会配慮 2.0 1.0 3.0 
対象地区住民の社会調査、環境

社会配慮調査の実施 

9）施工・調達計画/積算 1.0 2.0 3.0 
施工計画の策定、調達事情調

査、事業費の積算 

計 13.16 9.7 22.86  

 

概略設計調査における各団員の担当分野の主な内容は以下のとおりである。 

 1） 業務主任/上水道計画 

計画対象地域の都市計画の内容、社会状況を把握して、計画人口を検討し、水需要を推計する。

将来の水需要と既存の水道施設のバランスを検討し、技術的・経済的に最も適した上水道計画を

立案する。また、業務主任として概略設計調査全体を統括する。 

 2） 水道施設計画・設計１ 

取水、浄水場、配水池、送水ポンプ場等既存水道施設のレビューを行い、技術的・経済的に最

も適した送配水システムを立案する。送水ポンプ場、配水池、送配水管ルートを検討・計画する。

社会条件調査担当者とともに対象地区の給水状況の調査を行い、対象地区の給水状況改善に必要

な給水設備を立案する。 

 3） 水道施設計画・設計２ 

送配水ルートの測量調査を実施し、送水及び配水管路の設計を行う。送配水管については、水

理計算を行って、必要な管路の仕様を決定する。対象地区の既存配水管の状況調査も実施する。 

 4） 水管橋設計 

水道管が Kanyosha 川と Kizingwe 川を横断する。その際、水管橋によって河川を横断すること

が想定される。土質調査結果をもとに水管橋設計を実施する。 
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 5） 機械設備 

送水ポンプ機場の機械設備の設計を行う。既存ポンプ場のレビューを行い、運転・維持管理が

容易な設備設計を立案する。 

 6） 電気設備 

送水ポンプ機場の電気設備の設計を行う。世銀で導入される SCADA システムへの通信を考慮

した設計とする。 

 7） 公社運営維持管理 

公社水道部門の経営状態を分析する。水道施設計画・設計１とともに、本プロジェクトで建設

される施設の運営維持管理計画を立案する。また、本プロジェクトで想定する施設の運転・維持

管理及び無収水対策のソフトコンポーネント計画を立案する。 

 8） 社会条件調査/環境社会配慮 

4-3-2 (4)、(5)に示す調査を、REGIDESO 及び地元コンサルタント（再委託）と共に実施し報告

書を取りまとめる。 

 9） 施工・調達計画/積算 

送水ポンプ場、送配水管路、配水池等の施設建設における施工計画を策定する。現地及び第 3

国の資器材調達状況・価格を調査し、最適な事業費積算を行う。 

通訳 

現地での通訳（英語⇔仏語）は非常に少ない。そのため、案件が集中すると適切な通訳を雇用

することが難しい状況である。少なくとも 1 名の通訳（日本語⇔仏語）を団員として加える必要

がある。 

（3） 自然条件調査/社会条件調査 

 1） 測量調査 

概略設計を行うため、施設の計画予定地の調査を行う。測量調査は以下の内容が想定される。 

・配水池 平面測量 

 4,000m
2
 x 1 か所 

 2,000m
2
 x 1 か所 

・ポンプ場 平面測量 

 2,000m
2
 x 2 か所 

・送水管ルート 縦横断測量 

 送水ポンプ場（SP2）～Kanyosha 下部配水池 9.1 ㎞ 

 Kanyosha 下部配水池～Kanyosha 上部配水池 1.9 ㎞ 

・配水管ルート 路線測量 

 配水本管 31.5 ㎞ 

 

 2） 土質調査 

・配水池 2 か所 x 2 地点 

・ポンプ場 2 か所 x 2 地点 
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 3） 水質調査 

・水源及びろ過後 

 

 4） 社会条件調査 

対象地区の社会条件を調査する。調査項目は以下のとおりである。 

裨益対象地区の社会・経済条件を調査する。調査項目は以下の内容を想定する。 

 

・ 世帯構成 

・ 世帯収入、収入源 

・ 水利用状況：飲料水取得源、利用量、水取得に要する時間等 

・ 水利用に関する支出状況 

・ 衛生状況 

・ 家族の水系感染症の病歴 

・ 支払意志額 

 

施設近隣住民の社会・経済条件、プロジェクトに対する意思を調査する。調査項目は以下の内容

を想定する。 

・ 世帯構成 

・ 世帯収入、収入源 

・ 水利用状況：飲料水取得源、利用量、水取得に要する時間等 

・ 水利用に関する支出状況 

・ 本プロジェクトに対する理解及び協力意志 

・ 本プロジェクト実施に際しての社会環境上の要望 

・ 再取得価格調査（住民移転、用地取得が発生する場合） 

 

 5） 環境社会配慮調査 

本プロジェクトは、「ブ」国の環境法に照らし合わせるとカテゴリ A に分類され EIA を実施す

ることが求められている。本来ならば REGIDESO が実施すべきであるが、通常は外部委託してい

るとのことであり、また、本件に関して予算が準備されているかどうかについて確認されていな

いため、「ブ」国で要求される EIA の内容と JICA のガイドラインの要求事項を満足するレベルの

調査を本調査で実施する。 

（4） 再委託業者 

 1） 測量会社 

 2） 土質調査会社 

会社名：Geoscience & Civil Engineering 

担当者：Didi Didace 

 

 3） 水質調査 

REGIDESO の水質試験室が「ブ」国内で唯一の水質試験室である。分析可能な項目を表 2-34

に示す。 
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 4） 社会調査会社 

会社名：SODESA 

担当者：Victor Girukwishaka 
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A2-1 

主要面談者リスト 

 

エネルギー・鉱山省 (MEN: Ministère de l'Energie et des Mines) 

Mr. Hon. Côme MANIRAKIZA 大臣 

Ms. Justine NISUBIRE 次官 

Mr. Tite NIYONZIMA 給水・基礎衛生インフラ総局長 

 

給水給電公社 (REGIDESO: Régie de Production et de Distribution d'eau et d'électrcité) 

Dr. Ir. Pascal NDAYISHIMIYE 総裁 

Mr. Jean-Claude RUBATI 本部付き計画・投資管理課長 

Mr. Jean-Marie NDOKUMAGENGE 本部付き経営監督課長 

Mr. Login MUYUKU 総務財務部長 

Ms. Spéciose NUIMBERE 総務財務部 会計課長代行 

Mr. Philippe GAHVMGU 総務財務部 予算財務モニタリング監督課長 

Mr. Montfor NDAGIJIAMANA 営業部長 

Mr. Babien BAKARWANDUKA 営業部 請求課長 

Mr. Egide TWAGIRAYEZU 営業部 徴収課長 

Mr. Wilson TANGISHAKA 営業部 メーター検査・照合課長 

Mr. Léonidas SINDAYIGAYA 水道部長 

Mr. Joachim KAGARI 水道部 施設課長 

Mr. Alexis NDAYIZEYE 水道部 施設課 計画・工学室長 

Mr. Désiré NSENGIYUMVA 水道部 施設課 新規工事室長 

Mr. Fornaïs GAHIZI 水道部 浄水課長 

Mr. Léonce NSENGIYUMVA 水道部 浄水課 浄水場運営室長 

Mr. Thareisse BIGANA 水道部 浄水課 ラボ室 検査員 

Mr. Néhémie NIYONGINGO 水道部 運営課長 

Mr. Willy MANIRAMBONA 水道部 運営課 漏水調査・修理室長 

Mr. Eric NZOYIHERA 水道部 運営課 漏水調査・修理室 GIS 技術者 

Mr. Félicien NTAZHEBURIMANA 水道部 保守課長 

Mr. Déo KAVYANDARI アフリカ開発銀行 ビクトリア湖給水・衛生プログラム

第 2期（LVWATSAN II: Lake Victoria Water Supply and 

Sanitation Program, Phase Two）コーディネーター 

 

水・環境・国土整備・都市計画省 (MEEATU: Ministère de l' Eau, de l' Environnement, de l' Amenagement 

Du Territoire et de l' Urbanisme) 

Mr. Ndorimana EMMANUEL 水・衛生総局長 

Mr. Mayisi CONSTANTIN 総局長顧問 

Mr. Desire NAHOKAMYE 都市計画局長 

Mr. Nikobagomba NESTOR 環境局長代行 

Mr. Philippe DE ROISSART 水・衛生総局 村落開発専門家 
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世界銀行 

Mr. Deo-Marcel NIYUNGEKO アフリカ地域都市・水分野(AFTUW: Africa Region Urban 

and Water Unit)上級技師 

Mr. Rénovat NIMPAYE 水・電気他部門プロジェクト(PMIEE: (Projet Multisectoriel 

d'Infrastructure Eau et Electricité)コーディネーター 

 

アフリカ開発銀行 

Mr. John NDIKUMWAMI ブルンジフィールドオフィス 上級運輸技師 

Ir. Dominique NYANDWI 農村部給水施設改修拡張計画(PREIHMR: Projet de 

Réhabilitation et d'Extension des Infrastructures Hydrualiques 

en Milieu Rural)コーディネーター 

 

オランダ大使館 

Mr. Muringa Gérard 協力・公共財政参事官 

 

ブジュンブラ市 

Ms. Candide KAZATSA コミュニケーション担当顧問 

Ir. Paul MPAWENIMANA ブジュンブラ市技術サービス(SETEMU: Services 

Techniques Municipaux)総裁 

Mr. Aloys MBONIHANKUYE ブジュンブラ市技術サービス 技術部長 

Mr. Gordien NGENDAKUMANA ブジュンブラ市技術サービス 監査計画調査課長 

Mr. Christophe NYABENDA ブジュンブラ市技術サービス 汚水網運営課 技師 

 

KANYOSHA郡(Commune) 

Mr. ABHAHAM AOUDOU 

BAMPOYE 

行政事務官 

Ms. Consolate NSABIMANA 事務職 

 

KIZINGWE-BIHARA地区(Quartier) 

Mr. NDAYISABA EVARISTE 街区長 

 

SAQAB  Secondary School, RUZIBA, KANYOSHA 

Mr. NIYONKURU Onesphore Rubiza学校群校長 

Mr. BUTOYI Wilson 学監 

 

Centre de Sante Ruziba / Public Health Medical Center 

Ms. Nizigiyimana PELAGIE Ruziba保健センター 
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GIZ 

Mr. Libérat NSABIMANA 水部門プログラム 

Dr. Nicola MARTIN 水部門プログラム 総合的水資源管理戦略計画コンポー

ネント責任者 

Ms. Marie-Line LE LEANNEC 企画専門家 

 

KfW 

Mr. Isidore NZOBAMBONA 代表 

 

運輸・公共事業・設備省 (MTTPE: Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement) 

Mr. Alphonse NIYONGERE 公共事業都市管理プロジェクト(PTPGU: Projet de Travaux 

Publics et de Gestion Urbanine)リーダー 

Mr. Désiré MASUMBUKO 道路庁 総裁 

 

IGIP (IGIP: Ingenieur-Gesellschaft für internationale Planungsaufgaben mbH)社 

Mr. Abdellaoui HASSEN 世銀プロジェクト責任者 

 

SODESE 

Ir. Victor GIRUKWISHAKA 取締役 

 

BPRDE社 

Ir. Aloys HABONIMANA 社長 

 

「青少年指導・平和教育のための音楽教育団体」 (ACUMEP: Association culturelle musicale pour 

l'Encadrement des Jeunes et l'Education à la Paix) 

Mr. Jonas MINAMI 代表 
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現地活動報告 

 

日時 2013年 4月 16日（火）午前 8時～午前 9時 

訪問先 REGIDESO 表敬訪問 

面談者 REGIDESO：  Dr. Ir. Pascal Ndayishimiye (Directeur général)、Mr. Léonidas 

SINDAYIGAYA (Directeur de l'Eau)、Mr. Joachim KAGARI (Chef de service 

Equipement Eau, Direction de l'Eau)、Mr. Alexis NDAYIZEYE 

調査団： 佐藤、中之薗、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

 

1) 本件調査の概要を説明した。 

2) 調査団への REGIDESO からの付添い人を要請した。今週は 1 名、来週からは新たに 1 名を加

えることをお願いし、了解を得た。今週の付添い人は、昨年日本で研修を受けた Mr. Alexisで

了解を得た。また、来週から追加される付添い人は、6 月に日本で研修を受ける候補生から選

定いただくよう依頼し、検討いただくこととした。 

 

 

 

日時 2013年 4月 16日（火）午前 10 時 30分～午前 11時 30分 

訪問先 REGIDESO 

面談者 REGIDESO：Mr. Déo KAVYANDARI (Coordinateur LVWATSAN II) 

調査団： 佐藤、中之薗、森田 

調査・協議内容 

 

1) AfDBは、ビクトリア湖環境改善のために 5カ国（タンザニア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、

ブルンジ）で各国の 3都市を対象に支援をしている。コンポーネントとして、水道、下水、衛

生施設、雨水排水、住民へのキャパシティ・ビルディングなどである。ブルンジで対象となっ

た都市は、北部の Kayanza、Ngozi、Muyingaである。 

2) 上記プロジェクトは 2015 年 12月までの予定である。現在、入札中であり、これからプロジェ

クトが開始される。 

3) AfDBは、ブジュンブラに駐在事務所があるが、プロジェクトの管理は Nairobi事務所が担当す

る。 

4) ブジュンブラ市の AfDB 案件（2009年に実施）は、Mr. Kavyandariが最初に担当し、その後、

Mr. Dominiqueが現在まで担当している。 

5) オランダの ORIOによるプロジェクトは、まだ見積もりが提出されたのみであり、調査はまだ

実施されていない。 
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日時 2013年 4月 16日（火）午後 2時 30分～午後 4時 

訪問先 世界銀行プロジェクトオフィス 

面談者 REGIDESO： Mr. Rénovart NIMPAYE (Coordinateur PMIEE) 

調査団： 佐藤、中之薗、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

1) 世銀プロジェクトで設置される施設や工事等は下記のとおりである。 

施設 

● 取水ポンプ場：新規ポンプの設置（1 機）、ポンプの交換（2 機）、電気盤等の制御盤一式の

更新 

● 浄水場：緩速ろ過池（2池）、配水池（1箇所）、PS2d（ポンプ場） 

● 北部：配水池（1箇所）、配水管 58km（ダクタイル管 13 km、PVC 45 km）、公共水栓（58

箇所） 

 

緩速ろ過池の仕様は下記のとおりである。 

● 大きさ： 23 x 80m x 2池 

● 深さ： 3m 

● 浄水量： 30,000 m
3
/日 

 

工事費および工期 

工事費は 1.1 百万 US ドル。工期は、2010 年 3 月から開始され 2013 年 6 月末までである。当

初の予定より、1年延長された。工事期間が延長された主な理由は、発注した機材の納品が遅

れたことである。主な発注先は、中国の会社である。 

 

2) 世銀プロジェクトでは、新たに SCADA システムを導入し、更新された送水システムを浄水場

内の管理室から管理するための支援も実施している。 

3) 現在の緩速ろ過池の管理は、ろ過池の砂の入れ替えを 2～3 ヶ月に 1 回、ろ過材全ての入れ替

えを 2年に一度程度実施している。 

 

 

 

日時 2013年 4月 16日（火）午後 4時～午後 5時 

訪問先 世界銀行ブジュンブラ事務所 

面談者 REGIDESO：Mr. Deo-Marcel NIYUNGEKO (Senior Municipal Engineer AFTUW) 

調査団： 佐藤、中之薗、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 
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-  世銀はブルンジ国の水分野において 2008 年から活動している。プロジェクト費用は全て無償

で実施している。プログラム数は 1件である。期間は 5年間であり、2013年 6月に終了予定で

ある。その後は水分野での支援の予定はない。但し、エネルギー分野でブルンジ政府が水力発

電所の要請をしている。 

-  ブルンジ国側から 10-15 百万 US ドルの漏水調査用の機材の要請がある。しかし、世銀は、費

用が大きいことから支援は難しいと判断している。 

-  GIZがブジュンブラ市の水分野においてリーダー的な存在であり、調整を行っている。 

-  水分野の支援は、AfDBは村落、世銀はブジュンブラ市を担当することで調整された。 

-  ブジュンブラ市の上水道整備において、AfDB から、世銀がブジュンブラ市中央と北部を、AfDB

は南部を担当するという提案があった。しかし、南部の地域の拡大によって、ソフトコンポー

ネントの支援が大きくなったため AfDBは、南部の整備を実施しなかった。 

-  水セクター会議では、水分野 20 百万 US ドル、エネルギー分野 30 百万 US ドルが必要である

と確認された。 

-  世銀は、水サービスに地域的な不均衡があってはならないと考えている。 

-  ブジュンブラ市では M/P から D/D まで実施した。但し、事業費が大きくなることから D/D 実

施分全てを世銀で事業化することは出来なかった。 

-  世銀のM/P はまだ有効である。REGIDESO から情報を収集し、更新する必要がある。 

-  世銀プロジェクトでは、浄水場に新設のポンプ場と 2池の緩速ろ過池を設置した。その結果、

66,000m
3
/日から 96,000m

3
/日に浄水量が増加した。 

-  当初の計画は、2020 年までの需要を満たすものであったが、人口増加が著しいことから 2018

年までの需要を満たすまでと考えている。 

-  浄水量が増加した水は、北部及び南部へ送水される。 

-  世銀プロジェクトでは、新設管渠 55km、公共水栓 58 箇所により 20 万人相当の人口が便益を

得ると考えている。管渠および公共水栓の設置地区は、4地区（Buterere、Carama、Buhinyuza、

Mubone）である。 

-  湖には多くの水量があることから、取水に関する問題はない。ORIO は南部に浄水場を建設す

ることを予定している。 

-  世銀は、1 万個の水道メーターを新しいメーターに交換した。交換したメーターは、5 地区

（Reherol、Buyenzi、Bwiza、Nyakabiga、Ngagara）の既存メーターである。 

-  SGIは、水道メーターの更新により NRWが 46％から 25％に減少したという報告をしている。

しかし、この報告は疑わしいため、削減率に関して再検討中である。 

-  公共水栓の管理を民間に委託した。料金：10 FBU/20L。以前まで、子供のいたずらにより破損

したケースが多かった。民間委託により以前のような破損がなくなった。 

-  世銀は、水へのアクセスの拡大に加え、REGIDESO の持続性を考慮し、財務経済的な面でも支

援している。 

-  REGIDESOとプロジェクトを行う上での注意事項として、プロジェクト管理チームを形成する

ことである。プロジェクト管理チームには REGIDESO 職員が出向のような形で所属する。出

向した職員の給料は REGIDESO が負担し、さらに、通常業務より多くの業務をこなすため、
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REGIDESOが給料の上乗せもしてもらうようにお願いしている。プロジェクト管理チームに出

向しプロジェクトを管理することは、職員のキャパシティ・ビルディングの一環でもある。 

-  REGIDESOに対する能力強化は、長期的な視点で支援することが必要である。世銀が実施して

いる 2年間の支援は短期間であり、不十分である。 

 

 

 

日時 2013年 4月 17日（水）午前 9時 30分～午前 11時 

訪問先 PREIHMRプロジェクト事務所 

面談者 Ir. Dominique NYANDWI (Coordinateur PREIHMR) 

調査団： 佐藤、中之薗、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

 

1) AfDBプロジェクトの概要 

NYANDWI 氏は AfDB のプロジェクト管理を担当している。水道分野における主なプロジェクト

は、4県の村落を対象にした水道施設の改修である。4県への事業予算は、12百万 AfDB Bank Unit

（1 AfDB Bank Unit = 1,950 FBU）である。ブジュンブラ市では、Gihosha 郡と Kanyosha郡の 2地

区でプロジェクトを実施する予定であった。しかし、当初見積もっていた事業費が過小評価され

ていたため、Gihosha郡のみにプロジェクトを実施することとした。Gihosha郡の方が事業費が小

さかったということも Gishosha 郡を選定した理由でもある。Gihosha 郡での事業は下記のとおり、

2つのフェーズに分けて実施された。 

Phase 1：2009年 6月～2010年 12月 

- 配水池：容量 3,000m
3の新設、容量 700m

3の改修 

- 送水管：配水池 R2 から配水池 R8への送水管の新設 

- ポンプ場： 建屋と機材の新設（1箇所）、建屋の新設（1箇所） 

 

Phase 2：2012年 5月～2013年 6月 

- 配水池：容量 2,400m
3の新設 

- 送水管：配水池 R8 から配水池 Recosatへの送水管の新設 

- 公共水栓：23箇所の新設 

- 配水管：7.6kmの新設 

 

事業費： 110億 FBU（Phase 1と Phase 2）（無償） 

 

2) 公共水栓に関して 

公共水栓には、水道メーターが設置されている。REGIDESO が民間（団体、企業、個人）委託

し、運営されている。水道料金は、10BFU/20L（ポリタンク 1つ）である。委託会社は、REGIDESO
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に 6 FBU/20L支払う。 

 

3) 2013年 6月の AfDB プロジェクト終了後の AfDB による水分野支援 

2014年にブルンジにおける AfDB 支援の全セクターのレビューを実施する。その結果に従い支

援の方向性が示される。ただ、ブジュンブラ市に対する水道分野の支援の可能性は小さく、一

方村落部での水分野支援は継続するものと推察している。 

 

 

 

日時 2013年 4月 17日（水）午後 2時 30分～午後 3時 30分 

訪問先 GIZ 

面談者 GIZ：Dr. Nicola MARTIN (Responsable de composante Plinification stratégique 

GIRE, Programme sectoriel Eau,)、Ms. Marie-Line LE LEANNEC (Expert 

planification)、Mr. Libérat NSABIMANA (Prosec Eau) 

調査団： 佐藤、中之薗、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

 

-  GIZは月 1 回開催される水分野における coordination meeting の幹事である。参加者は、世銀、

AfDB、UNDP、UNICEFなどの水分野で活動している組織である。 

-  水分野において、GIZはエネルギー・鉱山省を C/P として活動している。主な活動は水セクタ

ーの戦略計画の立案である。 

-  GIZは、REGIDESO のキャパシティ・ビルディングも実施している。支援分野は、経営、財務、

人材開発などである。施設建設等のインフラ事業は実施していない。 

-  現在、REGIDESOの管理体制の改善戦略に関する調査を実施しており、2013 年 12月に報告書

が作成される。その報告書をもとに、GIZの支援方針が示される。 

-  GIZによる水分野における支援は、2007年から 2013 年 12月までの期間、実施される。その後

は、前述の報告書に従い、支援の方針が示される。2020年には、水需要が供給量を上回るとい

う予測がある。そのため、GIZは、REGIDESOに対する支援を継続するだろうと Mr. Nicola は

推察していた。 

-  キャパシティ・ビルディングの一つに無収水削減に関する分野も含まれている。しかし、ペー

パー上で支援しているだけで、現場での指導は行っていない。 
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日時 2013年 4月 23日（火）午後 3時 30分～午後 4時 

訪問先 運輸・公共事業・設備省 道路庁 

面談者 運輸・公共事業・設備省 道路庁： Mr. Désiré MASUMBUKO (General Director) 

調査団： 佐藤 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

 

1) ブジュンブラ市の道路計画 

ブジュンブラ市の道路計画図の最新版は、2008 年に実施した JICA 案件「ブジュンブラ市都市交

通改善計画調査」で計画されたものである。その計画図に、JICA無償「ブジュンブラ市内交通網

整備計画」で建設したタンガニーカ湖沿いの道路の更なる延伸計画も含まれている。但し、ドナ

ーによる支援がないと何もできない。また、土地取得に関しても行っていない。 

 

2) 道路下への管渠の埋設 

道路下に管渠を埋設する際、道路庁へ報告し、承諾を得てから実施する。費用は埋設する側が負

担する。REGIDESOは常にこの手続きを取って、実施している。 

 

 

 

日時 2013年 4月 23日（火）午後 5時～午後 6時 

訪問先 オランダ大使館 

面談者 オランダ大使館：  Mr. Muringa Gérard (Conseiller Coopération et Finances 

Publiques) 

調査団： 佐藤、中之薗、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

 

1) プロジェクト概要 

「ブ」国政府から ORIO に要請書が提出された。要請書は 2 年前に提出したが受理されず、2012

年 12月に再度提出して受理された。2013年 2月に最初のミッションが派遣された。ORIOから 2

名、コンサルが 2名、1週間程度の滞在であった。但し、ORIO のスタッフは、水、ゴミ、保健の

3つの分野の調査のために訪問した。 

ORIOプロジェクトのスケジュールと負担額は下記のとおりである。 

- 第一期（1年間）： 調査、ORIO 100％負担 

- 第二期： 工事、ORIO 80%、ブルンジ側または他ドナー20%負担 

- 第三期： 運転維持管理、ORIO 80%、ブルンジ側または他ドナー20%負担 

全事業費の負担額： ORIO 38百万ユーロ、ブルンジ側または他ドナー 9.5百万ユーロ 
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第二期以降の支援は 12ヶ月後に提出される調査結果次第である。 

 

2) JICA プロジェクトとの調整の可否 

ORIO は、管網整備より浄水量を増加させることを重視している。JICA プロジェクトとは重複し

ないように、お互いが情報交換をしながら、重複を避けプロジェクト実施しましょうということ

であった。オランダ側からも ORIO プロジェクトに関する情報を提供するとのことであった。 

 

 

 

日時 2013年 4月 25日（木）午前 8時 30分～9時 30分 

訪問先 水・環境・国土整備・都市計画省の都市計画局 

面談者 先方：Mr. Desire NAHOKAMYE (Directeur de Planification Urbaine) 

調査団： 佐藤、土井 

調査・協議内容 

 

1. 訪問目的の説明及び情報入手に係る依頼 

JICA 調査団の訪問目的（ブルンジ政府側 REGIDESO が日本政府に対して要請した、カニョーシ

ャ地区を主な裨益対象地とする給水施設拡充計画について、不明な点を明らかにして、問題点や

課題等を整理する）を説明した。その中で、当方の役割は、環境社会配慮に係る情報を収集する

こと、特にプロジェクト対象地であるカニョーシャ地区の立地環境を収集することにあることを

説明。ついては、情報やデータ等を提供頂きたい旨お願いした。 

 

2. 得られた情報 

得られた情報の概要は下記のとおり。 

1) Communeは、2005年の紛争終了後に、ブジュンブラ市北部のブテレレ及び、チビトケCommune

とともに、国内避難民（IDP）が住むための場に割り当てられた地域であるとのこと。 

2) この際、政府側によって土地が分配されると共に、住居建設に係る費用が支援された。 

3) ブジュンブラ市の開発動向について、市域南に位置するカニョーシャ Commune 側へ広がって

いく傾向にある。 

 

3. その他 

改訂版土地法が 2011年に発行されたとの情報。あいにくコピーがないとのことであったため、イ

ンターネット検索でファイルを入手した。収集資料にある。「LOI N°1/13 DU 9 AOUT 2011 

PORTANT REVISION DU CODE FONCIER DU BURUNDI、IBWIRIZWA INOMERO 1/13 RYO KU 

WA 9 MYANDAGARO 2011 RISUBIRAMWO IGITABU C’AMATEGEKO AGENGA AMATONGO 

MU BURUNDI」。 
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日時 2013年 4月 25日（木）午後 2時～午後 4時 

訪問先 水・環境・国土整備・都市計画省の水局 

面談者 先方：Mr. Ndorimana EMMANUEL (Directeur Général de l'eau et assainissement)、

Mr. Mayisi CONSTANTIN (Conseiller du Directeur général) 

調査団： 土井 

調査・協議内容 

 

1. 訪問目的の説明及び情報入手に係る依頼 

JICA 調査団の訪問目的（ブルンジ政府側 REGIDESO が日本政府に対して要請した、カニョーシ

ャ地区を主な裨益対象地とする給水施設拡充計画について、不明な点を明らかにして、問題点や

課題等を整理する）を説明した。その中で、当方の役割は、環境社会配慮に係る情報を収集する

こと、特にプロジェクト対象地であるカニョーシャ地区の立地環境を収集することにあることを

説明。ついては、情報やデータ等を提供頂きたい旨お願いした。 

 

2. 得られた情報 

得られた情報の概要は下記のとおり。 

1) タンガニーカ湖の水質の現況は、湖岸域の数地点では大腸菌が検出されており水浴には適し

ていない地点もあるが、湖岸から 1.5Km離れた地点では良好な水質を示し、REGIDESOの取

水口がある水域は特に問題はないとのこと。 

2) タンガニーカ湖底では、地下資源（天然ガス、石油かは不明）埋蔵の可能性があり、イギリ

スが探査を進めている。そのため、最近、タンガニーカ湖の水質調査が実施されるようにな

ってきた。明日、専門家を紹介するので、モニタリングデータが提供できるとのこと。 

 

3. その他 

下記資料を提供いただいた。（収集資料参照）。 

「Law no1 of March 26 2012 about Water Code（仏語、キルンディ語併記）」。 

「 TOGETHER LET’S PROTECT TANGANYIKA LAC FOR FUTURE GENERATIONS、 Lake 

Tanganyika, a treasure to be protected、Presentation of a study on the water quality of Lake Tanganyika（仏

語のパンプレットを通訳さんに英訳頂いた）」。 

 

 

 

日時 2013年 4月 26日（金）午前 10 時 30分～11時 30分 

訪問先 水・環境・国土整備・都市計画省の環境総局 

面談者 先方：Mr. Nikobagomba NESTOR (Advisor en Environnment, Directeur de la 

Environnement ai.) 

調査団： 土井 

調査・協議内容 
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1. 訪問目的の説明及び情報入手に係る依頼 

JICA 調査団の訪問目的（ブルンジ政府側 REGIDESO が日本政府に対して要請した、カニョーシ

ャ地区を主な裨益対象地とする給水施設拡充計画について、不明な点を明らかにして、問題点や

課題等を整理する）を説明した。その中で、当方の役割は、環境社会配慮に係る情報を収集する

こと、特にプロジェクト対象地であるカニョーシャ地区の立地環境を収集することにあることを

説明。ついては、情報やデータ等を提供頂きたい旨お願いした。 

 

2. 得られた情報 

得られた情報の概要は下記のとおり。 

1) 2000年 6月 30日に発効したブルンジ国の環境法（LOI Ｎ°DU 30/06/2000 PORTANT CODE DE 

L' ENVIRONNEMENT DE LA, REPUBLIQUE DU BURUNDI, CABINET DU PRESIDENT, 

30/06/2000）を入手済みのため、改訂版が出されていれば入手したい旨申し出たところ、改訂

版は無いとのこと。 

2) 2003 年に署名されたタンガニーカ湖持続的管理協定（THE CONVENTION ON THE 

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF LAKE TANGANYIKA）を入手済みのため、改訂版が出さ

れていれば入手したい旨申し出たところ、改訂版は無いとのこと。 

3) ブルンジ国の最新の環境白書があれば入手したい旨申し出たところ、2002年に UNDP の支援

によって発行されたものが最新であり、その後データ等の更新は行われていないとのこと。 

4) 給水プロジェクト（ポンプ場、配水池、送配水管網の建設）の場合、ブルンジ国の環境影響

評価制度に基づくと、どのようなカテゴリになるか確認した。その結果、ブルンジ国の環境

法では、カテゴリＡ（環境影響評価を必要とする事業）とカテゴリ B（環境影響評価を必要

としない事業）を定め、給水プロジェクトの場合は、環境影響評価を必要とするカテゴリＡ

に相当する。 

 

3. その他 

下記資料を提供いただいた。（収集資料参照）。 

DECREE OF NO100/22 OCTOBER 7, 2010 ON ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL CODE IN 

CONNECTION WITH THE PROCEDURE FOR IMPACT STUDY ENVIRNNEMENTAL（環境影響評

価対象事業の記載あり、仏語）。 

 

 

 

日時 2013年 4月 30日（火）午前 8時 30分～9時 30分 

訪問先 ブジュンブラ市技術サービス（環境衛生担当部署） 

面談者 先方：Mr. Aloys MBONIHANKUYE (Directeur Technique, SETEMU) 

調査団： 土井 

調査・協議内容 
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1. 訪問目的の説明及び情報入手に係る依頼 

JICA 調査団の訪問目的（ブルンジ政府側 REGIDESO が日本政府に対して要請した、カニョーシ

ャ地区を主な裨益対象地とする給水施設拡充計画について、不明な点を明らかにして、問題点や

課題等を整理する）を説明した。その中で、当方の役割は、環境社会配慮に係る情報を収集する

こと、特にプロジェクト対象地であるカニョーシャ地区の立地環境を収集することにあることを

説明。ついては、情報やデータ等を提供頂きたい旨お願いした。 

 

2. 得られた情報 

得られた情報の概要は下記のとおり。 

1) SETEMU（ブジュンブラ市技術サービス）は、ブジュンブラ市域（Mairie : Urbanの意味）の

下水処理と廃棄物処理を担当する組織である。 

2) ブジュンブラ市の下水処理池は空港近くのブテレレ Commune にあるが、カニョーシャ

Commune 間の下水管の接続はなされていない。 

3) カニョーシャ Commune の家屋ではセプティクタンク（腐敗層）が使用され、定期的にバキュ

ームカーで汲み取り、ブテレレ Commune にある下水処理池へ搬入する。 

4) 一般廃棄物については、民間業者が収集しブテレレ Commune 内に廃棄しているが、2013 年

から 10年に渡るオランダ政府支援のプロジェクトにおいて、医療廃棄物の適正処理も視野に

入れた管理型埋め立て処分場を Bubanza Provinceのモジンダに計画している。 

 

3. その他 

SETEMU の局長によれば、給水施設の拡張計画はカニョーシャ Commune に対する給水量の増加

を意味し、このことは、生活雑排水を含む下水の増加にもつながることから、REGIDESO 側が

SETEMU側に相応の料金を負担することを期待しているとのことであった。 

 

 

 

日時 2013年 4月 30日（火）午後 2時 30分～午後 3時 30分 

訪問先 AfDB 

面談者 AfDB： Mr. John NDIKUMWAMI (Senior Transport Engineer, Burundi Field 

Office) 

JICA：大村、渡邉 

調査団： 佐藤、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

 

1) AfDBプロジェクト 

-  Gihosha でのプロジェクト：2013 年 6 月 30 日に終了予定だが、延長する可能性が高いと考え
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ている。予定より工期が延期されている主な理由として、i) ブルンジ側の担当者が適切な能力

や経験を有していない人をアサインしたこと、ii) アサインされた担当者の取組み意欲が低い

こと、iii) 資機材を発注した北京の会社の対応が適切でなく、資機材の納品が遅れたこと、が

挙げられる。 

-  少なくとも今後2年以内にブジュンブラ市の水道分野におけるプロジェクトの実施の予定はな

い。また、ブルンジ側からの要請もない。 

- AfDB ではブルンジ国において道路、水、港湾分野にて支援を実施した。今後は鉄道分野にお

いても支援することを検討している。 

 

2) その他 

- ORIOのプロジェクトが実施されるが、詳細は把握していない。 

- REGIDESOの問題点は NRWであり、この問題はブルンジ政府や世銀も認識している。 

- REGIDESOの改善点として、会計を電気分野と水道分野を分離させることである。 

 

 

 

日時 2013年 4月 30日（火）午後 4時～午後 5時 

訪問先 KfW 

面談者 KfW： Mr. Isidore NZOBAMBONA (Représentant) 

JICA：大村、渡邉 

調査団： 佐藤、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

 

1) KfWのプロジェクト 

KfWの水分野における活動は主に農村部であり、現在、6都市（Rumonge, Bubanza, Cankuzo, Rutana, 

Ruyigi, Nyanza-Lac）の水道整備事業が開始されようとしている。概要は下記のとおりである。 

- コンサルタントの EOIが提出済み 

- 4月末から 5月初めにかけて PQの手続き予定していたが、REGIDESOの内部手続きが遅れ、

5月 15日に PQ を実施予定 

-  6月 15日に PQ に合格したコンサルタントに TORを配布予定 

-  7月 31日にコンサルタントが提案書を提出予定 

-  9月 15日にコンサルタントと契約し、その後 6ヶ月間の詳細設計調査を実施予定 

-  その後、6都市同時に工事業者の入札 

-  工期は 3年間。 

-  コンサルタントは調査、施工管理、キャパシティ・ビルディング、衛生教育（SV期間中に

実施）を担当 

-  事業費： 19百万ユーロ（無償）。内、40万ユーロは、REGIDESOが負担。プロジェクトへ
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出向される REGIDESO職員の給料を REGIDESOが負担（KfWから REGIDESO の職員には

給料を支払わない）。この出向は、REGIDESO職員のキャパシティ・ビルディング支援を考

慮して実施。 

 

2) それ以外の KfWプロジェクト 

-  最近終了した 4都市の水分野のプロジェクトでは、SODEASATOM（仏）社が従事し、工期

通り終了した。KfW のプロジェクトでは、工事終了後 1 年間は機器の保証をしている。一

部ポンプが、補償期間内に故障したため、交換している。 

-  KfW は、保健、エネルギー分野でも支援している。ルワンダ、ブルンジ、コンゴの 3 カ国

に 147MWの水力発電所建設を支援する予定である。 

 

3) REGIDESO の組織改革 

- 適切な職員数を検討し、過剰な職員数であれば削減することが必要である。 

- 会計が電気と水道が一緒になっている。これを分離する必要がある。 

 

 

 

日時 2013年 5月 2日（木）午前 11時～11時 30分 

訪問先 カニョーシャコミューンにある私立学校（SAQAB  Secondary School, 

RUZIBA） 

面談者 先方：Mr. NIYONKURU Onesphore、Head Master （Directeur du Complexe 

scolaire SAQAB de Ruziba）、Mr. BUTOYI Wilson (Prefet des études) 

調査団： 土井 

調査・協議内容 

 

1. 訪問目的の説明及び情報入手に係る依頼 

JICA 調査団の訪問目的（ブルンジ政府側 REGIDESO が日本政府に対して要請した、カニョーシ

ャ地区を主な裨益対象地とする給水施設拡充計画について、不明な点を明らかにして、問題点や

課題等を整理する）を説明した。その中で、当方の役割は、環境社会配慮に係る情報を収集する

こと、特にプロジェクト対象地であるカニョーシャ地区の立地環境を収集することにあることを

説明。ついては、情報やデータ等を提供頂きたい旨お願いした。 

 

2. 得られた情報 

得られた情報の概要は下記のとおり。 

1) 当校は、生徒数 200人の私立中学校。宗教を問わず貧しい子供たちを受け入れている。 

2) 学校に水道は無く、民間の水栓から水を購入している。水の価格は 1年前には 20リットル当

り 50ブルンジフランであったが、現在は 70ブルンジフランである。 

3) カニョーシャ Commune の学校には水栓が設置されているところもあるが、稼働していない水



添付資料 3 

A3-13 

栓が多いのが現状。水栓が稼働していないのは、維持管理の予算が不足しているため。また、

有力者からの要望によって REGIDESO が公共水栓を止める場合もある。（例えば、公共水栓

は多くの人が集まるため、井戸端会議のようになってしまい、隣接する住居の住民はうるさ

いとの苦情を申し出る場合もある。）。 

4) 水栓の設置は公立学校を優先しているため、本校のように貧しい子供たちを受け入れている

私立学校は水栓の設置は後回しになる。 

5) この地域の問題点は安全な飲料水が不足していること、共同水栓の数が少ないこと。そのた

め、雨水、タンガニーカ湖の湖水、Mugere 川の水を、飲料水、洗濯用水、食器洗い用水等に

利用せざるを得ず、コレラに罹患することもある。 

6) その他の汚染として、タンガニーカ湖の汚染が挙げられる。例えば、地元住民は牛等の家畜

や犬が死んだ場合は、湖に流している。 

 

 

 

日時 2013年 5月 2日（木）午後 4時～午後 5時 30分 

訪問先 エネルギー・鉱山省 

面談者 エネルギー・鉱山省： Mr. Hon. Côme MANIRAKIZA (Minsitre de l'Energie et des 

Mines)、Ms. Justine NISUBIRE (Secrétaire Permanente)、Mr. Tite NIYONZIMA 

(Directeur général des Infrastructures Hydrauliques et d'Assainissement de Base) 

REGIDESO： Mr. Léonidas SINDAYIGAYA、Mr. Alexis NDAYIZEYE 

JICA本部： 大村、渡邉 

調査団： 佐藤、中之薗、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

 

下記の意見交換が行われた。 

 

JICA： 水需要の評価が REGIDESO と JICA で異なる。要請書の内容を必要に応じて修正する必

要がある。ORIO と JICAのプロジェクトサイトが類似している。相互に情報交換を行うことで、

プロジェクトの重複を回避する必要がある。 

エネルギー・鉱山省：ORIO は浄水場と配管を整備する。JICAは SP2 から管渠の埋設する。全く

異なるプロジェクトとして認識している。 

JICA： JICA と ORIO プロジェクトは相互補完的な存在である。お互いが情報交換し、2 つのプ

ロジェクトは相互補完することにより、ブジュンブラ市の水道整備を改善することが可能である。 

エネルギー鉱山省： JICA と ORIO が協働することがブジュンブラ市の水道整備を実施する上で

重要である。 

JICA：調査は、5 月 6 日（月）まで続けられる。現在の予定では、10月に F/S を実施するための
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調査団が現地入りすることが想定されている。その際、事業費を積算する。事業が実施されるま

での流れは、i) JICAと外務省が協議、ii) この協議で承認、iii) 閣議で承認、iv) 事業が実施、で

ある。 

 

 

 

日時 2013年 5月 3日（金）午前 11時～11時 30分 

訪問先 カニョーシャコミューン事務所 

面談者 先方：Ms. Consolate NSABIMANA (Secrétaire de la Commune Kanyusha) 

調査団： 土井 

調査・協議内容 

 

1. 訪問目的の説明及び情報入手に係る依頼 

JICA 調査団の訪問目的（ブルンジ政府側 REGIDESO が日本政府に対して要請した、カニョーシ

ャ地区を主な裨益対象地とする給水施設拡充計画について、不明な点を明らかにして、問題点や

課題等を整理する）を説明した。その中で、当方の役割は、環境社会配慮に係る情報を収集する

こと、特にプロジェクト対象地であるカニョーシャ地区の立地環境を収集することにあることを

説明。ついては、情報やデータ等を提供頂きたい旨お願いした。 

 

2. 得られた情報 

得られた情報の概要は下記のとおり。 

1) カニョーシャ Commune の長（Administrator）の署名入りで、5 月 2 日に提出した質問票に対

する回答を文書で提供いただいた。文書は収集資料にある。 

2) 回答の概要は次の通り。カニョーシャ Commune は７つのゾーンに分かれている。 

3) 2008年のカニョーシャ Commune の人口は 57,003人、世帯数は 11,584世帯。 

4) カニョーシャ Commune では、それぞれの民族同士が固まって住むのではなく、民族間の差別

や争いはみられず、民族間が混在して平和に暮らしている。少数民族である Batwa 民族は、

Gisyo、Busoro-Nkenga 及び Ruziba ゾーンに住んでいる。 

5) カニョーシャ Commune には、全体で 25 箇所に共同水栓が設置されている。その中で、現在

稼働している共同水栓は 14箇所、稼働していない共同水栓は 11箇所である。 

6) 共同水栓は、全てが機能しているわけではなく、人口約 57,000人の Urban Commune としては、

安全な水が不足していることが大きな問題である。 

7) 水不足により、住民は依然として河川や湖の水を飲まざるを得ず、住民の健康への影響を懸

念している。 

8) 地域住民との会合では、十分な数の公共水栓の設置等が要望されている。 
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日時 2013年 5月 3日（金）午前 12時 30分～午後 1時 

訪問先 エネルギー・鉱山省 

面談者 エネルギー・鉱山省： Mr. Hon. Côme MANIRAKIZA (Minsitre de l'Energie et des 

Mines)、Ms. Justine NISUBIRE (Secrétaire Permanente)、Mr. Tite NIYONZIMA 

(Directeur général des Infrastructures Hydrauliques et d'Assainissement de Base) 

REGIDESO： Mr. Léonidas SINDAYIGAYA、Mr. Alexis NDAYIZEYE 

JICA本部： 大村、渡邉 

調査団： 佐藤、中之薗、森田 

JICAブルンジ FO： 佐々木 

調査・協議内容 

 

JICA側より、今回のミッションの目的や現地での活動を説明した。その後、下記の意見交換が行

われた。 

 

JICA：今後の方針に関する結論は決まっていない。東京に帰って現状を伝える。 

大臣：本件は非常に重要な案件であるため、是非実施して欲しい。今回の調査を東京にて分析頂

き、良い結果を出して欲しい。 

JICA：今回の調査で現地入りする直前に ORIO の計画を知った。調査団が現場にて調整すること

で、お互いの投資の重複が回避できる。MEM側としてもこの調整に協力して欲しい。 

大臣：ブジュンブラ市の給水案件は、JICAや ORIO のどちらか一つで達成することはできない。

両者が協力しブルンジ国にとって良いものを残して欲しい。水道施設インフラ整備は非常に重要

である。 

JICA：ORIOと JICA のプロジェクトは相互補完的な存在である。5月 7日まで調査を実施する。

10月には調査団が現地入りし F/S を実施する予定である。その際、プロジェクト費用を算出し、

これをもとに事業実施の可否が検討される。 

 

 

 

日時 2013年 5月 6日（月）午前 10時 30分～11時 

訪問先 カニョーシャコミューンにある公立診療施設（Centre de Santé Ruziba） 

面談者 先方：Ms. Nizigiyimana PELAGIE (Adjoint) 

調査団： 土井 

調査・協議内容 

 

1. 訪問目的の説明及び情報入手に係る依頼 

JICA 調査団の訪問目的（ブルンジ政府側 REGIDESO が日本政府に対して要請した、カニョーシ
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ャ地区を主な裨益対象地とする給水施設拡充計画について、不明な点を明らかにして、問題点や

課題等を整理する）を説明した。その中で、当方の役割は、環境社会配慮に係る情報を収集する

こと、特にプロジェクト対象地であるカニョーシャ地区の立地環境を収集することにあることを

説明。ついては、情報やデータ等を提供頂きたい旨お願いした。 

 

2. 得られた情報 

得られた情報の概要は下記のとおり。 

1) 当施設では医師１名、看護士２名が勤務している。 

2) 患者数は日に 50～60 人。公立のため、診療代は 5歳以下の子供と妊婦に限り無料。 

3) 施設内に水栓がある。ただし、１日の給水時間は１時間のみである。そのため、30 リットル

の水が入る容器に水を貯めておく。 

4) 診療施設に十分に安全な水が供給されないことが困る。 

5) Ruzibaにある民間の診療施設には水栓が無い。 

6) 水因性疾病の発生状況について、5月 6日現在、Kizingwe-Bihara と Busoro-Nkengaにおいて、

コレラの患者数が増加している。その理由は、安全な飲料水が足りないことである。 
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ブルンジ国ブジュンブラ市内給水施設拡充計画準備調査 

The Project for Augmentation of Water Supply System in Bujumbura City 

 

質問票 －１ 

Questionnaire on the water supply & management Comparison Yokohama with REGIDESO in 
FY2011 

Questionnaire sur le système d’alimentation en eau Comparaison entre Yokohama et 
REGIDESO en AF2012 

 

1 INFORMATION OF CITY     Information sur la ville    都市の情報 

(1) 

Name of city 

Nom de ville 

都市名 

Yokohama 
Bujumbura City 

（REGIDESO） 

(2) 

Population in service area 

Population desservie 

居住人口 

3 672 985 habitants 
550 000  (611,557) 

habitants 

(3) 

Number of household in service 

area 

Nbr, de ménages branchés 

居住戸数 

1 753 282 ménages 
68 750 household  

ménages 

(4) 

City area (Service area) 

Superficie desservie 

市域面積(サービス区域面積) 

437 km
2
 

64.91km
2  

(120.8285k ㎡) 

(5) 

Annual precipitation 

Précipitation annuelle 

年間降水量 

1 855 mm 1274 mm 

(6) 

Topography 

Topographie (relief) 

地形 

Haut 159,4 m   Bas – 6,7 m 
High1200 m   Low 780 m  

Haut 1200 m   Bas 780m 

(7) 

Fiscal Year (Start – End month) 

Année fiscale 

会計年度(開始月－終了月) 
2009 (avril 2009 - mars 2010) Janualy -------- December 

 

2 ORGANIZATION     Organisation     組織 

(1) 

Name of organization 

Nom d’organisation 

組織名称 

Yokohama Waterworks Bureau 

(YWWB) 

Re’gie de Production et Distribution 

d’Eau et d’Electricite 

(REGIDESO) 

(2) 

Number of total staff 

Effectif 

総職員数 

1 752 employés 
1 280 person  

employés 

(3) 

Number of engineer staff 

Effectif personnel 

technique 

技術職員数 

727 personnes 
51 person  

personnes 

(4) 

Organisme de supervision 

(régulateur) 

上位機関・規制機関 

Ministère de la santé, du Travail et 

du Bienêtre 
Ministère de l’énergie et des mines 

(5) 

Number of engineer staff 

Mode d’organisation 

組織形態 

Régie municipale 

Installations de propriété publique 
Paraétatique 

(6) 
Business entity 

Mode de gestion 
Autonomie financière 

(REGIDESO) 

Autonomie financière 
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事業主体 

(7) 

Water supply responsibility 

Zone desservie 

給水責任区域 

Ville de Yokohama 
Bujumbura city  

Ville de BUJUMBURA 

(8) 

Part of 

non-directly-managed 

undertaking 

Parties non gérées 

directement 

非直営事業区域 

Relevé de compteurs (entièrement); 

Recherche de fuites (partiellement); 

Travaux de construction 

(entièrement) 

Private Company (boahole)  

Les quartiers périphériques et les 

quartiers naissants 

(9) 

Established year 

Année de création 

設立年度 

le 17 Octobre 1887 1962 

 

3 AVAILAVLE WATER SOURCE      Ressources en eau disponibles     水源 

(1) 
Source d’eau totale 

総確保水源水量 
1 955 700 m

3
/jour 80,952.5 m

3
/jour 

(2) 
Eaux de surface 

表流水 
1 955 700 m

3
/jour 

 76,667.5 m
3
/jour 

 

(3) 
Eaux souterraines 

地下水 
--- 4,285  m

3
/jour 

(4) 
Eaux de rivière infiltrées 

伏流水 
--- ----- m

3
/jour 

(5) 
Autres (forage) 

その他 
---               665.8 m

3
/jour 

(6) 
Sources de propre propriété 

自己水源量 
  851,500 m

3
/jour 80,952.5m

3
/jour 

(7) 
Eaux transférées en gros 

水道用水供給受水量 
1 104 200 m

3
/jour  0 m

3
/jour 

(8) 
Type de prise d’eau 

取水方式 
Prises d’eau situées aux rivières 

Lac TANGANYIKA 

Prises d’eau situées au  

(9) 

Année de construction de la 

prise d’eau 

取水施設建設年 

D : Abiko ; mars 1914 

S : Numamoto ; mars 1937 

B : Samukawa ; mars 1964 

NTAHANGWA : 1969 

Rivière NTAHANGWA : 1946 

(10) 

Problèmes liés aux sources 

d’eau 

水源の問題点 

Eutrophisation, charges pH, 

dragage, contrôle des crues, alarme 

de déversements 

L’éboulement des sols, alarme de 

déversements, contrôle des crues 

Initial in Yokohama; D: Doshi River series, S: Sagami Lake series, B: Banyu River series 

 

4 Qualité de l’eau  水質 Eau brute Eau traitée Eau brute Eau traitée 

(1) 

Température (C°) 

水温(℃) 

Moyenne (Min, – Max,) 

D : 13,8 (4,5-21,5) 

S : 14,6 (8,3-20,9) 

B : 15,6 (7,4-24,3) 

D : 20,3 (12,2-25,0) 

S : 15,8 (7,2-23,6) 

B : 17,6 (7,8-28,0) 

Lac :26 

NTAHANGWA :22 

Lac : 27 

NTAHANGWA : 23 

(2) 

Escherichia coli 

(CFU/mL) 

大腸菌(群単位数/mL) 

Moyenne (Min, – Max,) 

D : 54 (4-180) 

S : 29 (1-100) 

B : 170 (56-480) 

Non décelé 
Lac : 5 

NTAHANGWA : 36 

Lac : 0 

NTAHANGWA :0 

(3) 

Turbidité (dégré) 

濁度(度) 

Moyenne (Min, – Max,) 

D : 1,2 (0,4-4,6) 

S : 7,7 (3,5-23) 

B : 3,3 (0,8-5,3) 

D : << 0,1 

S : << 0,1 

B : << 0,1 

Lac :3.3 

NTAHANGWA :130 

Lac< 0,1 

NTAHANGWA< 1 

(4) 

Couleur (degré) 

色度(度) 

Moyenne (Min, – Max,) 

D : 1,3 (0,5-2,3) 

S : 2,3 (0,5-7,8 

B : 1,7 (0,5-3,0) 

D : << 0,5 

S : << 0,5 

B : << 0,5 

----- ----- 
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(5) 
pH 

Moyenne (Min, – Max,) 

D : 7,94 

(7,46-8,45) 

S : 7,93 

(7,55-8,73) 

B : 7,88 

(7,69-8,46) 

D : 7,22 (7,14-7,30) 

S : 7,41 (7,26-7,63) 

B : 7,27 (7,02-7,70) 

Lac :9 

NTAHANGWA :7.6 

Lac ;9 

NTAHANGWA ;7.6 

(6) 

Fer and ses composés 

(mg/L) 

鉄及びその化合物(mg/L) 

Moyenne (Min, – Max,) 

D : 0,03 

(0,01-0,06) 

S : 0,11 

(0,03-0,19) 

B : 0,15 

(0,10-0,21) 

D : << 0,01 

S : << 0,01 

B : << 0,01 

Lac : << 0,01 

NTAHANGWA : : 

<< 0,01 

Lac :<0,01 

NTAHANGWA :< 

0,01 

(7) 

Manganèse et ses 

composés (mg/L)  

マンガン及びその化合物

(mg/L) 

Moyenne (Min, – Max,) 

D : 0,0022 

(0,0013-0,0031) 

S : 0,029 

(0,020-0,042) 

B : 0,018 

(0,011-0,023) 

D : << 0,001 

S : << 0,001 

B : << 0,001 

Lac : << 0,01 

NTAHANGWA : : 

<< 0,01 

Lac :<0,01 

NTAHANGWA :< 

0,01 

(8) 

Chlore résiduel (mg/L) 

残留塩素(mg/L) 

Moyenne (Min, – Max,) 

Eau de robinet Eau traitée Eau de robinet Eau traitée 

0,62 (0,42-0,86) 

D: 0,66 (0,58-0,72) 

S: 0,70 (0,62-0,80) 

B: 0,58 (0,46-0,66) 

Lac :0.6 

NTAHANGWA :1.5 

Lac : 0.3 

NTAHANGWA : 

0.5 

Note : D : série de rivière Doshi ; S : série du lac Sagami ; B : série de rivière Banyu 

 

5 Traitement de l’eau  浄水処理 

(1) 

Année de construction 

de la 

station de traitement 

浄水施設建設年 

D : Station de Nogeyama ; october 

18871923 

D : Station de Kawai ; December 1901 

D  S : Station de Nishiya ; avril 1915 

S : Station de Tsurugamine ; 

septembre 19612011 

B : Station de Kosuzume ; mars 1965 

Station usine Lac : 

Usine NTAHANGWA :1969 年 

GIZ :1985 年 2 基 

  ：1987 年 2 基 

赤十字社：2005 年 2 基 

世界銀行：2010 年 2 基 

(2) 
Système de traitement 

浄水処理方式 

Station de Kawai : type à couches de 

boues + filtration rapide à sable 

Station de Nishiya : décanteurs à 

écoulement horizontal + filtration 

rapide à sable 

Station de Kosuzume : type à couches 

de boues + décanteurs à écoulement 

horizontal + filtration rapide à sable 

Station de usine lac : filtration lente et 

Slow sand （緩速ろ過 :8 基） 

Station de traitement NTAHANGWA: 

En cascade avec compresseur 

 

(3) 

Capacité de traitement 

(m
3
/jour) 

浄水施設能力 

D’installation – 

Maximum 

Station de Kawai : 98 900 – 136 800 

Station de Nishiya : 264 800 – 400 000 

Station de Kosuzume : 777 400 –  

1 211 400 

Usine du Lac (6 filières) : 

  85.000 m³/j 

• Usine du Lac (8 filières) : 

 118.000 m³/j 

• Usine Ntahangwa : 

   3.000 m³/j 

• Sources :  

   2.500 m³/j 

 

(4) 
Coagulant utilisé 

凝集剤名 
PAC (Chloride de poly-aluminium) Sulfate d’alumine 

(5) Dosage du coagulant 6,4 – 19,3 mg/L 3mg/L 
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凝集剤注入率 

(6) 
Vitesse de filtration 

ろ過速度 
130 – 150 m/jour 6～8 m/jour 

(7) 
Désinfectant utilisé 

消毒剤名 
Hypochlorite de sodium Hypochlorite de sodium 

(8) 

Chlorine résiduel à la 

sortie de la station 

浄水場出口残留塩素 

0,7 mg/L (0.6-1.5) mg/L 

(9) 

Autres produits 

chimiques injectés 

その他の薬品注入 

Soda caustique, sulfate Trinoxyde 0.3% 

(10) 

Problèmes liés au 

traitement 浄水処理の
問題点 

Variation importante de pH dans une 

journée 

緩速ろ過池のろ過砂のすくい作業の簡
略化 

 

6 Refoulement et distribution de l’eau  送配水 

(1) 
Mode de régulation 

配水調整方式 

Système d’ilots de distribution 

Grands îlots : 26 

Moyens îlots : 52 

Petits îlots (secteurs) : 250 (approx.) 

        Finaux : 600 (approx.) 

配水池：10 池 

 

配水方式未完成 

(2) 

Aires de fourniture par 

secteurs 

DMA 当りの給水面積 

0,7 km
2
 (moyenne) 

2011 年度からパイロット地区を選定
して無収水削減対策を実施中。 

今後、1 km
2
 (moyenne)の DMA を計画

している。52 か所の DMA 計画中。 

 

(3) 

Volume de fourniture 

par secteurs 

DMA 当りの給水量 

3 000 m
3
/jour (moyenne) 1,670 m

3
/jour (moyenne) 

(4) 

Décalage d’altitude du 

niveau des sols par 

secteurs 

DMA 当りの地盤高さの

高低差 

19 m (moyenne) 13 m (moyenne) 

(5) 

Pression de l’eau en 

moyenne 

配水圧力 

0,15 – 0,74 MPa 0.2-0.8 MPa 

(6) 

Etage qu’on peut 

atteindre directement 

直結給水可能な階数 

A peu près 14
ème

 étage 2 

(7) 

Année d’introduction 

des secteurs 

DMA 等の導入年 

1971 2012（全体的な DMA 未定） 

(8) 

Problèmes liés à la 

distribution d’eau 

配水の問題点 

Renouvellement de conduites vétustes 

配水管路の老朽化 

浄水量の不足（高台給水不可） 

水道設備金属類の盗難 

漏水が多い 

更新図面がない（断水しても止まらな

い区域がある）2000 年までの総配水管

データを入力済み。 

① 送配水管の老朽管が多い 

② 浄水量の不足。給水不良地区。 

③ 水道部品の盗難（金属部品） 

④ 漏水防止対策の技術力不足 

⑤ 断水しても水が止まらない。 
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⑥ 図面の更新作業がなされていな

い。（埋設位置の特定が出来ない） 

⑦ 配水方法でブロック化されていな

い。 

上記の問題点を早期に解決したい。 

Renouvellement de conduites vétustes 

 

7 Matériaux de conduites et équipements  管材料及び付属品 

(1) 

Longueur totale des 

conduites d’adduction 

導水管延長 

   96,6 km 41 km 

(2) 

Longueur totale des 

conduites de 

refoulement 

送水管延長 
9 093,8 km 

24 km 

(3) 

Longueur totale des 

conduites de 

distribution 

配水管延長 

1,812 km 

(4) 

Longueur totale des 

branchements 

給水管延長 

  895,4 km 840 km 

(5) 

Conduite en fonte 

ductile 

ダクタイル鉄管 

6 626,5 km 63.51 km 

(6) 

Conduite en acier 

(inox)* 

鋼管・ステンレス鋼管 

  341,0 km 4.0 km 

(7) 
Conduite en ciment 

コンクリート管 
   28,2 km 0 km 

(8) 

Conduite en ciment 

amiante 

石綿管 

    0,0 km 182.0 km 

(9) 

Conduite en 

polyéthylène* 

ポリエチレン管 

   32,2 km 0.3 km 

(10) 
Conduite en plomb 

鉛管 
    0,0 km 0 km 

(11) 

Conduite en acier 

galvanisé* 

亜鉛メッキ鋼管 

   41,2 km 0.7 km 

(12) 

Conduite en acier à 

revêtement en vinyle* 

ビニル被覆鋼管 

1 359,8 km 0km 

(13) 
Conduite en vinyle* 

塩化ビニル管 
   25,4 km 0km 

(14) 

Conduite en polyvinyle 

à haut impact* 

硬質塩化ビニル管 

  724,5 km 410.3 km 

(15) 
Autres (          ) 

その他 
       km 11.58 km 

(16) 

Nbr. de vannes 

d’isolement 

仕切弁数 

69 306 

未確認 

Avec la mise en place du système 

d’information Géographique(SGI), 

cellule réduction des pertes dans 3 à 4 
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mois. 

(17) 
Nbr. de vannes à air 

空気弁数 
 2 403 

未確認 

Avec la mise en place du système 

d’information Géographique(SGI), 

cellule réduction des pertes dans 3 à 4 

mois. 

(18) 

Nbr. de vanes 

anti-retour 

逆止弁数 

   114 

未確認 

Avec la mise en place du système 

d’information Géographique(SGI), 

cellule réduction des pertes dans 3 à 4 

mois. 

(19) 

Nbr. de 

bornes-incendies 

消火栓数 

56 060 

未確認 

Avec la mise en place du système 

d’information Géographique(SGI), 

cellule réduction des pertes dans 3 à 4 

mois. 

Marked "*" is the contents of last year (FY2008) data in Yokohama, 

        REGIDESO の詳細距離 

材質 

管径 

25mm 以下 30-300mm 

>350mm 以

上 不明 総計 

Acier 

鋼管 
 3,925   3925 

Ethernit 

アスベスト管 
365 174,939 6,524  181,828 

FC 

鋳鉄管 CIP 
 19,492   19,492 

Fonte ductile 

ダクタイル管 DIP 
 24,251 19,862  44,113 

PE 

ポリエチレン管 
52  229  281 

PVC  410,262   410,262 

不明    11,580 11,580 

総計 417 632,869 26,614 11,580 671,481 

 

 

8 Alimentation en eau 給水 

(1) 
Superficie desservie 

給水面積 
437 km

2
 120.8 km

2
 

(2) 
Population desservie 

給水人口 
3 672 925 habitants 611,557 habitants 

(3) 
Nbr. de robinets abonnés 

給水栓数 
1 753 256 clients 40,668 clients 

(4) 
Nbr. de bornes fontaines 

共用栓数 
Approximativement 2 500 25 000 clients 

(5) 
Volume d’alimentation en 

moyenne 
1 215 000 m

3
/jour 117,676 m

3
/jour 
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平均給水量 

(6) 

Capacité d’alimentation 

maximum 

最大給水能力 

1 800 000 m
3
/jour 85 000 m

3
/jour 

(7) 

Proportion de la population 

dsservie 

水道普及率 

100 % 75 % 

(8) 

Durée d’alimentation en 

eau 

水道給水時間 

24 heures = 100 % 24 heures =  100 % 

(9) 
Taux de recouvrement 

有収率 
91,5 % 61% 

(10) 
Taux de fuite 

漏水率 
 5,4 % 39 % 

 

9 Recouvrement des redevances d’eau  水道料金 

(1) 

Fréquence de 

recouvrement 

料金徴収間隔 

2 mois 2 mois 

(2) 

Prix et volume de 

tarification de 1
ère

 tranche 

水道基本料金及び水量 

9,62 USD/ 8 m
3
/mois 1.62 USD/8m

3
/mois 

(3) 
Prix d’usage ménager 

家事用水道平均料金 
2,14 USD/m

3
 (moyenne) 3.23 USD/m

3
 

(4) 
Coût d’usage ménager 

家事用水道造水平均費用 
2,08 USD/m

3
 (moyenne) 3.23 USD/m

3
 

(5) 
Taux de recouvrement 

水道料金徴収率 
99,9 % 73 % 

(6) 
Système de tarification 

水道料金構造 
Par volume avec tarif de base 

家事用・業務用・行政用・共同

建物に区分け 

(7) 
Plan de révision des tarifs 

水道料金改訂計画 
Aucun (mais désir/besoin) 2011 年 9 月 1 日改定 

(8) 

Problèmes liés au 

recouvrement 

徴収の問題点 

Plus d’envolée du transfert 

automatique 

家事用：徴収率：73％ 

行政(国・市)：徴収率：7.54％ 

回収率：27. !％ 

今後は、プリペイド・ウォータ

ー方式に変更していく。（水道メ

ーター取替時） 

今まで水道メーター取替実績な

し。 

 Taux de change : 1USD = 100JPY en mars 2013、 ＝1､560 ブルンジフラン（FB） 

 

       水道料金表(REGIDESO) 

顧客 使用量 区分 単位 
2011 年 9 月 1 日 

料金改定以降 

2012 年 3 月 1 日 

料金改定以降 

2012 年 6 月 1 日 

料金改定以降 

一般家庭 

0～20 m
3
/2

ヶ月 

基本料 FBU - - - 

使用料 FBU/m3 201 315 315 

21～40 

m
3
/2 ヶ月 

基本料 FBU - - - 

使用料 FBU/m3 398 613 613 

41 m
3
/2 ヶ

月以上 

基本料 FBU 3,710 7,274 7,274 

使用料 FBU/m3 549 802 802 
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商業・工業 - 
基本料 FBU 13,389 26,581 26,581 

使用料 FBU/m3 491 609 609 

公共水栓 - 
基本料 FBU - - - 

使用料 FBU/m3 315 315 315 

行政 - 
基本料 FBU - - - 

使用料 FBU/m3 511 613 613 

 

 

10 Problèmes actuels  現在の問題点 

(1) 
Installations / Equipment 

施設・設備面 

# Renouvellement, prolongation de la 

durée de vie, résistance aux séismes 

des installations (par ex., prises 

d’eau, conduites d’eau brute, stations 

de traitement, réservoirs de 

distribution et réseaux) 

# La révision des échelles des 

infrastructures dépendra des 

prévisions des demandes d’eau 

# Mesures pour l’environnement 

# Renouvellement, prolongation de la 

durée de vie, (par ex., prises d’eau, 

conduites d’eau brute, stations de 

traitement, réservoirs de distribution 

et réseaux) 

# La révision des échelles des 

infrastructures dépendra des 

prévisions des demandes d’eau 

# Mesures pour l’environnement 

(2) 
Administration 

事務面 

# La fourniture d’eau et les tarifs 

d’eau continuent de baisser 

graduellement malgré l’augmentation 

des populations ; 

# La retraite massive du personnel 

recruté à la période de l’expansion 

(les années 1970) entraine des 

problèmes sérieux sur le plan du 

transfert des connaissances et 

techniques ; 

# La part trop importante des coûts 

du personnel (24%) ; 

# Le développement des ressources 

humaines, renforcement de 

capacités du personnel 

# L’augmentation de la production 

d’eau n’est pas proportionnelle à la 

demande; 

# Les salaires insuffisants des cadres 

entrainent des problèmes sérieux sur 

le plan du transfert des 

connaissances et techniques ; 

# Le développement des ressources 

humaines, renforcement de 

capacités du personnel. 

 

11 Plan d’avenir  将来計画 

(1) 

Plan/programme de gestion 

à long terme 

長期経営計画 

Mise en œuvre de 2006 à 2015 

1997 年にマスタープラン作成 

その後改定していない。 

5 年ごとのアクションプランを作成

して業務実施している。 

(2) 

Plan/programme de gestion 

à moyen terme 

中期経営計画 

Mis en œuvre de 2006 à 2010 - 

(3) 

Relations avec les 

plans/programmes sectoriels 

上位計画との関係 

Etroitement lié - 

(4) 

Plan de réhabilitation des 

installations 

施設改良計画 

Intégrant un plan à long terme 

先進国の援助に頼っている。 

世界銀行・アフリカ開発銀行・日本・

オランダ・ドイツ等 

(5) 

Plan de renouvellement des 

conduites vétustes 

老朽管改良計画 

Intégrant un plan à long terme 
なし 

今後作成していく必要あり 
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12 Système d’alimentation en eau  水道事業 

(1) 
Système de gestion 

事業経営形式 
La municipalité propriétaire exploite. 

La REGIDESO est chargée de la 

gestion d’eau dans la ville de 

BUJUMBURA et dans tous les 

centres urbains. 

(2) 

Vis-à-vis des autorités 

locales et nationales 

政府との関係 

  Préfecture 

  地方政府 

# Le maire de la ville de Yokohama 

nomme le DG de YWWB 

# Subventions : N/A 

Les autorités locales doivent veuillez 

au respect de tarification des bornes 

fontaine 

  Etat 

  中央政府 

# Le Ministère de la Santé, du Travail 

et du Bienêtre (MHLW) supervise les 

travaux d’installations hydrauliques, 

la qualité de l’eau ; 

# MHLW octroie des subventions aux 

travaux de construction,  

d’amélioration, de renouvellement 

des installations hydrauliques 

réalisées pour les buts spécifiques 

(par ex., renouvellement, 

allongement de la durée de vie, 

résistance aux séismes des 

infrastructures) ; 

# Le Ministère des Affaires Générales 

et Communications supervise les 

entreprisses publiques locales sur le 

plan de leur gestion et les obligations. 

# Le Ministère de l’Energie et des 

Mines (MEM), supervise les travaux 

d’installations hydrauliques, 

# Le Ministère de la Santé, suit de 

prêt la qualité de l’eau distribuée ;  

# (MEM) octroie des subventions aux 

travaux d’alimentation en eau potable 

pour la population  en souffrance ; 

# Ministère d’environnement 

(MEEATU) supervise le bon respect 

de l’environnement    

 

 

(3) 
Révision des tarifs d’eau 

水道料金改定 

# Il faut avoir une validation par le 

conseil municipal. 

La validation des tarifs est adoptée 

au conseil des Ministres 

(4) 
Droits de l’eau 

水利権 

Propre propriété :  
Lac Sagami ; 394 000m

3
/jour 

Rivière Doshi ; 172 800m
3
/jour 

Rivière Banyu ; 284 700m
3
/jour 

Allocation de la propriété conjointe : 
Rivière Sakawa ; 605 200m

3
/jour 

Rivière Sagami ; 499 000m
3
/jour 

Propre propriété :  
Lac TANGANYIKA ; 73 830m

3
/jour 

Rivière NTAHANGWA; 2837m
3
/jour 

Source gravitaire; 4285m
3
/jour 

 

(5) 
Organisme régulateur 

規制機関 
Non non 
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質問票 －２ 

Questionnaire on the Water Supply Business 
Questionnaire 1: National Water Supply Condition 

 

1. Domestic information 国内の情報 

1-1. Name of the national water supply competent authority 国の水道事業管轄官庁名称 

エネルギー・鉱山省 

1-2. Number of water supply service utility 水道事業者数 

Water supplier  Bulk water supplier 0 

1-3. Proportion of public and private supplier 水道事業者の官民比率 

Public supplier 90 % Private supplier 10 % 

 

2. Water supply condition 給水状況 

2-1. Number of water supply service utility according to water supply served population  

給水人口別の水道事業者数 

Served population < 5,000 5,001–10,000 10,001–50,000 50,001 < 

Number of utility - - - - 

2-2. Number of water supply service utility according to water supply served rate (%) 

水道普及率別の水道事業者数 

Served rate (%) < 50 % 50–70 % 70–90 % 90 % < 

Number of utility - - - - 

2-3. Number of water supply service utility according to water supply design capacity (m
3
/day) 

日計画給水量別の水道事業者数 

Supply capacity (m
3
/day) < 1,000 1,001–10,000 10,001–100,000 100,001 < 

Number of utility - - - - 

2-4. Number of water supply service utility according to water distribution pipe density (km/km
2
) 

配水管延長密度別の水道事業者数 

Pipe density (km/km
2
) < 2 2 – 5 5 – 10 10 < 

Number of utility - - - - 

Water distribution pipe density = Length of water distribution pipe (km) / Service area (km
2
) 

2-5. Number of water supply service utility according to Non-Revenue Water (NRW) rate (%) 

無収水率別の水道事業者数 

NRW rate (%) < 10 % 10 – 20 % 20 – 40 % 40 % < 

Number of utility    100 % 

2-6. Number of water supply service utility according to service connection (number of water meter) 

給水(契約)戸数別の水道事業者数 

Service connection < 1,000 1,001 – 3,000 3,001 – 20,000 20,001 < 
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Number of utility - - - -- 

2-7. Number of water supply service utility according to water meter density (number/km) 

水道メーター密度別の水道事業者数 

Meter density (num./km) < 20 20 – 50 50 – 100 100 < 

Number of utility - - - - 

Water meter density = Number of water meter (number) / Length of water distribution pipe (km) 

 

3. Business account condition 事業経営状況 

3-1. Number of water supply service utility according to operation ratio (%)  

営業収支比率別の水道事業者数 

Operation ratio (%) < 75 % 75 – 100 % 100 – 125 % 125 % < 

Number of utility 1 - - - 

Operation ratio = Operating income (RWF) / Operating expenses (RWF) * 100(%) 

Operating income is revenue given by main service activities in one year. 

Operating expenses are costs necessary included labor, repair, power, chemical material, bulk water 

receiving, depreciation costs and the others. 

3-2. Number of water supply service utility according to cumulative deficit ratio (%)  

累積欠損金比率別の水道事業者数 

Cumulative deficit ratio (%) 0 % 0 – 10 % 10 – 30 % 30 % < 

Number of utility - - - - 

Cumulative deficit ratio = Cumulative deficit (RWF) / Operating income (RWF) * 100(%) 

Cumulative deficit refers to operating losses accumulated over years cause of not to be compensated 

in the corresponding year. 

3-3. Number of water supply service utility according to ratio of personnel salary costs for revenue on 

water sales (%) 給水収益に対する職員給与費割合別の水道事業者数 

Salary costs ratio (%) < 10 % 10 – 15 % 15 – 20 % 20 % < 

Number of utility - - - - 

Salary costs for revenue ratio = Labor cost (RWF) / Water supply revenue (RWF) * 100(%) 

3-4. Number of water supply service utility according to ratio of tariff to production (%) 

料金回収率別の水道事業者数 

Ratio of supply balance (%) < 75 % 75 – 100 % 100 – 125 % 125 % < 

Number of utility - - - - 

Ratio of tariff to production = Water supply rate (RWF/m
3
) / Water supply cost (RWF/m

3
) * 100(%) 

3-5. Number of water supply service utility according to collection rate of water charge (%) 

水道料金徴収率別の水道事業者数 

Collection rate (%) < 75 % 75 – 85 % 85 – 95 % 95 – 100 % 

Number of utility - - - - 

Collection rate of water charge = Collected charge (RWF) / Billed charge (RWF) * 100(%) 



添付資料 4 

A4-12 

3-6. Number of water supply service utility according to ratio of technical employee (%) 

技術職員率別の水道事業者数 

Technical employee rate (%) < 5 % 5 – 15 % 15 – 25 % 25 % < 

Number of utility - - - - 

Technical employee ratio = Number of engineer (person) / Total number of staff (person) * 100(%) 

 

Remarks: 

# Money exchange rate: 1 US Dollar (USD) =         Rwandan franc (RWF) on August 2012 

# If no data, answer is "N/D", else if no answer or non-applicable, answer is "N/A". 

 

 

質問票 －３ 

Questionnaire on the Water Supply Business 
Questionnaire 2: Information of Bujumbura City Water Network 

(REGIDESO) 

 

1. City information 都市の情報 

1-1. Name of water supply organization that performs water supply service 水道事業者名称 

エネルギー・鉱山省 水道部（REGIDESO）state Company responsible for Urban Water and 

Electricity Services 

1-2. Name of city that performs water supply service 水道事業を行う都市の名称 

BUJUMBURA city in Burundi 

1-3. Population of water service area (person) 給水都市の人口(人) 

2000 2010 2011 2012 

 528,013 544,480 561,558 

1-4. City area (km
2
) 都市の面積(km2) 

Total area Served area 

120.82 km
2
 120.82 km

2
 

1-5. Number of service connection (number of water meter) 給水(契約)戸数(戸、水道メータ数) 

2000 2010 2011 2012 

 34,379 38,913 40,668 

1-6. Population served by water supply as percentage of total population (%) 水道普及率(％) 

2000 2010 2011 2012 

 83 82 87 
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2. Water resource / Water treatment 水源／浄水 

2-1. Water resource (m
3
/day) 水源(m3/日) 

Surface (River / Dam) Groundwater Lac Tanganyika Other 

3,000 m
3
/day 2,500 m

3
/day 118,000 m

3
/day m

3
/day 

2-2. Method of water in taken 取水方式 

湖水：直接取水、河川：堰取水、地下水：直接取水。 

2-3. Number and capacity of water treatment plant (WTP) (number, m
3
) 浄水場数と処理能力(箇所、m3) 

Number of WTP Total capacity (m
3
/day) 

5 123,500 m
3
/day 

 

No. WTP Name Built year Capacity 
Treatment volume 

(average) 

 SP1 
1969～

2012 
118,000 m

3
/day m

3
/day 

 Gatunguru  2,300 m
3
/day m

3
/day 

 Misumba  1,400 m
3
/day m

3
/day 

 Buhonga  1.200 m
3
/day m

3
/day 

 Nthangwa  6,000 m
3
/day m

3
/day 

2-4. Name and dosing rate of coagulant (mg/L) 凝集剤名称および注入率(mg/L) 

Name of coagulant Dosing rate of coagulant (mg/L) 

 mg/L 

2-5. Type of sedimentation and filtration 沈殿・ろ過の種類 

Type of sedimentation  

Type of filtration 緩速ろ過池 

2-6. Filtration speed rate (m/day) ろ過速度(m/day) 

Slow sand filter Rapid sand filter 

6～8 m/day m/day 

2-7. Name and dosing rate of disinfection (mg/L) 消毒剤名称および注入率(mg/L) 

Name of disinfection Dosing rate of disinfection (mg/L) 

 mg/L 

2-8. Number and capacity of distribution reservoir (number, m
3
) 配水池数と容量(箇所、m3) 

Number Total capacity (m) Minimum reservoir (m
3
) Maximum reservoir (m

3
) 

20 2,780 m
3
 100 m

3
 4,000 m

3
 

2-9. Production cost of water treatment (RWF/m
3
) 造水コスト(RWF/m3) 

RWF/m
3
 USD/m

3
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2-10. Number of items of water quality inspection (number) 水質検査項目数(数) 

Everyday Every week Every month Every year 

    

 

表 2.35 取水源（タンガニーカ湖 水深 25m）における水質検査結果 

取水口 タンガニーカ湖 水深25m Bulletin d'analyse complète Nr.

                              LIEU DE PRELEVEMENT

ANALYSES

1 現地測定項目

1.1 水温 °c 25.10 26.80 25.95 24.20 27.00 25.60 －

1.2 pH 8.98 9.02 9.00 9.01 9.02 9.02 －

1.3 溶存酸素, DO mg O2/l 6.50 6.80 6.65 6.50 6.80 6.65 －

1.4 濁度 NTU(TE/F) 0.40 1.40 0.90 0.30 1.80 1.05 －

1.5 電気伝導率 µS/cm 656.00 665.00 660.50 660.00 670.00 660.00 －

1.6 二酸化炭素 mg CO2/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

1.7  透明度 Clair Clair Clalr Clalr －

2 試験室測定項目 0.00

2.1 酸度 mg CaCO3/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.2 Pアルカリ度 mg CaCO3/l 30.00 35.00 32.50 30.00 35.00 32.50 －

2.3 総アルカリ度 mg CaCO3/l 310.00 315.00 312.50 310.00 320.00 315.00 －

2.4 総硬度 mg CaCO3/l 188.00 190.00 189.00 192.00 210.00 201.00 －

2.5 塩素イオン mg Cl-/l 25.00 28.00 26.50 25.00 28.00 28.50 －

2.6 総鉄 µg Fe2/3+/l 0.060 0.10 0.08 0.08 0.10 0.08 －

2.7 マンガン µg Mn2+/l 0.10 0.20 0.15 0.10 0.20 0.15 －

2.8 硫酸イオン mg SO4
2-/l 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 －

2.9 硝酸イオン mg NO-
3/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 50

2.10 亜硝酸イオン mg NO2
-/l 0.005 0.01 0.01 0.002 0.010 0.000 3

2.11 アンモニア性窒素 mg N-NH+
4/l 0.007 0.01 0.01 0.006 0.010 0.010 －

2.12 総リン mg PO4
3-/l 0.800 1.00 0.90 0.90 1.00 0.95 －

1.13 オルトリン mg PO4
3-/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.14 浮遊物質　（SS) mg/l 0.20 0.30 0.25 0.10 0.24 0.17 －

2.15 BOD5 mg O2/l 0.00

2.16 塩素 mg Cl2/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.17 放射性物質 µSv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.18 硫化水素 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －

2.19 ナトリウム mg/l 61.00 62.00 61.50 61.00 62.00 61.50 －

2.20 カリウム mg/l 32.00 33.00 32.50 32.00 33.00 32.50 －

2.21 カルシウム mg/l 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 －

2.22 マグネシウム mg/l 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 －

2.23 鉛 µg/l 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.01

2.24 カドミウム µg/l 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.003

2.25 亜鉛 µg/l 1.20 1.30 1.25 1.20 1.30 0.04 －

2.26 アルミニウム µg/l 0.034 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 －

3 微生物

3.1 大腸菌群 Col./ 1 ml 1000 1500 1250 1010 1600 1305 －

3.2 糞便性大腸菌群 col./100ml 16 33 25 16 33 25 0

3.3 大腸菌 col./100ml 2 10 6 2 6 4 0

3.4 API ( identification)
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出典: REGIDESO 

サンプル数、2012 年のデータ。浄水場のデータ 同じスタイル 2011 年、2012 年 
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2-11. Hour of water suspension and supply turbidity water (times, hour/year) 断水・濁水時間(時間) 

     情報なし 

 Number of times Total hours 

 Water suspension   

Supply turbidity water   

 

2-12. Describe the problem about water treatment 浄水処理の問題点の記述 

情報なし 

 

3. Organization 組織体制 

3-1. Total number of REGIDESO staff member (person) 職員数(人) 

2000 2010 2011 2012 

   1280 

 

3-2. Total number of engineer staff member (person) 技術職員数(人) 

2000 2010 2011 2012 

   51 

3-3. Proportion of staff member according to staff’s age (%) 職員年齢構成(％) 

10’s – 20’s 30’s 40’s 50’s – 

7.3 % 29.6 % 35.2 % 26.6 % 

3-4. Proportion of staff member’s business experience of water supply (%) 職員経験年数構成 (％) 

– 5 years 5 – 10 years 10 – 20 years 20 – 30 years 30 years – 

0.6 % 6.8 % 29.6 % 35.2 % 26.6 % 

3-5. Hour of staff’s training (times/person, hour/year/person)  職員研修時間(回/人、時間/人) 

 
Inner training (exclude OJT) Outsourcing 

Times/person Total hour/person Times/person Total hour/person 

Engineer     

Exclude engineer     

研修は、実施している課と実施していない課がある。OJT 研修は、課長が経験を話している。 

若手技術者が多いので技術に関する研修を実施したい希望を持っている。 

新設工事で、現場技術の経験が浅いので、事故対策、水道管の運営・管網整備、DMA・ブロック方式

の基本的な研修を希望している。（課長の面談より） 

 

4. Water tariff 水道料金 

4-1. Price and consumption of domestic and commercial use (RWF, m
3
, average per month)  

家事・業務用水道料金・使用水量(RWF/m3：平均額) 
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 Price Consumption 

Domestic use RWF/m
3
 m

3
/month 

Commercial use RWF/m
3
 m

3
/month 

4-2. Collection frequency (month) 水道料金徴収間隔(月) 

2 month 

4-3. Collection rate of water charge (%) 水道料金徴収率(％) 

Domestic use Commercial use 

73 % 低い % 

4-4. Describe the water tariff table 水道料金表の記載 

顧客 使用量 区分 単位 
2011 年 9 月 1 日 

料金改定以降 

2012 年 3 月 1 日 

料金改定以降 

2012 年 6 月 1 日 

料金改定以降 

一般家庭 

0～20 m3/ 

2 ヶ月 

基本料 FBU - - - 

使用料 FBU/m3 201 315 315 

21～40 m3/ 

2 ヶ月 

基本料 FBU - - - 

使用料 FBU/m3 398 613 613 

41 m3/2ヶ月

以上 

基本料 FBU 3,710 7,274 7,274 

使用料 FBU/m3 549 802 802 

商業・工業 - 
基本料 FBU 13,389 26,581 26,581 

使用料 FBU/m3 491 609 609 

公共水栓 - 
基本料 FBU - - - 

使用料 FBU/m3 315 315 315 

行政 - 
基本料 FBU - - - 

使用料 FBU/m3 511 613 613 
 

Remarks: 

# Money exchange rate: 1 US Dollar (USD) =         BURUNDI franc (BRF) on April 2013 

# If no data, answer is "N/D", else if no answer or non-applicable, answer is "N/A". 
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質問票 －４ 

Questionnaire on the Water Supply Business 
Questionnaire3: Leakage Prevention Work of REGIDESO 

 

1. Organization 組織 

1-1. Name of organization for leakage prevention 漏水対策を担当する組織名称 

水道部運営課漏水調査・修理室 

1-2. Number of person in organization (person) 漏水対策を担当する組織の人員数(人) 

2010 2011 2012 2013 

  3 3 

※ 2012 年 9 月までは、地上漏水だけの業務を行っていた。世界銀行が 2011 年～2012 年まで 

4 地区のパイロット地区を選定して地下漏水調査を実施した。その結果、地下漏水調査が一番

大切であることを理解し、2012 年 9 月 25 日に漏水調査チームを結成して調査手法の研修を行

い、11 月から 3 名の職員で漏水調査を開始している。漏水部の修理を行う職員はいるが、修理

に必要な機材不足、技術不足、機材を運搬する車が故障、少ないために、現在、地下漏水を発

見しても 50％しか修理していない状況である。 

 

1-3. Annual training time for leakage prevention (person , person x hours)  

漏水対策に関する年間研修時間(人×時間) 

 2012 2013 

Person   

Person X Hours   

※ 現在、漏水調査に関する研修は実施していない。3 名が OJT 業務を実施しながら 

技術の向上を図っている。 

 

2. Leakage Detection 漏水調査 

2-1. Number of leakage survey team (number) 調査チーム数(数) 

2006 2010 2011 2012 

 0 0 1 

2-2. Number of person in one survey team (person) １チーム当りの人数(人) 

3 

2-3. Number of days of leakage survey (person x days / year) 年間漏水調査日数(人×日／年) 

  2012 2013 4 月末現在 

  120 240 

2-4. Number of hours of average leakage survey (person x hours / month) 調査平均時間(人×時間／月) 

66 

 

 



添付資料 4 

A4-19 

2-5. Length of leakage survey (km / year) 年間漏水調査延長(km／年) 

2006 2011 2012 2013 4 月末 

km km 120 km 240 km 

2-6. Number of surface leakage detection (number / year) 年間地上漏水発見数(箇所／年) 

2006 2008 2010 2011 

    

2-7. Number of underground leakage detection (number / year) 年間地下漏水発見数(箇所／年) 

2006 2008 2010 2011 

    

※ 2012 年 11 月から地下漏水調査を実施している。2013 年 4 月末日までに 100 件地下漏水発見。 

      漏水修理箇所は、50 件。 

2-8. Breakdown of number of underground leakage detection: Acoustic rod, Leakage detector, Correlative 

leak detector, and other 

地下漏水発見数の内訳：音聴棒、漏水探知機、相関式探知機、その他 

地下漏水調査機器は、スイス製の金属管用漏水探知器使用。 

配水管の管種は、PVC 管であるので、PVC 管用漏水探知器を使用して効率的な作業を実施す

ることが望ましい。 

2-9. Number of reparation of leakage site (number / year) 年間漏水箇所修理数(箇所) 

2006  2012 2013 

  20 100 

2-10. Total average time to repair from leakage detection (hour) 

漏水発見から修理までに要する平均時間(時間) 

―hour 

2-11. Number of leakage reports from public (number) 市民からの漏水の通報数(数) 未確認 

2006 2008 2010 2011 

    

2-12. Have you done Minimum Night Flow Measure method? 夜間最小流量測定を行ったことがあるか？ 

 

世界銀行が 2011 年～2012 年に実施した漏水調査結果表は次の通りである。 
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3. Equipment of Leakage Detection 漏水調査機材 

3-1. Number of Acoustic rod (number) 単純音聴棒の本数(数) 

0 

3-2. Number of Amplified acoustic rod (number) アンプ内蔵型音聴棒の本数(数) 

0 

3-3. Number of set of Correlative leak detector (number) 相関式漏水探知機のセット数(数) 

0 

3-4. Number of set of Leak zone detector or Leak noise correlator (number) 

金属管用漏水探知機のセット数(数) 

3 (その内；1 基故障) 

3-5. Number of sensor of Leak zone detector or Leak noise correlator (number) 

音圧式漏水探知機のセンサー数(数) 

0 

3-6. Number of Metal pipe locator (number) 金属管探査機の台数(数) 

0 

3-7. Number of Resin pipe locator (number) 樹脂管探査機の台数(数) 

0 

3-8. Number of Distance measuring equipment (number) 距離測定装置の台数(数) 

0 

3-9. Number of Water meter measuring for MNFM (number) 夜間最小流量測定用水量メーターの台数(数) 

0 

3-10. Number of vehicles used for leakage survey (number) 漏水対策に用いる車両台数(台) 

1 

3-11. Name of other leakage detector その他の漏水探知機 

なし 

 

4. Water Distribution Analysis 配水量分析 

Data in this table is 20XX. 下表のデータは 20XX 年の水量。 

※ REGIDESO では、配水量分析は、実施していない。 

 

4-1. 総配水量 Distributed Water m
3
 100.0% 

有収水量  ６１％ 

Revenue Water 

4-2. 水道料金 Water tariff m
3
 % 

4-3. その他 Other m
3
 % 

無収水量  ３９％ 

Non Revenue Water 

(NRW) 

4-4. メーター不感 Meter loss m
3
 % 

4-5. 盗水量 Stolen water m
3
 % 

4-6. 未納水量 Unpaid water m
3
 % 
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4-7. 漏水量 Leakage water m
3
 % 

4-8. 事業用水 Waterworks usage m
3
 % 

4-9. 不明水量 Unknown water m
3
 % 

4-10. その他 Other m
3
 % 

4-11. Distributed Water (m
3
 / year) 年間総配水量(m3/年)  未確認 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 

Production moyenne de 1997 à 2007 1997～2007 平均浄水量 

An [m³/j] [-] [m³/j] [-] [m³/j] [-] [m³/j] [-]

1997 57.654 92% 3.020 5% 1.790 3% 62.464 100%

1998 59.322 90% 2.995 5% 3.541 5% 65.858 100%

1999 57.279 89% 3.814 6% 3.482 5% 64.575 100%

2000 61.996 91% 2.982 4% 3.192 5% 68.171 100%

2001 65.536 95% 755 1% 2.925 4% 69.216 100%

2002 62.947 92% 3.135 5% 2.433 4% 68.515 100%

2003 66.752 96% 738 1% 1.866 3% 69.356 100%

2004 71.833 95% 2.996 4% 1.159 2% 75.988 100%

2005 73.047 95% 3.038 4% 1.082 1% 77.167 100%

2006 71.053 94% 2.959 4% 1.436 2% 75.448 100%

2007 79.426 93% 3.707 4% 2.502 3% 85.635 100%

Usine - Lac Usine - Ntaha. Sources Total

 

 

4-12. Water tariff (Revenue Water) (m
3
 / year) 水道料金対象水量(有収水量)(m3/年) 

※ 水道料金・電力料金を一緒に徴収、水道接続費用、部品販売等を行っているので、料金から判断する

と無収水率は、３１％である。 浄水量と配水量の関係では３９％である。 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 

4-13. Other (Revenue Water) (m
3
 / year) その他の徴収料金対象水量(有収水量)(m3/年) 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 

4-14. Meter loss (Non Revenue Water) (m
3
 / year) 水道メーター損失水量(無収水量)(m3/年) 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 

4-15. Stolen water (Non Revenue Water) (m
3
 / year) 盗水損失水量(無収水量)(m3/年) 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 

4-16. Unpaid water (Non Revenue Water) (m
3
 / year) 未納水量(無収水量)(m3/年) 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 

4-17. Leakage water (Non Revenue Water) (m
3
 / year) 漏水量(無収水量)(m3/年) 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 
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4-18. Waterworks usage volume (Non Revenue Water) (m
3
 / year) 水道工事使用水量(無収水量)(m3/年) 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 

4-19. Unknown water (Non Revenue Water) (m
3
 / year) 不明水量(無収水量) (m3/年) 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 

4-20. Other (Non Revenue Water) (m
3
 / year) その他の無収水量(m3/年) 

2006 2008 2010 2011 

m
3 m

3 m
3 m

3 

 

5. DMA / Leakage Survey Scale ＤＭＡ/漏水調査メッシュ 

5-1. To make up meshes or blocks for leak detection? (If make up meshes or blocks, DMA is replaced with 

the meshes or blocks.) 

漏水調査用のブロックやメッシュを構成しているか？(構成している場合は、以下のＤＭＡは読み

替える) 

※ ブロックやメッシュは、構成していない。世銀のパイロット地区の 4 地域はブロックを形成して

無収水対策での漏水調査を実施した。実施するに当たり、4 地区の水道メーター10,000 個

を全部取り替えて漏水調査と夜間最少流量調査を実施した。 

REGIDESOでは、ブロックやDMAを形成していく、計画はあるが資金面で他国のドナーを探

している。 

5-2. Number of DMA block (number) ＤＭＡブロック数(数) 

     将来、ブジュンブラ市内の DMA は、33 個所にするための配水管網整備を計画中である。 

 

5-3. Number of connection in DMA (connection) [Average of all DMA / Minimum / Maximum] 

ＤＭＡ内給水戸数(戸)[全ブロックの平均/最小/最大] 

Average  Minimum  Maximum  

5-4. Number of Hourly Factor in DMA [Average of all DMA / Minimum / Maximum] 

ＤＭＡ内時系数(－)[全ブロックの平均/最小/最大] 

Average  Minimum  Maximum  

5-5. Water supply average volume in DMA (m
3
 / day) [Average of all DMA / Minimum / Maximum] 

ＤＭＡ内日平均給水量(m3)[全ブロックの平均/最小/最大] 

Average m3 Minimum m3 Maximum m3 

5-6. Water supply maximum volume in DMA (m
3
 / day) [Average of all DMA / Minimum / Maximum] 

ＤＭＡ内日最大給水量(m3)[全ブロックの平均/最小/最大] 

Average m3 Minimum m3 Maximum m3 

5-7. Water pressure in DMA (MPa) [Average of all DMA / Minimum / Maximum] 

ＤＭＡ内給水圧(MPa)[全ブロックの平均/最小/最大]  0.2-0.8 MPa  

Average o.5 MPa Minimum 0.2 MPa Maximum 0.8 MPa 
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5-8. Number of valves formed DMA area (number) [Average of all DMA / Minimum / Maximum] 

ＤＭＡを構成する(区切る)仕切弁数(数)[全ブロックの平均/最小/最大] 未確認 

Average  Minimum  Maximum  

5-9. Number of valves in DMA (number) [Average of all DMA / Minimum / Maximum] 

ＤＭＡ内仕切弁数(数)[全ブロックの平均/最小/最大] 

Average  Minimum  Maximum  

5-10. Number of hydrant in DMA (number) [Average of all DMA / Minimum / Maximum] 

ＤＭＡ内消火栓数(数)[全ブロックの平均/最小/最大] 未確認 

Average  Minimum  Maximum  

5-11. Size of mesh (If make up meshes or blocks) (km x km) 

漏水調査用メッシュがある場合、メッシュの大きさ(km×km)  なし 

km   x      km 

5-12. Number of valve in distribution network (number) 総仕切弁数(数) 

未定 

5-13. Number of hydrant in distribution network (number) 総消火栓数(数) 

未定 

5-14. Number of another valve in distribution network (number) その他の調整弁等の総数(数) 

未定 

5-15. Number of water suspension (number / year) 年間断水回数(数／年) 

未定  number / year 

5-16. The total number of connection of water suspension (connection / year) 年間断水のべ戸数(戸／年) 

未定  connection / year 

5-17. Water suspension time per one time (hour / time) [Average / Maximum] 

断水１回当りの継続時間(時間/回)[平均/最大]  未定 

Average hour / time Maximum hour / time 

5-18. Describe the leakage repair flowchart 漏水修繕フロー図の記述 

 

 

6. Distribution pipeline laying 管路布設 

表 2.11  送配水管の延長（ブジュンブラ市） 

（単位:m） 

材質 
管径 

<25mm 30-300mm >350mm 不明 総計 

鋼管  3,925   3925 

アスベスト管 365 174,939 6,524  181,828 

鋳鉄管 CIP  19,492   19,492 

ダクタイル管  24,251 19,862  44,113 
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DIP 

ポリエチレン管 52  229  281 

PVC  410,262   410,262 

不明    11,580 11,580 

総計 417 632,869 26,614 11,580 671,481 

出典： REGIDESO 

 

6-1. New installation pipeline length (km) 新規布設管路延長(km)  未定 

2006 2008 2010 2011 

km km Km km 

6-2. Replacement pipeline length (km) 送配水管更新(入替)延長(km)   未定 

2006 2008 2010 2011 

km km Km km 

6-3. Rehabilitation pipeline length (km) 更生管路延長(km)   未定 

2006 20078 2010 2011 

km km Km km 

6-4. Removal pipeline length (km) 撤去管路延長(km)    未定 

2006 2008 2010 2011 

km km km km 

6-5. Suspended pipeline length (km) 休止管路延長(km)   未定 

2006 2008 2010 2011 

km km km km 

 

7. Distribution / Service Pipe material 送配給水管種別 

7-1. Ductile Iron Pipe (DIP) length (km) ダクタイル鉄管(DIP)延長(km) 

Distribution 1836 km Service km 

7-2. Cast Iron Pipe (CIP) length (km) 鋳鉄管(CIP)延長(km) 

Distribution 19.5 km Service km 

7-3. Steel Pipe (SP) length (km) 鋼管(SP)延長(km) 

Distribution 4.0 km Service km 

7-4. Stainless Steel Pipe (SUS) length (km) ステンレス鋼管(SUS)延長(km) 

Distribution 0 km Service km 

7-5. Concrete (Hume) Pipe (HP) length (km) コンクリート管(HP)延長(km) 

Distribution 0 km 

7-6. Asbestos Cement Pipe (ACP) length (km) アスベスト管(ACP)延長(km) 

Distribution 182 km Service 0.4 km 

7-7. Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) length (km) 硬質塩化ビニル管(PVC)延長(km) 
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Distribution 410 km Service km 

7-8. High Impact Vinyl Pipe (HIVP) length (km) 高強度塩化ビニル管(HIVP)延長(km) 

Distribution km Service km 

7-9. Polyethylene Pipe (PEP) length (km) ポリエチレン管(PEP)延長(km) 

Distribution 0.3 km Service km 

7-10. Galvanized Steel Pipe (GP) length (km) 亜鉛メッキ鋼管(GP)延長(km) 

Distribution km Service 0 km 

7-11. Lead Pipe (LP) length (km) 鉛管(LP)の延長(km) 

Distribution 0 km Service 0 km 

7-12. Cupper Pipe (CP) length (km) 銅管(CP)の延長(km) 

  Service km 

7-13. Other Pipe length (km) その他の管の延長(km)   

Pipe material name Distribution Service 

 km km 

 km km 

 km km 

 km km 

7-14. Transmission Pipeline length (km) 送水管延長(km) 

2006 2008 2010 2011 

km km km 24 km 

7-15. Distribution Pipeline length (km) 配水管延長(km) 

2006 2008 2010 2011 

km km km 1,812 km 

7-16. Service Pipeline length (km) 給水管延長(km) 

2006 2008 2010 2011 

km km km 840 km 

 

 

8. SCADA/Mapping system 水道情報データ管理／マッピングシステム 

8-1. Describe the name of digital data filing 電子データ化している業務名 

GIS を使ったマッピングシステムは実施中。現在、2000 年までの水道データを入力したが、水

道管が道路内に入っていないので、修正中。 

2001 年から 2013 年までのデータは未入力である。 

現在、マッピングシステムは、使用されていない。今後、データの有効利用を考えた場合、水

道情報データ管理の技術協力が必要である。 

8-2. Proportion of filing system of business management document (%) 事業文書の管理割合(％) 

未情報 
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Paper filing Digital filing 

 % % 

8-3. Proportion of filing system of water facilities’ drawing (%) 水道工事図面の管理割合(％) 

    図面管理は実施しているが、古い図面がない。2001 年以降のデータは、未入力の状態である。 

Paper filing Digital filing 

% % 

 

9. Water meter and maintenance 水道メーター・修繕 

9-1. Number of installed water meter (number) 水道メーター設置数(数) 

表 2.28   メーター設置数 

年 メーター設置数 前年比増加率(%) 

2008 29,374 - 

2009 32,714 11 

2010 34,379 5 

2011 38,913 13 

2012 40,668 5 

年平均 10 

出典：REGIDESO 

 

Diameter 13mm 20mm 25mm mm mm Other Total 

Number   40,668     

9-2. Period of service of water meter (year) 水道メーター試用期間(年) 

現在、取り替えていない。 

トラブルのあった水道メーターのみ取り替え

て検査を行い、合格品は再利用している。 

9-3. Number of annual purchase of water meter (number) 水道メーター年間購入数(数) 未定 

2006 2008 2010 2011 

    

 

9-4. Times of usage of maintained expiry water meter (times) 

満期水道メーターの修理後の繰り返し使用回数(回) ：現在水道メーターの取り替えは実施していないので未定 

9-5. Number of damaged water meter (number) 破損水道メーター数(数) 未定 

2006 2008 2010 2011 

    

9-6. Number of intentional damaged water meter (number) 故意に破損された水道メーター数(数) 未定 

2006 2008 2010 2011 
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9-7. Describe the reason of damaged/broken water meter 水道メーターの破損理由の記述 

 

 

10. Procurement / Stock management 資材調達・資材管理 

10-1. Describe the procedure of procurement of water supply material 材料調達手段の記述 

ブルンジ国では、水道に関する資材は、外国から購入しているので事前に把握する必要がある

が、手配が遅れている状況である。 

10-2. Describe the management of spare parts 予備材料の管理方法 

資材管理事務所で管理している。 

 

Remarks: 

# Transmission pipeline defines the pipeline between water treatment plant and distribution reservoir, also 

between two distribution reservoirs. 

# DMA defines District Metered Area as same as District Metered Zone (DMZ). 

# The Hourly Factor defines non-dimension value which hourly maximum consumption volume divides 

hourly average one. 

# If no data, answer is "N/D", else if no answer or non-applicable, answer is "N/A". 

# Pressure unit: 

 MPa kgf/cm
2
 Bar PSI 

MPa 1 10.20 9.869 145.0 

kgf/cm
2
 0.0981 1 0.9678 14.22 

Bar 0.1013 1.033 1 14.70 

PSI 0.0069 0.0703 0.0680 1 
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質問票（環境社会配慮）に対する回答 

 

１．給水・給電公社（REGIDESO）向け質問に対する回答 

 

1-1.ブジュンブラ市カニョーシャ地区で給水プロジェクト（ポンプ場、配水池、送配水管網の建設）を

実施する場合、用地が必要となりますが、既に取得済みですか。 

・取得済み。書類の写しが提供される。 

 

 

1-2. 給水プロジェクトを行う場合、ブルンジ国の環境法に基づき、環境影響評価が必要になりますが、

既に実施済みですか。 

・今後、REGIDESO側で実施するとのこと。 

 

 

1-3. カニョーシャ地区における給水プロジェクトについて、既にステークホルダーミーティングや地域

住民を対象としたコンサルテーションミーティングを開催済みですか。もし、開催済の場合、どの

ような意見や要望が出されたでしょうか。 

・実施しており、今後も継続して実施する。 

・カニョーシャ地区に暮らす住民の生活レベルは、Middle Standardクラスと Low Standardクラス。

前者のクラスは水道が整備された場合、料金を支払うと答えているとのこと。しかしながら、後

者のクラスの住民は支払えないことも考えられるため、今後の検討が必要であるとのこと。 

 

 

1-4.用地取得、環境影響評価の実施、ミーティングの開催に関する業務は、どの部署が担当しています

か。 

・自然環境の保全や地域社会への配慮に特化した部署は無いとのこと。 

・Equipment Water Division と Logistical Division がこれらの業務を担う。 

・環境影響評価に関する調査は、委託するとのこと。 

 

1-5. 公共事業を実施する際の土地関連規則（用地取得、住民移転等）を提供願います。 

・水、環境、国土整備・都市計画省の都市計画局を紹介され、同局において、Low No. 1/13 August 

9th, 2011, Revised Land Low of Burundi が最新版であることを確認した。 

 

 

1-6. 自然環境調査、社会環境調査、環境影響評価を行えるコンサルタント会社や個人のリストを提供願

います。 

・下記のコンサルタントを紹介された。 

Entreprise BPRDE  (Travaux de Genie-Rural: Etudes, Surveillance, Execution)/BPRDE Campany- 
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Rural engineering works、Ir. Aloys HABONIMANA、Directeur Général/ Director General 

 

1-7. カニョーシャ地区の自然環境の概況（土地利用、自然環境保護区の有無、湿地・マングローブ帯の

有無）を教えてください。 

・自然環境保護区は存在していないとのこと。 

 

 

1-8. カニョーシャ地区の環境問題の概況（水質汚染、廃棄物の処理等）を教えてください。 

・生活排水等は無処理のため水質汚染が進んでいるとのこと。 

・廃棄物（ゴミ）をいかに適切に処理するかが課題であるとのこと。 

 

 

1-9. カニョーシャ地区の環境モニタリング実施状況（地点、項目、頻度）を教えてください。 

・環境モニタリング地点は無いとのこと。 

 

 

1-10. カニョーシャ地区の社会環境の概況（少数民族の生活区域の有無、社会的弱者の暮らしの状況）

を教えてください。 

・カニョーシャ地区は紛争中に国内避難民が地方から移り住み始めた地区であるとのこと。 

・現在は、フツ族とシチ族の民族間の対立もなく、両者は良好な関係を築き上げて暮らしていると

のこと。 

 

 

 

２．水・環境・国土整備・都市計画省の環境総局向け質問に対する回答 

 

2-1. 2000 年 6 月 30 日に発効したブルンジ国の環境法（LOI Ｎ°DU 30/06/2000 PORTANT CODE DE L' 

ENVIRONNEMENT DE LA, REPUBLIQUE DU BURUNDI, CABINET DU PRESIDENT, 30/06/2000）を入手済み

です。改訂版が出されていればご提供願います。 

・改訂版は無い。 

 

 

2-2. 2003 年に署名されたタンガニーカ湖持続的管理協定（THE CONVENTION ON THE SUSTAINABLE 

MANAGEMENT OF LAKE TANGANYIKA）を入手済みです。改訂版が出されていればご提供願います。 

・改訂版は無い。 
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2-3. ブルンジ国の環境白書があればご提供願います。 

・2002年に UNDPの支援によって発行されたものが最新であり、その後データ等の更新は行われていな

いとのこと。 

 

 

2-4. 給水プロジェクト（ポンプ場、配水池、送配水管網の建設）の場合、ブルンジ国の環境影響評価制

度に基づくと、どのようなカテゴリになりますか。また、どのような手続きが必要になるか教えて

ください。 

・ブルンジ国の環境法では、カテゴリＡ（環境影響評価を必要とする事業）とカテゴリ B（環境影響評

価を必要としない事業）を定めている。給水プロジェクトは、環境影響評価を必要とするカテゴリ

Ａであるとのこと。 

以上 

 



 



番
号

資
料

の
名

称
形

態
(図

書
、

C
D

/D
V

D
､地

図
等

)

ｵ
ﾘｼ

ﾞﾅ
ﾙ

・
コ

ピ
ー

の
別

部
数

収
集

先
名

称
又

は
発

行
機

関

1
図

書
ｵ

ﾘｼ
ﾞﾅ

ﾙ
1

P
M

IE
E
事

務
所

2
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

コ
ピ

ー
1

P
M

IE
E
事

務
所

3
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

コ
ピ

ー
1

P
M

IE
E
事

務
所

4
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

コ
ピ

ー
1

R
E

G
ID

E
S

O

5
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

コ
ピ

ー
1

R
E

G
ID

E
S

O

6
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

コ
ピ

ー
1

R
E

G
ID

E
S

O

7
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

コ
ピ

ー
1

G
IZ

8
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

コ
ピ

ー
1

R
E

G
ID

E
S

O

9
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

コ
ピ

ー
1

R
E

G
ID

E
S

O

1
0

デ
ー

タ
フ

ァ
イ

ル
コ

ピ
ー

1
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
鉱

山
省

1
1

A
4用

紙
コ

ピ
ー

1
R

E
G

ID
E

S
O

1
2

デ
ー

タ
フ

ァ
イ

ル
コ

ピ
ー

1
R

E
G

ID
E

S
O

1
3

A
4用

紙
コ

ピ
ー

1
JI

C
A

 ブ
ル

ン
ジ

F
/
O

エ
ネ

ル
ギ

ー
・鉱

山
省

 組
織

図

R
E

G
ID

E
S

O
組

織
図

2
0
1
2
年

3月
、

20
13

年
3月

の
取

水
量

デ
ー

タ

採
水

計
画

B
u
ju

m
b

u
ra

 d
ri

n
k
in

g
 w

at
er

 c
o

v
er

ag
e 

2
0
1
0
-2

0
1
2

水
道

管
延

長

蛇
口

水
質

の
デ

ー
タ

S
tr

at
ég

ie
 N

at
io

n
al

e 
d

e 
l'E

au
 2

0
1

1
-2

0
2
0
(国

家
水

戦
略

)

P
ro

je
t 

M
u

lt
is

ec
to

ri
al

 d
'I
n

fr
as

tr
u

ct
u

re
s 

E
au

 e
t 

E
le

ct
ri

ci
te

,

R
ap

p
o

rt
 T

ri
m

es
tr

ie
l 

N
o

 6
 (
世

銀
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
定

期
報

告
書

N
o 

6)

P
ro

je
t 

M
u

lt
is

ec
to

ri
al

 d
'I
n

fr
as

tr
u

ct
u

re
s 

E
au

 e
t 

E
le

ct
ri

ci
te

,

R
ap

p
o

rt
 T

ri
m

es
tr

ie
l 

N
o

 7
 (
世

銀
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
定

期
報

告
書

N
o
 7

)

世
銀

上
水

道
整

備
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

20
05

年
か

ら
20

12
年

の
月

別
取

水
量

デ
ー

タ

B
U

D
G

E
T

 D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N
 2

0
1
3
（2

0
1
3
年

 R
E
G

ID
E
SO

予
算

）

添付資料5

A5-1



番
号

資
料

の
名

称
形

態
(図

書
、

C
D

/D
V

D
､地

図
等

)

ｵ
ﾘｼ

ﾞﾅ
ﾙ

・
コ

ピ
ー

の
別

部
数

収
集

先
名

称
又

は
発

行
機

関

1
4

デ
ー

タ
フ

ァ
イ

ル
コ

ピ
ー

1
R

E
G

ID
E

S
O

1
5

デ
ー

タ
フ

ァ
イ

ル
コ

ピ
ー

1
R

E
G

ID
E

S
O

1
6

デ
ー

タ
フ

ァ
イ

ル
コ

ピ
ー

1
R

E
G

ID
E

S
O

1
7

デ
ー

タ
フ

ァ
イ

ル
コ

ピ
ー

1
水

・
環

境
・
国

土
整

備
・
都

市
計

画
省

 環
境

総
局

1
8

図
書

コ
ピ

ー
1

水
・
環

境
・
国

土
整

備
・
都

市
計

画
省

 環
境

総
局

1
9

図
書

ｵ
ﾘｼ

ﾞﾅ
ﾙ

1
水

・
環

境
・
国

土
整

備
・
都

市
計

画
省

 水
局

2
0

デ
ー

タ
フ

ァ
イ

ル
コ

ピ
ー

1
水

・
環

境
・
国

土
整

備
・
都

市
計

画
省

 水
局

2
1

デ
ー

タ
フ

ァ
イ

ル
コ

ピ
ー

1
水

・
環

境
・
国

土
整

備
・
都

市
計

画
省

2
2

デ
ー

タ
フ

ァ
イ

ル
コ

ピ
ー

1
JI

C
A

 ブ
ル

ン
ジ

F
/
O

ブ
ジ

ュ
ン

ブ
ラ

市
水

道
施

設
概

要
図

P
O

V
E
R
T

Y
 R

E
D

U
C

T
IO

N
 S

T
R
A

T
E
G

Y
 P

A
P
E
R
-P

R
S
P
-Ⅱ

,
A

ug
us

t 
20

12

T
O

G
E
T

H
E
R
 L

E
T

’S
 P

R
O

T
E
C

T
 T

A
N

G
A

N
Y

IK
A

 L
A

C
 F

O
R

F
U

T
U

R
E
 G

E
N

E
R
A

T
IO

N
S、

L
ak

e 
T

an
ga

ny
ik

a,
 a

 t
re

as
ur

e 
to

 b
e

pr
ot

ec
te

d、
P
re

se
nt

at
io

n 
of

 a
 s

tu
dy

 o
n 

th
e 

w
at

er
 q

ua
lit

y 
of

L
ak

e 
T

an
ga

ny
ik

a

タ
ン

ガ
ニ

ー
カ

湖
の

水
質

測
定

デ
ー

タ

2
0
1
2
年

 年
報

水
道

料
金

表

L
O

I 
N

°
 1

/0
10

 D
U

 3
0/

06
/2

00
0 

P
O

R
T

A
N

T
 C

O
D

E
 D

E
 L

’
E
N

V
IR

O
N

N
E
M

E
N

T
 D

E
 L

A
 R

E
P
U

B
L
IQ

U
E
 D

U
 B

U
R
U

N
D

I（
環

境
法

）

D
E
C

R
E
E
 O

F
 N

O
10

0/
22

 O
C

T
O

B
E
R
 7

, 
20

10
 O

N
E
N

F
O

R
C

E
M

E
N

T
 O

F
 E

N
V

IR
O

N
M

E
N

T
A

L
 C

O
D

E
 I
N

C
O

N
N

E
C

T
IO

N
 W

IT
H

 T
H

E
 P

R
O

C
E
D

U
R
E
 F

O
R
 I
M

P
A

C
T

ST
U

D
Y

 E
N

V
IR

N
N

E
M

E
N

T
A

L

L
aw

 n
o1

 o
f 
M

ar
ch

 2
6 

20
12

 a
bo

ut
 W

at
er

 C
od

e

添付資料5

A5-2


	表紙
	調査対象地域位置図
	写真集
	目次
	図表リスト
	略語集
	第1章 調査概要
	1-1 調査団派遣の背景
	1-2 調査目的
	1-3 調査団の構成
	1-4 調査日程
	1-5 主要面談者
	1-6 調査結果概要
	1-6-1　 概要結果
	（1） 浄水供給能力と水需要
	（2） 給水施設
	（3） 実施体制および実施能力
	（4） 世銀、AfDB
	（5） ORIO
	（6） 環境面

	1-6-2　 現地調査（踏査）結果
	（1） 取水口
	（2） 湖浄水場
	（3） 送水管ルート
	（4） 配水池
	（5） Kanyosha郡の公共水栓


	1-7 団長所感
	（1） 給水能力
	（2） 工事監理コンサルタントと工事業者の能力
	（3） オランダとの区分
	（4） プロジェクト対象区域


	第2章 要請の背景と問題分析
	2-1 要請の経緯・背景
	2-2 関連する政策および国家計画
	2-3 ブジュンブラ市内の給水事情と問題分析
	2-3-1　 給水・衛生状況
	2-3-2　 給水施設の現状
	（1） ブジュンブラ市の給水
	（2） Kanyosha郡の給水
	（3） 給水地区と配水池

	2-3-3　 実施体制
	（1） 組織・予算
	（2） 運営・維持管理
	1） 新規接続
	2） 送配水システム
	3） SCADAシステム
	4） 送配水システムのデータ管理
	5） 無収水削減対策

	（3） 料金徴収
	1） 水道料金
	2） 料金徴収システム
	3） 会計業務


	2-3-4　 水源および自然条件
	（1） 自然条件
	（2） 水源
	（3） 水質

	2-3-5　 社会条件

	2-4 他ドナーの援助動向
	2-4-1　 世界銀行
	2-4-2　 アフリカ開発銀行
	2-4-3　 その他
	（1） GIZ
	（2） ORIO
	（3） KfW


	2-5 調達・施工事情

	第3章 環境社会配慮調査
	3-1 環境社会配慮調査の必要性の有無
	3-1-1　 環境社会配慮関連制度の概要
	（1） ブルンジ国の環境法の概要
	（2） タンガニーカ湖持続的管理協定の概要（THE CONVENTION ON THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF LAKE TANGANYIKA）

	3-1-2　 環境社会配慮調査の必要性の有無
	（1） 制度上求められる環境影響評価（EIA）の概要
	（2） 環境社会配慮調査の必要性
	（3） 関係機関の概要
	1） REGIDESOの環境社会配慮実施体制
	2） EIAの審査機関



	3-2 環境社会配慮調査のスコーピングとIEE結果
	3-2-1　 対象地域の概要
	（1） 社会環境
	1） 人口と世帯数
	2） 民族構成
	3） 土地利用の概況
	4） 教育施設
	5） 診療施設及び水因性疾病の発生状況
	6） 給水の現状

	（2） 自然環境
	1） 地形
	2） 土壌浸食
	3） 気象
	4） 国立公園、保護区の設定状況
	5） 動植物の種数及び生息生育状況
	6） タンガニーカ湖の水位

	（3） 環境汚染
	1） タンガニーカ湖の環境問題
	2） Kanyosha郡の環境問題


	3-2-2　 プロジェクト実施による環境・社会面への影響（スコーピング）
	（1） 要請内容
	（2） 想定されるマイナス面の影響項目


	3-3 環境社会配慮事項
	3-3-1　 環境認可の前提条件について
	（1） REGIDESO側は水・環境・国土整備・都市計画省の環境総局に環境影響評価レポートを提出し、許可を得る。
	（2） 配水池施設の建設用地の取得状況を確認する

	3-3-2　 準備調査（概略設計調査）への提言
	（1） 対象地域の自然環境・社会環境に関する基礎情報の整理・分析
	（2） 関係者との意見交換会の継続開催の支援
	（3） 貧困層に配慮した共同水栓利用計画の検討



	第4章 無償資金協力にかかる要請内容の妥当性
	4-1 協力内容スクリーニングの結果
	4-1-1 プロジェクトの目的
	4-1-2 プロジェクトの必要性、妥当性及び緊急性
	（1） プロジェクトの妥当性
	1） 当該国における水セクターの開発実績（現状）と課題
	2） 当該国における水セクターの開発政策と本事業の位置づけ及び必要性
	3） 水セクターに対する我が国及びJICAの援助方針と実績
	4） Kanyosha郡に関して

	（2） 給水施設の建設・改修の妥当性

	4-1-3　 プロジェクトの実施体制
	4-1-4　 プロジェクトに期待される成果

	4-2 協力内容スコーピングの結果
	4-2-1　 適切な協力内容、規模及び範囲の検討
	（1） 計画対象地域
	（2） 計画目標年次
	（3） 計画給水区人口
	（4） 給水原単位
	（5） 協力の範囲
	（6） 相手側政府負担

	4-2-2　 技術支援計画の検討
	4-2-3　 技術協力プロジェクトとの連携

	4-3 協力準備調査（概略設計）に際し留意すべき事項等
	4-3-1　 協力準備調査（概略設計）の進め方
	4-3-2　 協力準備調査（概略設計）に際し留意すべき事項等
	（1） 上水道計画
	（2） 施設計画・設計
	（3） 運営・維持管理
	（4） 社会条件調査
	（5） 環境社会配慮
	1） 基本事項の認識（タンガニーカ湖が抱える環境問題の認識）
	2） 環境法等の順守（ブルンジ国環境法、及びタンガニーカ湖持続的管理協定の順守）
	3） 住民意見の吸い上げと計画への反映


	4-3-3　 調査工程、要員構成
	（1） 調査工程
	（2） 要員構成
	1） 業務主任/上水道計画
	2） 水道施設計画・設計１
	3） 水道施設計画・設計２
	4） 水管橋設計
	5） 機械設備
	6） 電気設備
	7） 公社運営維持管理
	8） 社会条件調査/環境社会配慮
	9） 施工・調達計画/積算

	（3） 自然条件調査/社会条件調査
	1） 測量調査
	2） 土質調査
	3） 水質調査
	4） 社会条件調査
	5） 環境社会配慮調査

	（4） 再委託業者
	1） 測量会社
	2） 土質調査会社
	3） 水質調査
	4） 社会調査会社




	添付資料
	添付資料1
	添付資料2
	添付資料3
	添付資料4
	添付資料5




